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平 成３１年 ３月 ５日 (火)

午 前 １０時００分　開　会

１．議事日程

　日程第１ 会議録署名議員指名　11番  濱田　憲治　議員　１番　髙田 美千子 議員

　日程第２ 会期の決定

　日程第３ 諸般の報告 (1)議長

(2)町長

(3)監査委員

(4)美里町議会改革調査特別委員会委員長

(5)宇城広域連合議会議員

(6)熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員

自治功労者に対する表彰状の伝達

　日程第４ 町長提出議案の一括上程（議案第３号から議案第24号及び同意第１号から

同意第３号）

　日程第５ 平成31年度町長施政方針及び町長提出議案の提案理由説明

　日程第６ 議案第３号 美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

　日程第７ 議案第４号 美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

　日程第８ 議案第５号 フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について

　日程第９ 議案第６号 美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

　日程第10 議案第７号 平成30年度美里町一般会計補正予算（第７号）

　日程第11 議案第８号 平成30年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

　日程第12 議案第９号 平成30年度美里町介護保険特別会計補正予算（第３号）

　日程第13 議案第10号 平成30年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正

予算（第４号）

　日程第14 議案第11号 平成30年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特別会計補正

予算（第４号）

　日程第15 議案第12号 平成30年度美里町生活排水特別会計補正予算（第４号）

平成３１年第１回美里町議会定例会会議録（第１号）
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議案第13号 平成30年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

２．出席議員（１２名）

１番 髙　田　美千子　君 　２番 光　井　博　幸　君

３番 今　田　政　行　君 　４番 坂　田　竜　義　君

５番 上　田　 　孝　 君 　６番 松　永　正　憲　君

７番 中　川　政　司　君 　８番 吉　田　起　登　君

９番 上　村　則　幸　君 １０番 福　田　秀　憲　君

１１番 濱　田　憲　治　君 １２番 吉　田　美　好　君

３．欠席議員（なし）

４．説明のため出席した者

５．事務局職員出席者

津　田　里美子　君

企画情報課長 下 田 幸 輔 君 税 務 課 長 中 嶋 春 彦 君

日程第16

町 長 上 田 泰 弘 君

教 育 長 吉 永 公 力 君 総 務 課 長 吉 住 慎 二 君

住 民 課 長 山 田 輝 臣 君 福 祉 課 長 中 村 武 志 君

健康保険課長 松 永 栄 作 君 経 済 課 長 宮 嵜 幸 仁 君

林務観光課長 髙 田 浩 幸 君 建設課管理係長 立 道 誠 君

水道衛生課長 北 島 浩 徳 君 会 計 課 長 田 上 和 則 君

学校教育課長 坂 村 浩 君 社会教育課長 中 川 幸 生 君

事 務 局 長 倉 田 辰 実 君 書 記

－ ４ －
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） おはようございます。 

ただいまから、平成３１年第１回美里町議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

皆さんにお知らせします。説明員の上田副町長並びに長井建設課長より、本定例

会への欠席届が提出されております。なお、長井建設課長の代理として、立道管理

係長が説明員として出席をされております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員指名 

○議長（吉田美好君） 日程第１、会議録署名議員指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１２０条の規定によって、１１番、濱田憲治君、１番、髙田美千子君を

指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（吉田美好君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

２月２１日に議会運営委員会が開催されていますので、議会運営委員長の報告を

求めます。議会運営委員長、濱田憲治君。 

○議会運営委員長（濱田憲治君） 改めまして、おはようございます。 

平成３１年第１回議会運営委員会委員長の報告をいたします。 

去る２月２１日、午後２時より、中央庁舎議会委員会室において、平成３１年第

１回議会運営委員会を開催しましたので、その報告をいたします。 

出席者は議会より、吉田美好議長、今田総務常任委員長、上田経済建設常任委員

長、坂田社会文教常任委員長と私、執行部より、上田町長、上田副町長、吉住総務

課長、事務局より、倉田事務局長と津田参事出席のもと開会をいたしました。 

議題としまして、（１）執行部提出議案について、（２）議案提出議案（請願・

陳情・意見書等）について、（３）一般質問について、（４）日程・会期等につい

て、（５）その他を議案といたしました。 

まず、（１）の執行部提出議案について。内容は条例改正４件、平成３０年度補

正予算７件、平成３１年度当初予算７件、その他７件、合計２５議案の説明を受け

ております。 

次に、（２）議員提出議案（請願・陳情・意見書等）について。受付番号１、平

成３１年１月２１日受付、住所、大阪府豊能郡能勢町稲地１２８－３、提出者、日

米地位協定を見直す会協同代表、難波希美子より、全国知事会の「米軍基地負担に
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関する提言」の趣旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを

国に求める意見書を提出することを求める陳情書が提出されております。受付番号

２番、平成３１年２月１２日受付、住所、兵庫県西宮市分銅町１－４、一般財団法

人日本熊森協会会長、室谷悠子より、奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環

境贈与税（仮称）で、順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書

が提出されております。受付番号３番、平成３１年２月１９日受付、住所、熊本市

中央区九品寺１丁目５－３、熊本第２ビル１０２、提出者、特定非営利活動法人ワ

ーカーズコープ熊本、支部長、小林啓示より、「協働労働の協同組合法（仮称）」

の速やかな制定を求める意見書に関する陳情書が提出されています。 

以上、３本の案件を議会運営委員会としては、いずれも不受理とし、受付番号３、

「協働労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書に関する陳情書

は、全議員に資料の配布するように決定しております。資料を配布しておりますの

で、議員さんにおかれましてはご覧いただきたいと思います。 

次に、（３）一般質問について。受付順で、吉田起登議員、坂田竜義議員、髙田

美千子議員から通告があっており、質問順については抽選の結果、最初に坂田竜義

議員、次に吉田起登議員、最後に髙田美千子議員の順番に決定しました。 

次に、日程・会期等について議論しました。執行部提出議案２５件と一般質問者

３名、平成３１年度当初予算の審議のために、常任委員会を１日間設けたことによ

り、会期予定表（案）のとおり、３月５日より３月８日までの４日間と決定してお

ります。日程の内容につきましては、議案集の平成３１年第１回美里町議会定例会

会期予定表（案）のとおりです。 

議会初日、本日３月５日は、平成３１年第１回美里町議会定例会議事予定表（案）

より、日程第３、諸般の報告、次に自治功労者に対する表彰状の伝達をし、日程第

４、町長提出議案一括上程（議案第３号から議案第２４号及び同意第１号から同意

第３号）をし、次に日程第５、平成３１年度町長施政方針及び町長提出議案の提案

理由の説明を受け、日程第６、議案第３号「美里町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」から日

程第１６、議案第１３号「平成３０年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）」について、内容説明、質疑・討論・採決を行います。 

３月６日、開会２日目は、一般質問を行います。質問順につきましては、坂田竜

義議員、吉田起登議員、髙田美千子議員の順番で実施します。 

次に、日程第１７、議案第１４号「平成３１年度美里町一般会計予算」から日程

第２３、議案第２０号「平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算」までの内

容説明を行います。質疑・討論・採決は議会最終日３月８日に行います。 
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３月７日、開会３日目は休会とし、各常任委員会を実施します。 

３月８日、議会最終日は、各常任委員会の委員長の報告及び質疑を実施します。 

その後、日程第１７、議案第１４号「平成３１年度美里町一般会計予算」から日

程第２３、議案第２０号「平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算」を再度

上程し、内容説明は既に終わっていますので、質疑・討論・採決を行います。 

その後、日程第２４、議案第２１号「町道路線（大野原下田線）の廃止について」

から日程第２７、議案第２４号「災害工事発注土捨て場用地取得契約の締結につい

て」内容説明を受け、質疑・討論・採決を実施します。 

次に、日程第２８、同意第１号「美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずること

につき同意を求めることについて」から日程第３０、同意第３号「美里町職員懲戒

審査委員会の委員を命ずることにつき同意を求めることについて」内容説明を受け、

質疑・討論・採決を実施します。 

次に、日程第３１号、発議第１号「美里町議会会議規則の一部を改正する規則の

制定について」の内容説明を受け、質疑・討論・採決を行います。 

以上が、２月２１日に行われた議会運営委員会の委員長の報告といたします。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議会運営委員長の報告を終わります。 

皆さんにお諮りします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、会期は、本日

３月５日から３月８日までの４日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、会期は、本日３月５日から３月８日までの４日間に決定をいた

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（吉田美好君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

まず、議長から１２月定例会以降の報告を行います。 

平成３０年１２月１４日、平成３０年度美里町老人クラブ大会、文化交流センタ

ーで、ひびきで行われまして出席をいたしております。 

同日、園田代議士のお別れの会が嘉島町町民会館で行われまして、これには全議

員が参加ということ、参列をしております。 

１２月１６日、あぜみち会の創立４０周年祝賀会がさかぐちで行われまして出席

をいたしております。 

同じく、１２月２１日、平成３０年第３回宇城広域連合議会臨時会が広域連合で
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行われまして、私と光井議員が出席をいたしております。 

明けまして、３１年１月１日、第４８回美里町新春霊台橋マラソン大会が、総合

運動公園グラウンドで行われまして出席をいたしております。 

１月２日、平成３１年美里町成人式、文化交流センターひびきで行われまして、

全議員さんとともに出席をいたしております。 

１月４日、議会・執行部合同の新年会があ助で行われまして、全議員さんと出席

をいたしております。 

１月１０日、公有財産管理運用等審議会が中央庁舎で行われまして、私と今田議

員が出席をいたしております。 

１月１１日、新春の集い、これは自民党県連主催でありますが、ニュースカイホ

テルで行われまして出席をいたしております。 

１月１３日、第２０回みどりかわ湖どんど祭りが緑川ダム（補助ダム）で行われ

まして出席をいたしております。 

１月１５日、中園橋渡り初め式が現地で行われまして出席をいたしております。 

１月１６日、平成３１年第１回議会臨時会が議場で行われまして、全議員出席で

ございます。 

同じく１６日、平成３１年第１回議会全員協議会、これは委員会室で行われまし

て全議員出席でございます。 

１月２５日、美里町地域婦人会の新年会がいわやで行われまして出席をいたして

おります。 

それから、２月の１日、熊本県町村議会第５回理事会が自治会館で行われまして

出席をいたしております。 

２月５日、美里町社会福祉協議会の理事会が湯の香苑で行われまして出席をいた

しております。 

２月９日、平成３０年度宇城植樹祭が、宇城市屋内多目的広場、これは豊野町で

ありますが行われまして出席をいたしております。 

２月１２日、平成３１年第２回議会全員協議会が委員会室で行われまして、全議

員出席でございます。 

２月１５日、熊本県町村議会第６９回定期総会、これが熊本テルサで行われまし

て出席をいたしております。 

２月２１日、平成３１年第１回議会運営委員会が委員会室で行われまして、議会

運営全員と私が出席をいたしております。 

２月２２日、平成３０年度防衛セミナーが熊本テルサで行われまして出席をいた

しております。 
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２月２４日、第３９回宇城地区中学生新人駅伝競走大会が町営球技場周辺で行わ

れまして、開会式に出席をいたしております。 

同じく２４日、第３１回美里町小学生バレーボール大会が砥用中学校体育館で行

われまして、開会式に出席をいたしております。 

同じく２４日、土地改良区遠野事業部総会、大遠多目的集会所で行われまして、

議長として出席をいたしております。 

２月２５日、美里町新規振興作物美里かぼちゃ栽培反省会、いわやで行われまし

て出席をいたしております。 

３月１日、美里町英霊顕彰会の理事会が老人福祉センターで行われまして、副議

長とともに出席をいたしております。 

３月３日、平成３０年度野生の会発表会が文化交流センターで行われまして出席

をいたしております。 

以上でございます。 

以上で議長の報告を終わります。 

次に、町長に行政報告を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） それでは、１２月議会後の諸般の報告をさせていただきます。

大変長くなりますので、要約してご報告を申し上げます。 

まず、平成３０年１２月１４日、美里町老人クラブの大会。その後、園田代議士

のお別れの会に出席をしております。 

１２月１６日、あぜみち会の設立４０周年の記念祝賀会。その後、土地改良区の

東部事業部の忘年会。その後、美里町の少年野球クラブの懇親会に出席をいたして

おります。 

１２月１８日、嘱託員・嘱託補の会議。その後、嘱託員・嘱託補会議のあとの懇

親会に出席をいたしております。 

１２月１９日、サクラ化学工業が来庁されましたのでその対応をし、夜には商工

会の青年部の忘年会に出席しております。 

１２月２０日、佐俣の湯の取締役会。夜には、遺族会の孫、ひ孫の会の忘年会に

出席をしております。 

１２月２１日、宇城広域連合議会の臨時会に出席をし、その後、宇城広域連合議

会の懇親会に出席をしております。 

１２月２５日、教育委員の辞令交付を行っております。 

１２月２８日、社会福祉協議会の仕事納め式。その後、砥用庁舎の仕事納め式。

そのあと、中央庁舎の仕事納め式をし、夜は消防団の年末特別警戒の本部巡視を行

っております。 
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１月１日、新春霊台橋マラソン大会の開会式に出席をし、 

１月２日は、成人式に出席をいたしております。 

１月４日、中央庁舎の仕事始め式。砥用庁舎の仕事始め式。その後、社会福祉協

議会の仕事始め式。夜には、議会・執行部合同の新年会に出席をいたしております。 

１月５日、西山のツツジの会の新年会。夜は堅志田班、消防の堅志田班の初会に

出席をいたしております。 

１月６日、下中郡区の初会。その後、涌井峙原区の初会。そのあと、永富津留区

の初会に出席をいたしております。 

１月１０日、公明党熊本県本部２０１９年賀詞交歓会に出席をし、午後から、健

康長寿社会づくりトップセミナーに出席をし、夜は、美里町商工会の賀詞交歓会に

出席をいたしております。 

１月１１日、自由民主党熊本県支部連合会の新春の集い。そのあと、町村会のト

ップセミナー。その後、国会議員との意見交換会。そのあと、美里町ＰＴＡ連合会

の新年会に出席をいたしております。 

１月１３日、書初め書道展の表彰式。その後、上中郡区の初会。そのあと、白石

野区の初常会。そのあと、緑川湖のどんど祭りに出席をいたしております。 

１月１５日、中園橋の渡り初め。 

１月１６日、第１回の臨時議会に出席をし、その後、全員協議会に出席をいたし

ております。そのあと、椎葉矢部砥用線の整備要望及び意見交換会に出席をいたし

ております。 

１月１７日、復旧・復興会議を行っております。そのあと、川越老人会の新年会。

そのあと、宇城広域連合の正副連合長会議に出席をいたしております。 

１月１９日、砥用音楽幼稚園設立４０周年の記念式典。そのあと、消防団の幹部

研修で鹿児島に行っております。 

次の日は朝から帰りまして、萱野区の初会。そのあと、岩下区の初会に出席をし、

夜は、元不知火町の消防団長の叙勲祝賀会に出席をいたしております。 

次の日、１月２２日、Ｂ＆Ｇ全国サミットに出席をするため上京をいたしており

ます。 

１月２４日、商工会の商業部会、工業部会の合同講演会に出席をし、そのあと、

民生委員児童員協議会の新年会に出席をいたしております。 

１月２５日、たばこ振興会の播種祝い。 

１月２６日、うきうき地域づくりフォーラムに出席をいたしております。 

１月２７日、西山区の通常総会。夜には、鷲山啓氏の叙勲祝賀会に出席をいたし

ております。 
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１月２８日、熊本連携中枢都市圏の連絡会議。 

１月２９日、ＪＡ熊本うきアスパラガス専門部会の通常総会。 

１月３１日、後期高齢者医療広域連合の定期監査に出席をいたしております。 

２月１日、建設業協会の新年名刺交歓会。 

２月３日、消防団の訓練視察。そのあと、砥用町簡易水道組合の通常総会に出席

をいたしております。 

２月４日、農家小組合長初会議。 

２月５日、自衛官募集相談員の委嘱状交付式。そのあと、社会福祉協議会の理事

会に出席をいたしております。 

２月７日、日赤熊本県支部評議委員会。そのあと、どんど祭りのフォトコンテス

トの審査。そして夜は、よかボス倶楽部の交流会、よかボス宣言をしたあとのこの

倶楽部の交流会に出席をいたしております。 

２月８日、宇土人権擁護委員協議会の研修が美里町で行われまして出席をさせて

いただいております。 

２月９日、宇城植樹祭。その後、ＪＡ熊本うきの女性正組合員大会に出席をいた

しております。 

２月１２日、第２回の議会全員協議会に出席をいたしております。 

２月１３日、嘱託員・嘱託補の会議。そのあと、熊本県社会福祉功労者、功労章

受章表敬訪問ということで、表彰を受けられましたので、その表敬訪問にお見えに

なりましたので対応をさせていただいております。 

２月１６日、職員採用試験の二次試験。 

２月１８日、前の日から大阪に出張しまして、２月１８日月曜、朝から大阪事務

所を訪問。そのあと、サクラ化学工業を訪問いたしております。 

２月２０日、中央地区農作業受託組合の通常総会。 

２月２１日、議会運営委員会に出席をいたしております。 

２月２３日、お手玉大会ｉｎ美里の発表会に出席をいたしております。そのあと、

夜は美里町中央南園会の総会に出席をいたしております。 

２月２４日、朝から宇城中学校新人駅伝競走大会の開会式に出席をし、その後、

美里町小学生バレーボール大会の開会式。そのあと、土地改良区の遠野事業部の総

会。その後、木村仁ご夫妻の感謝の集いに出席をいたしております。 

２月２５日、課長会議を行っております。夜は、美里かぼちゃの反省会に出席を

いたしております。 

２月２６日、国保運営協議会の委員の辞令交付。夜には、宇城地区消防団長、消

防長のＯＢ会に出席をいたしております。 
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２月２７日、宇城広域連合正副連合長研修ということで、東京都の調布市を２７、

２８で訪れております。 

３月１日、英霊顕彰会の理事会。その後、美里町土地改良区の理事会。 

３月３日、野生の会の発表会に出席をし、その後、嘱託会の研修に合流するため、

長崎県の平戸市に行っております。３日、４日と長崎県の平戸市に出張をいたして

おります。 

以上で、１２月定例会以後の行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

次に、監査委員の例月現金出納検査報告を求めます。 

４番、坂田竜義君。 

○監査委員（坂田竜義君） 監査委員から、例月現金出納検査の結果についての報告を

いたします。 

美里監第４３号、平成３０年１２月２６日。美里町議会議長、吉田美好様。美里

町監査委員、遠山史朗、同、坂田竜義。 

例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出について。 

地方自治法第２３５条の２第１項により、平成３０年１１月分の出納検査を行っ

たので、同条第３項の規定により、その結果に関する報告をします。 

記。 

１、検査対象、会計管理者所管の一般会計、特別会計、歳入歳出外現金に関する

現金、一時借入金（計算書は別紙のとおり）であります。 

２、検査の時期、平成３０年１２月２５日。 

検査の結果、諸帳簿及び提出された諸表の計算は正確であり、不正、不当な出納

はなく確実なものと認める。 

以上。１１月分が以上でございますが、１２月分については、１月の２４日、１

月分については、平成３１年２月２５日に行いまして、同じく諸帳簿、計算は正確

で不正、不当な出納はなく、確実なものと認めました。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 以上で、監査委員の例月現金出納検査報告を終わります。 

次に、美里町議会改革調査特別委員会委員長の報告を求めます。 

１１番、濱田憲治君。 

○１１番（濱田憲治君） 平成３１年第１回美里町議会改革調査特別委員会委員長の報

告をいたします。 

去る１月１６日午後１時より、中央庁舎委員会室において、平成３１年第１回美

里町議会改革調査特別委員会を開催をいたしました。 
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出席者は、議長を除く委員１１名全員、事務局より、倉田局長、津田参事、合計

１３名の参加者であります。 

議題としまして、美里町議会改革調査特別委員会の取組みについて協議をしまし

た。 

内容としまして、美里町議会広報調査特別委員会（仮称）の設置に係る議員発議

の件について、事務局長より説明を受けております。説明の中で、「美里町議会広

報調査特別委員会（仮称）」について、多数の委員より、「美里町議会広報調査特

別委員会」の名称に違和感があるとの意見がありました。再度、事務局より、議員

発議に諮る必要性と、「美里町議会広報調査特別委員会」で提案した経緯について

説明を受けております。 

事務局より説明のあと、委員より、特別委員会とは性質が違うので、議員発議と

して議会に諮る必要性があるのか。また、活動内容から名称をつけるとすれば、

「美里町議会広報委員会」や「美里町議会広報編集委員会」等の名称でよいのでは

ないかと発言があっております。 

このような意見を取りまとめ、委員会の名称について、「美里町議会広報委員会」

と「美里町議会広報編集委員会」のいずれかで検討し、議員発議の必要性について

も事務局で再度確認を行うこととしました。 

次に、広報委員会の設置規定等について、他の自治体の規定等を基に、事務局よ

り説明を受けました。 

規定での委員の定数については、前回までの特別委員会において、当面は議員全

員の１２名で構成することを再度確認し、決定しております。 

次の議題としまして、議会基本条例について、北海道の栗山町の資料・栗山町議

会基本条例の誕生と展開を配布し、次回以降の会議に向けて資料の読み込みをお願

いをいたしたところです。また、議会改革ＰＤＣＡシートを今後活用しながら進め

ていくことを説明しております。 

最後に、２月の特別委員会の開催日を、予定されている議員全員協議会の日程に

合わせて開催することを申し合わせて閉会といたしました。 

以上が、平成３１年第１回議会改革調査特別委員会の報告とします。 

引き続きまして、平成３１年第２回美里町議会改革調査特別委員会委員長の報告

をいたします。 

２月１２日、午後３時より、中央庁舎委員会室において、平成３１年第２回美里

町議会改革調査特別委員会を開催しております。 

出席者は、議長を除く委員１１名全員、事務局より倉田局長、津田参事出席のも

と、合計１３名であります。 
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議題としましては、美里町議会広報委員会設置について。 

事務局長より、美里町議会広報委員会の設置について、地方自治法第１００条第

１２項に基づく美里町議会会議規則の一部を改正の必要性の説明を受けております。 

説明のあと、各委員の意見の集約を行い、地方自治法とのつながりを持ち、広報

委員会の活動に万全を期すため規則の一部改正が必要との見解に至り、３月議会定

例会において、美里町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についての議員発

議を行うことに決定しております。 

なお、議員発議の提出者は、総務常任委員会委員長今田委員長とし、賛成者には、

総務常任委員会副委員長の吉田起登委員と決定しております。 

次に、美里町議会広報委員会（案）について、各委員の意見を集約し、事務局が

示された原案を、原案どおりでの決定に至っております。 

次に、美里町議会広報誌の名称について、各委員より提案を受け、無記名投票を

行い、結果としまして、美里町議会だより「きらり」と決定に至っております。次

点としまして、ひらがなで「いしばし」であります。そのほかに、「石段」や「さ

くら」、「輝き」、「３６５」という案が提案されております。 

次に、議員の成り手不足について、県町村議長会理事会での資料に基づき、議会

の考え方、方向性等を一つにすることが重要である旨の内容について、事務局長よ

り説明を受けております。 

次に、議会改革の今後の取組みについて、各委員より意見の集約を行い、前回の

特別委員会で配布した資料、「議会改革ＰＤＣＡシート」を参考にしながら、作業

部会（各常任委員会）ごとに検討し、方向性を集約し、次回の議会改革調査特別委

員会に持ち寄って協議することに決定しております。 

以上が、平成３１年第２回議会改革調査特別委員会の報告といたします。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 以上で、美里町議会改革調査特別委員会委員長の報告を終わり

ます。 

他の委員さんからの補足はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 補足なしと認めます。 

以上で、美里町議会改革調査特別委員会委員長の報告を終わります。 

次に、宇城広域連合議会議員の報告を求めます。 

２番、光井博幸君。 

○２番（光井博幸君） 平成３０年、第３回宇城広域連合議会臨時会の報告をいたしま

す。 
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宇城広域連合議会議員、光井博幸。 

日時、平成３０年１２月２１日、金曜日、１６時から。 

場所、宇城広域連合２階交流プラザ。 

出席者、宇城広域連合議会議員１０名、正副連合長３名、事務局から９名、傍聴

者１人でございました。 

吉田議長の開会宣告後に守田連合長の挨拶があり、日程に入りました。 

日程第１、会議録署名議員の指名。 

日程第２、会期の決定。当日１日間に決定しております。 

日程第３、議案第１８号、専決処分の報告及び承認を求めることについて。 

専決第３号、損害賠償額の決定について。 

概要をお知らせします。 

宇城市松橋町萩尾において発生した消防署の公用車の事故に伴う人身事故につい

て、和解し損害賠償の額を決定するというもの。 

和解の内容は、本事故に伴う人身事故に係る損害賠償の額は１１３万７７２円。

相手方の損害賠償金については、すべて全国自治協会自動車事故共済保険の保険金

で賄う予定でございます。 

審議・採決の結果、原案どおり承認されました。 

日程第４、議案第１９号、宇城広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について。 

日程第５、議案第２０号、熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について。 

日程第６、議案第２１号、平成３０年宇城広域連合一般会計補正予算（第４号）

について。 

議案第１９号から第２１号については、すべて原案どおり可決されました。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 以上で、宇城広域連合議会議員の報告を終わります。 

次に、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を求めます。 

９番、上村則幸君。 

○９番（上村則幸君） それでは、平成３１年第１回熊本県後期高齢者医療広域連合議

会定例会が行われておりますので報告をいたします。 

平成３１年２月１４日、午後２時より、熊本県ＫＫＲホテルで開催されました平

成３１年第１回熊本県後期高齢者医療広域連合議会定例会及び全員協議会について、

熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を今からいたします。 

２月１４日、午後２時より開催されました全員協議会では、第１回定例会の議案

等について事務局より説明があっております。議案に関する質問等もなく、午後２
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時３０分に全員協議会は終了いたしました。 

全員協議会後、２時４０分、仮議長の朽木議長（熊本市議会議長）の会議宣告に

引き続き、日程第１、会議議席の指定を行ったあと、熊本県後期高齢者広域連合、

大西連合長の挨拶が行われております。 

そのあと、日程第２、議長選挙が行われ、朽木議長（熊本市議会議長）が当選さ

れております。 

日程第３、議席の指定につきましては、仮議席と同じ議席で決定をいたしており

ます。 

続きまして、日程第４、会議録署名議員では、柴田議員（宇土市議会議長）、桑

原議員（上天草市議会議員）が指名され、 

日程第５、諸般の報告においては、熊本県後期高齢者医療広域連合北川代表監査

委員より、平成３０年１０月実施分から平成３１年１月実施分までの例月現金出納

検査の報告がなされております。 

なお、日程第６、会期の決定では、２月１４日、一日限りと決定したあと、 

日程第７、副議長の選挙が行われております。工藤議員（山都町議会議長）が副

議長に当選されております。 

日程第８、議案第１号、熊本県後期高齢者医療広域連合副連合長の選任同意につ

いては、荒木嘉島町長、副連合長選任に原案どおり同意されております。 

また、日程第９、議案第２号、熊本県後期高齢者医療広域連合議選監査委員の選

任同意について、及び日程第１０、議案第３号、熊本県後期高齢者広域連合識見監

査委員の選任同意については、福永議員（長洲町議会議員）及び石原元熊本市代表

監査員の選任については、原案のとおり同意されております。 

日程第１１、議案第４号、専決処分の報告及び承認について。 

日程第１２、議案第５号、熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定についての２案件につきましては、原案ど

おり賛成多数で可決いたしております。 

日程第１３、議案第６号、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については、小林議員（菊陽町議会議員）の質

疑のあと、原案どおり可決をいたしております。 

日程第１４、議案第７号、平成３０年度熊本県後期高齢者医療広域連合高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）。 

日程第１５、議案第８号、平成３１年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計

予算については、原案どおり賛成多数で可決いたしております。 

日程第１６、議案第９号、平成３１年度熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢
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者医療特別会計予算については、小林議員（菊陽町議会議員）の質疑、反対討論の

あと、賛成多数で可決いたしております。 

日程第１７、熊本県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員及び同補充員の

選挙も行われております。 

日程第１８、一般質問では、小林議員（菊陽町議会議員）から、保険料の負担増

について、医療費の一部負担金、減免免除について、保健事業についての質問が行

われております。 

一般質問終了後、朽木議長の閉議の宣告により、午後３時４０分に、平成３１年

第１回熊本県後期高齢者医療広域連合議会定例会が閉会されております。 

以上で、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を終わりますが、資料に

ついては事務室のほうに置いてありますので、見たい方は各自見ていただきたいと

思います。 

以上で報告を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を終わ

ります。 

これで諸般の報告を終わります。 

次に、自治功労者に対する表彰状の伝達を行います。 

去る、２月１５日に開催されました「熊本県町村議会議長会第６９回定期総会」

におきまして、福田秀憲議員並びに上村則幸議員が自治功労者として表彰をされま

したので、お二人に表彰状の伝達を行います。 

ここで、表彰伝達補助のため、議会事務局、津田参事が議場内に入ることを許可

します。 

福田秀憲君並びに上村則幸君におかれましては、答弁席前までお進みください。 

表彰状。 

下益城郡美里町議会、議員、福田秀憲殿。 

貴殿は、２３年以上の長きにわたり、町村議会議員として、よくその職責を遂行

され、もって地方自治の振興発展に尽くされた功績は誠に顕著であります。よって、

ここにそれを表彰します。 

平成３１年２月１５日。 

熊本県町村議会議長会、会長、田上更生。 

代理授与でございます。 

おめでとうございます。 

（拍手） 

○議長（吉田美好君） 表彰状。 
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下益城郡美里町議会、議員、上村則幸殿。 

貴殿は、２３年以上の長きにわたり、町村議会議員として、よくその職責を遂行

され、もって地方自治の振興発展に尽くされた功績は誠に顕著であります。よって、

ここにそれを表彰します。 

平成３１年２月１５日。 

熊本県町村議会議長会、会長、田上更生。 

代理授与でございます。 

おめでとうございます。 

（拍手） 

○議長（吉田美好君） ここで、表彰されましたお二人に、ご挨拶をお願いいたします。 

まず、福田秀憲君よりお願いします。 

○１０番（福田秀憲君） 皆さん、おはようございます。ただいま表彰していただきま

して、本当に有難いなと思っております。あっという間に何十年も過ぎてしまいま

したが、まだ若いつもりで町政に励んでいるところであります。これもやはり町民

の皆さん、それと同志の議会議員の皆さん、それと町の町長はじめ執行部、職員の

皆さんのお陰ではないかなというふうに思っております。本当にありがとうござい

ました。 

やはり２０年以上もやっておりますと、どうしてもやはり自分では思ってないん

ですけども、おごりというのがやっぱ出てきてるんじゃないかなという思いがして

おります。ので、いつもやはり原点に返って、自分を戒めながらこうやっているつ

もりであります。これからもですね、町民のために一生懸命頑張っていきたいと思

いますので、皆さんのご指導をまたよろしくお願いをいたします。 

ありがとうございました。 

（拍手） 

○議長（吉田美好君） 次に、上村則幸君よりお願いします。 

○９番（上村則幸君） おはようございます。先ほどこの議場内において、本当こう表

彰していただきまして本当に感謝いたします。これも本当皆さん方のお陰、議員の

皆様方また執行部の皆様、町民の皆様方のお陰でこうやって２３年間もやってこら

れました。やっぱり長年やってくると、先ほど言われましたようにやっぱりおごり

とか何とか出てくることもあるかと思いますけれども、これからも気を引き締めて、

初心に返ったつもりで精一杯やっていきますので、どうか皆様方の更なるご協力の

ほど、よろしくお願いしときます。 

本当に皆さん、ありがとうございました。 

（拍手） 
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○議長（吉田美好君） ありがとうございました。 

お二人には、長年の功績に対する受賞、誠におめでとうございました。 

ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１０分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 町長提出議案の一括上程 

○議長（吉田美好君） 日程第４、町長提出議案の一括上程を行います。 

議案第３号から議案第２４号及び、同意第１号から同意第３号までの案件を一括

して上程し、案件のみ議会事務局長に朗読させます。倉田議会事務局長。 

○事務局長（倉田辰実君） それでは、議案書の２枚目をお開きください。それでは読

み上げます。 

議案第 ３ 号 美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ４ 号 美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第 ５ 号 フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第 ６ 号 美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第 ７ 号 平成３０年度美里町一般会計補正予算（第７号） 

議案第 ８ 号 平成３０年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第 ９ 号 平成３０年度美里町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

次のページをお開きください。 

議案第１０号 平成３０年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予

算（第４号） 

議案第１１号 平成３０年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特別会計補正予

算（第４号） 

議案第１２号 平成３０年度美里町生活排水特別会計補正予算（第４号） 

議案第１３号 平成３０年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第１４号 平成３１年度美里町一般会計予算 
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議案第１５号 平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算 

議案第１６号 平成３１年度美里町土地取得特別会計予算 

議案第１７号 平成３１年度美里町介護保険特別会計予算 

議案第１８号 平成３１年度美里町生活排水特別会計予算 

議案第１９号 平成３１年度美里町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第２０号 平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算 

議案第２１号 町道路線（大野原下田線）の廃止について 

議案第２２号 町道路線（大野原下田線）の認定について 

議案第２３号 町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結について 

議案第２４号 災害・工事発注土捨て場用地取得契約の締結について 

同意第 １ 号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意を求

めることについて 

同意第 ２ 号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意を求

めることについて 

同意第 ３ 号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意を求

めることについて 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議会事務局長の朗読を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 平成３１年度町長施政方針及び町長提出議案の提案理由説明 

○議長（吉田美好君） 日程第５、平成３１年度町長施政方針及び町長提出議案の提案

理由説明を行います。 

町長に、平成３１年度町長施政方針及び町長提出議案の提案理由の説明を求めま

す。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 平成３１年第１回美里町議会定例会の開会にあたり、美里町長

として町政運営に関する施政方針の一端を述べさせていただきます。 

平成２８年の熊本地震と豪雨災害の発生から間もなく３年を迎えます。町内全域

の甚大な被害に対し、一刻も早く被災前の暮らしを取り戻すため復旧・復興を最優

先に取り組んできたところでありますが、平成３１年度におきましても、復旧・復

興の加速化を図り、社会基盤整備と経済基盤の復旧、被災者への住宅再建支援、恒

久住宅への移行支援、生活再建支援などを引き続き行う必要があります。 

しかし、このような状況におきましても、地方自治体を取り巻く環境や行政に対

する住民ニーズは大きく変化し、少子高齢化、人口減少社会への対応、産業の活性

化や雇用の創出、自然災害に対する危機管理など、多くの課題に直面しております。 
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このような課題から目をそらすことなく、災害からの復旧・復興及び第２次振興

計画で示す施策への取り組みを着実に実行し、美里町復旧・復興計画でも示してい

るとおり、「オール美里で再スタート＆再チャレンジ」の理念もと、議会並びに町

民の皆様とともに、町民一人ひとりが幸せに暮らせる町づくりを進めてまいります。 

それでは、町づくりの基本目標に沿って、主な取り組みについて述べさせていた

だきます。 

第１に「協働のまちづくり」への取り組みについて申し上げます。 

最初に、「町民や地域との協働とコミュニティの推進」におきましては、自治公

民館再建支援事業補助や地区公民館改修費補助により、地域コミュニティの核とな

る施設の充実・整備を支援してまいります。 

「行政運営の推進」におきましては、今後も住民目線に立った行政サービスの提

供と、コストを意識した行政運営を確実に推進してまいります。 

また、職員個々のスキルや意識向上のために、従来の職員研修、若手職員を対象

とした研修に加えて、職員の資質・能力向上に寄与する取り組みを実施いたします。 

第２に「健康福祉のまちづくり」への取り組みについて申し上げます。 

最初に、「子育て支援の充実」におきましては、保育園、認定こども園の第２子

の利用料の半額、第３子以降の利用料の無料化、第３子以降出生時祝金の支給、特

定不妊治療の助成、子ども医療費の助成により、手厚い支援を行ってまいります。 

近年増加傾向にある児童虐待につきましては、関係機関と連携を図り、児童虐待

防止の支援体制の強化に努めてまいります。 

次に、「高齢者福祉の充実」におきましては、高齢者が住み慣れた地域で、自立

した日常生活を営むことができるよう、適切な介護サービス及び地域支援事業を提

供してまいります。 

「障がい者福祉の充実」におきましては、必要な施策、サービス量等を確保し、

積極的に支援してまいります。 

また、地域で安心した暮らしの実現のために、サービス拠点としての地域生活支

援拠点と児童発達支援センターを中核とした「新地域療育支援体制」の整備に向け

て検討を行ってまいります。 

「地域福祉の推進」におきましては、社会福祉協議会と連携して、地域見守りネ

ットワークの充実を図り、支援者の広がりを推進してまいります。 

また、震災等被災者の自立支援とともに、住民相互が地域で支え合う活動を推進

し、地域支え合いの仕組みづくりに取り組んでまいります。 

「健康づくり・医療機関との連携強化」におきましては、がん検診や特定健診等

の受診率向上に努め、その健診データをもとに、多くの町民が自らの健康状態を把
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握した上で、健康づくりに取り組めるよう、きめ細やかな保健指導を実施してまい

ります。 

また、健康増進計画・データヘルス計画・糖尿病性腎症重症化予防プログラムに

沿って、医療費高騰の原因疾患である、心疾患・腎疾患・脳血管疾患の発症予防の

ため、高血圧・糖尿病等の生活習慣病の保健指導を実施してまいります。 

次に、「社会保険制度の適正な運営」における国民健康保険事業につきましては、

被保険者の年齢が高いこと等により、医療費は高水準であるのに対し、所得が低水

準という構造的な課題を抱えている状況にあります。 

そのような状況の中でも、国民健康保険制度は医療のセーフティネットであるた

め、適正な運営をする必要がありますので、今後も収納率の向上に努めるとともに、

データヘルス計画に基づく生活習慣病の予防、ジェネリック医薬品の推奨、効果的

なレセプト点検等により、引き続き医療費の適正化に努めてまいります。 

次に、後期高齢者医療費事業でありますが、運営主体の熊本県後期高齢者医療広

域連合と連携して、国民健康保険事業と同様に、適切な保険料の徴収と、医療費の

適正化等に努めてまいります。 

第３に「教育・文化のまちづくり」への取り組みについて申し上げます。 

「学校教育の充実」におきましては、「第２次教育振興基本計画」の更なる推進

に取り組み、「確かな学力、豊かな心、健やかな体」を育成する教育の充実を図り、

生きる力の定着に向けたきめ細やかな取り組みを行い、地域全体で育てる教育を推

進するため、よりよい教育の環境づくりを進めてまいります。 

また、昨年実施しました中学校統合の計画に関係するアンケートの結果から、保

護者や児童生徒の意識が違うことがわかり、意見の差異や不安を少しでも減らすた

めに、学校間の交流を積極的に進めてまいります。 

また、２０２０年度からの新学習指導要領実施を見据え、教育の情報化の推進を

図るため、本年度から学校ＩＣＴ教育の整備を促進してまいります。 

「社会教育の充実」におきましては、高度化、多様化する学習ニーズに対する機

会の充実を図り、人材育成、学校と地域との連携に努めてまいります。 

また、青少年の健全育成に向けた取り組みを進めてまいります。 

社会教育施設につきましては、公共施設等マネジメント計画に基づき、早急に取

り組んでいくとともに、町民の災害時の安全確保のため、施設の耐震診断や改修を

図ってまいります。 

「スポーツ活動の充実」におきましては、各関係機関と連携協力し、指導者の育

成並びに体育施設の環境整備など、スポーツ振興体制の構築を図り、誰もが生涯に

わたってスポーツに親しめる社会の実現を目指してまいります。 
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また、平成３１年度に熊本県民体育祭が宇城地域で開催されますので、宇城市、

宇土市と協力し、大会に向け準備を進めてまいります。 

次に、「人権の尊重」におきましては、あらゆる場面において、人権教育活動を

展開し、人権に対する意識の高揚を図っていくとともに、人権を大切にするまちづ

くりを推進してまいります。 

「文化財の保護と活用」におきましては、今後も貴重な資料や文化財の調査、保

存に努め、理解と関心が高まるよう学習機会の提供にも努めてまいります。 

「文化・芸術活動の充実」におきましては、芸術・文化活動の成果発表機会の充

実を図りながら、文化祭など自主的に行う文化活動に対して、積極的な支援を行っ

てまいります。 

また、文化交流センターの利便性を高める整備を行ってまいります。 

第４に、「産業・観光のまちづくり」への取り組みについて申し上げます。 

「農業の振興」におきましては、まず、平成２８年発生の熊本地震並びに豪雨災

害による農地及び農業施設の復旧事業につきまして、未だに復旧できていない箇所

も多く、被災から４年目となることから、国・県及び関係機関の協力も得ながら、

全力で推し進めてまいります。 

農業経営の核となる担い手の確保・育成につきましては、農地の集積や営農資機

材の整備等を進め、経営基盤の確立・強化を図るとともに、各種研修や営農組織づ

くり等を推進・支援することで、法人や集落営農組織等多様な担い手が意欲的に農

業へ取り組める体制の確立を目指してまいります。 

美里かぼちゃをはじめとする地域特産物の生産につきましては、これまでの結果

を踏まえ、更なる栽培技術の周知徹底、栽培品種の比較検討のほか、栽培農家の組

織化等を進め、高品質で均一化された地域ブランドの確立に努めてまいります。 

また、地域農業の持続的発展・振興及び集落機能の維持を図るために、自立的か

つ継続的な農業生活活動の体制整備に向けた取り組みを推進してまいります。 

野生鳥獣による農産物被害につきましては、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を

活用し、ソフト事業の推進及び防護柵等の設置を行ってまいります。併せて、鳥獣

被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金を活用し、捕獲による有害獣の個体数減少を

図るなど、農作物被害の防止対策に積極的に取り組んでまいります。 

農業の基盤づくりにつきましては、県営事業として取り組んでおります砥用地区

特定農業用管水路等特別交付対策事業による老朽化した用水管の更新と、美里地区

中山間地域総合整備事業による農業基盤整備につきましては、災害復旧工事の増加

に伴う入札の不調等により、事業進捗が遅れている状況でありましたが、ほ場整備

工区につきましては、平成３１年度で全工区の工事が完了予定となっております。 
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今後も熊本県と連携を深め、農業の耕作条件の改善、作業負担の軽減を目指し、

農業生産基盤の整備を図ってまいります。 

次に、「林業の振興」におきましては、林業担い手の確保と技術向上を図るため

の各種活動に対する支援を行い、農林施業の団地化の奨励、町、森林組合、森林所

有者との推進体制を整備し、地域ぐるみで間伐等の森林整備を計画的に推進してま

いります。 

林道や作業道につきましては、森林環境保全整備事業、間伐等森林整備促進対策

事業等により、その整備を図り、森林管理道洞岳線と早楠線、大窪線の開設推進な

どにより、合理的な林業経営、林業生産性の向上に取り組んでまいります。 

さらに、平成３１年度より町内の私有林人工林面積に対し、森林環境譲与税が配

分されます。新たな財源が生じることで、森林を支える仕組みが構築され、森林整

備を中心に、人材育成など林業振興に努めてまいります。 

町民の財産である町有林につきましては、戦後植林された高齢級の山林が大半を

占めることから、森林経営計画に基づき、計画的な間伐、皆伐、植林を進め、素材

生産を行ってまいります。 

「商工業の振興」におきましては、昨年は５件の新規創業があり、こうした新し

い力を確実に芽吹かせるためにも、引き続き、商工会や各種団体と連携して、創業

希望者に対する支援などに努めてまいります。 

また、被災事業者の復興支援及び消費喚起による経営の安定化と、平成３１年１

０月の消費税増税に伴う駆け込み需要と反動減対策を図るため、商工会が発行を計

画している「地域通貨さくら」に関する補助金を交付し、事業意欲の向上を図って

まいります。 

また、事業主に対しては、商工会を通じて近代化事業資金利子補給費補助金や公

的機関が実施する研修会への参加に対する中小企業人材育成補助金を交付し、事業

意欲の高揚を図ってまいります。 

「観光の振興」におきましては、フォレストアドベンチャーも開場から４年が経

過し、順調に入場者を伸ばしてきました。昨年は猛暑の影響で約５％の減で推移し

ておりますが、引き続きフォレストアドベンチャーを核とし、周辺施設を含めた観

光資源の開発を行い、県内外からの誘客を図ります。 

また、緑川流域４町の連携で行う広域連携プロジェクト事業や、宇城管内の連携

で行う観光推進連絡協議会事業により、より集客力の高いコンテンツを創出し、リ

ピーターの確保や滞在時間の延長につなげるとともに、新たな観光客層の呼び込み

のため、広域で連携し、新しく体験型旅行商品造成を図ります。 

さらに、日本一の石段や佐俣の湯を中心とした観光資源をこれまで以上にプロモ
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ーション活動を強化し、本町観光の魅力を最大限に発信してまいります。 

第５に、「住みよく快適なまちづくり」への取り組みについて申し上げます。 

「防災対策の充実」におきましては、引き続き、防災体制の強化と充実、町民や

地域における防災力の向上、防災拠点の強化と非常時の避難所の充実を図り、防災

力の強化の向上へつなげてまいります。 

また、自主防災組織の育成と地区との連携、または関係機関等の広域連携を図り

ながら、防災体制の強化を進めてまいります。消防団員の確保につきましては、消

防団員協力事業所制度等の活用により、引き続き団員確保を進め、消防車両の更新

も併せて、消防団員の活動環境を整え、地域防災力の向上を図ります。 

「防犯対策の充実」におきましては、犯罪や交通事故等を未然に防止するために、

地域と協力して、防犯灯の整備を進めてまいります。 

また、消費者トラブルに対応するために、昨年から消費生活相談員を配置し、今

後も消費者行政の強化に取り組んでまいります。 

「交通安全対策の充実」におきましては、高齢者を対象とした交通安全教室等の

継続的な実施、幼稚園から小中学校及び各地区の交通安全キャンペーンなど、啓発

活動を引き続き展開するとともに、交通安全施設の整備を進め、地域の実情の即し

たきめ細やかな交通安全対策に取り組んでまいります。 

「環境保全・整備・美化の推進」におきましては、広報誌や防災無線等により周

知を行い、環境美化に対する住民意識の醸成を図って、清潔で美しいまちづくりを

目指してまいります。 

「循環型社会の推進」につきましては、分別収集を徹底することにより、ごみの

削減「リデュース」、再利用「リユース」、再生利用「リサイクル」の３Ｒ理念の

浸透やグリーン購入の推進を図るとともに、ごみの減量意識の醸成に努めてまいり

ます。また、電動式生ごみ処理機設置補助により、処分にかかるコストが大きい生

ごみの減量化も推進してまいります。地域のごみ収集所に対しましては、ごみステ

ーション整備費補助金を交付することにより、清掃業務の円滑化と環境美化を図っ

てまいります。 

不法投棄や不法焼却につきましては、保健所、警察と協力し、監視パトロールの

強化や、広報やチラシ、立て看板等を活用し、環境保全意識の醸成に努めてまいり

ます。 

「移住・定住の促進と良好な住宅形成」におきましては、これまで取り組んでき

た空き家バンクによる空き家の利活用、移住先として選ばれるような情報発信、都

市部での移住相談会、空き家の改修費・家賃・購入費・家財撤去費の補助による移

住者への支援を実施するなど、移住・定住を促進する取り組みを引き続き実施いた
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します。 

県産材を活用した住宅建設の推進でありますが、熊本県内において生産、製材、

加工された木材を使用した住宅の新築に対する補助制度を設けており、町内の製材

業及び建築業の活性化と、木のぬくもりのある生活空間の推進に努めてまいります。 

次に、時代に対応した公営住宅のストック改善についてでありますが、地区３０

年を超える住宅が大半をしめる中、老朽化による補修箇所が増える一方であります。

昨年度は災害公営住宅を１０戸及び応急仮設住宅３４戸を町有住宅として追加して

おり、計画的な改修工事を継続してまいります。 

また、耐震改修促進計画に基づき、耐震診断及び耐震改修事業を推進し、地震に

よる人的被害及び経済的被害の防止・軽減に取り組んでまいります。 

特定空き家対策につきましては、危険で景観を損ねるものに対しましては、老朽

危険空き家等除去推進事業により除去を促進し、住民生活の安全、安心及び生活環

境の保全、改善に取り組んでまいります。 

「道路の整備促進」における生活道路の整備につきましては、町民住民生活の利

便性や通学路の安全確保及び災害時の安全性を確保するために、社会資本整備総合

交付金事業及び道整備交付金事業により、生活道路の計画的な整備を推進してまい

ります。道路の維持管理の面におきましても、継続的に路面の傷みや危険箇所等を

調査・点検し、安全確保を第一に改修・補修を行ってまいります。 

また、橋梁やトンネル・舗装等におきましても、老朽化対策として、点検の実施

及び結果に基づく補修、補強対策を行ってまいります。 

国・県道の整備促進につきましては、県事業の積極的な推進を国・県に要望して

まいります。 

「生活交通手段の充実」につきましては、町民の利便性を確保するために、路線

バス事業者への運行費の補助を継続して行ってまいります。 

また、昨年１０月から運行を開始したデマンド交通美里バスの利用促進・啓発を

行うとともに、更に利用しやすいものになるよう、問題点の把握、改善に努めてま

いります。 

「上水道の整備」におきましては、簡易水道事業統合計画書に基づき、砥用西部

地区簡易水道事業と砥用東部地区簡易水道事業の事業統合を行い、美里町簡易水道

事業として運営を行ってまいります。 

また、熊本地震に伴い、水源の水量減少と水質悪化等の問題を抱える鶴木野地区

につきましては、本年度拡張工事を実施いたします。 

なお、今後は未普及地区の水源確保のため、水源の調査検討も行ってまいります。 

既存の施設につきましては、老朽化した施設から計画的に改修を行い、組合及び
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地区が行う水道事業についても、被災施設の復旧や老朽施設の改修等への補助金を

交付してまいります。 

また、水質に問題ある飲料水を浄化するため、「家庭用浄水器設置費補助」を行

い、安心・安全な飲用水の確保を推進し、生活に欠くことができないライフライン

の保全に努めてまいります。 

「生活排水処理対策」におきましては、計画的に浄化槽の設置を促進してまいり

ます。 

また、老朽化した単独浄化槽撤去費用についても、町単独で補助を行い、合併処

理浄化槽への転換を推進してまいります。地域の水環境の保全を図るため、町内１

７カ所の河川について、年２回水質検査を実施し、安心して住める環境整備点検に

努めてまいります。 

最後に、「情報発信と情報共有化の推進」におきましては、光ファイバーケーブ

ルによる高速で安定した情報通信基盤が整備され、町民の利便性向上や情報化の推

進、企業誘致や移住・定住促進等への波及効果が期待されますが、この利活用につ

きましては、本町に適した町民が公平で利用しやすいサービスを、町民のご意見も

交えて検討してまいります。 

併せて、スマートフォン向け無料アプリケーション「ＬＩＮＥ」の公式アカウン

トを開設し、観光やイベントに関する情報、防災情報、町からのお知らせの配信を

開始し、町ホームページ、データ放送、ＬＩＮＥを活用し、更なる情報提供に取り

組んでまいります。 

以上が、平成３１年度に向けた施政方針となります。 

次に、引き続きまして、提案理由をご説明申し上げます。 

今定例会に提案しております議案は、条例４件、補正予算 7件、当初予算７件、

その他７件の計２５件でございます。 

初めに、議案第３号、美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定及び議案第４号、美里町重度心身障害

者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、法令の一

部改正に伴い、関係規定を定めるものでございます。 

続きまして、議案第５号、フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につきましては、指定管理者による管理運営を

行うため、指定管理者選定審議会の規定を追加するものでございます。 

続きまして、議案第６号、美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例の制定につきましては、消防団員の減少に伴い、団員の定

数を改めるものでございます。 
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続きまして、議案第７号、平成３０年度美里町一般会計補正予算（第７号）につ

きましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,７１４万８,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を８６億３,８１２万６,０００円とするものでござい

ます。 

歳入の主なものでございますが、国庫支出金の国庫補助金では、学校施設環境改

善交付金を２,５６９万１,０００円、県支出金の県補助金では、熊本地震災害廃棄

物処理基金事業補助金を２,６９５万９,０００円それぞれ計上し、農用地等災害復

旧事業費補助金を２,９０４万円、繰入金の財政調整基金繰入金を３,７８３万９,

０００円それぞれ減額いたしております。 

また、諸収入では、砥用地区特定管水路等特別対策事業負担金返還金を３,１０

０万円計上し、町債を３,６３０万円減額いたしております。 

次に、歳出の主なものでございますが、総務費の財政調整基金費では、減債基金

積立金を４,９９５万９,０００円、企画費では、宮の前定住住宅団地水道施設改修

工事費を１,４８０万円計上し、生活交通路線維持補助金を１,４７５万円減額いた

しております。 

衛生費の水道施設整備費では、水道事業基金積立金を３,０００万円、農林水産

業費の農地費では、砥用地区特定管水路等特別対策事業分担金返還金を９３０万円、

土木費の土木総務費では、単県工事負担金を６５２万１,０００円、住宅管理費で

は、応急仮設住宅整備設計業務委託料を８００万円、消防費の災害対策費では、耐

震性貯水槽整備工事費を１,５００万円それぞれ増額し、被災宅地復旧支援事業補

助金を２,３８７万円減額いたしております。 

また、教育費の学校管理費では、砥用小学校屋内運動場トイレ等改修工事費を７

５０万円増額し、災害復旧費の農用地等災害復旧費では、農用地等災害復旧工事費

を４,４００万円減額いたしております。 

続きまして、議案第８号、平成３０年度美里町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）から、議案第１３号、平成３０年度美里町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）までにつきましては、収入実績並びに支出実績等に基づき補正を行

っております。 

続きまして、議案第１４号、平成３１年度美里町一般会計予算につきましては、

予算総額を前年度当初予算比６億５７０万円増の７７億１,３００万円といたして

おります。 

歳入の主なものでございますが、新たに創設されました森林環境譲与税を８３２

万５,０００円、環境性能割交付金を７３４万１,０００円それぞれ計上し、地方交

付税では、普通交付税を２７億４,９６８万８,０００円、特別交付税を１億３,０
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００万円計上いたしております。 

国庫支出金の国庫負担金では、公共土木施設災害復旧費負担金を１億３,１０２

万円計上し、国庫補助金では、プレミアム付商品券事務費補助金を４０９万２,０

００円、木造仮設住宅利活用事業に係る社会資本整備総合交付金を５,７９２万４,

０００円計上いたしております。 

また、県支出金の県補助金では、農用地等災害復旧事業費補助金平成２８年災を

２億４,９７７万円計上いたしております。 

繰入金では、財政調整基金繰入金を４億２,５００万円、平成２８年熊本地震復

興基金繰入金を２,９８６万４,０００円、公共施設整備基金繰入金を３,７４４万

円計上いたしております。 

町債では、臨時財政対策債１億３,９４３万円など、総額１０億５,７３３万円を

計上いたしております。 

次に、歳出の主なものでございますが、議会費では、議会議場音響設備等改修工

事費を２,１２０万円計上し、総務費の財政管理費では、地域振興基金積立金を２

億２１３万１,０００円、財産管理費では、中央庁舎非常用電源整備工事費を５,５

４０万円、企画費では、第２期総合戦略策定支援業務等委託料を６０９万４,００

０円計上いたしております。 

民生費の障害者福祉費では、宇城圏域基幹相談支援事業委託料を１,３７６万８,

０００円、プレミアム商品券事業費では、事務費を４０９万２,０００円計上いた

しております。 

衛生費の保健衛生総務費では、骨髄等移植ドナー支援助成金を１４万円、予防費

では、緊急風しん対策事業費を４０４万６,０００円、農林水産業費の造林事業費

では、町有林造成事業委託料を６１０万円計上いたしております。 

商工費の商工振興費では、地域通貨補助金を６００万円、土木費では、道路維持

費、道路新設改良費及び橋梁維持費の工事費を合わせて４億２,３５０万円、住宅

管理費の応急仮設住宅利活用事業工事費を１億２,８７２万円それぞれ計上いたし

ております。 

消防費の非常備消防費では、消防車両購入費を６,２４８万円、災害対策費では、

備蓄品購入費を１３２万円計上いたしております。 

教育費の事務局費では、励徳小学校ＩＣＴ関連事業費を１,５０５万５,０００円、

学校管理費では、砥用中学校スクールバス購入費を７４０万円、社会教育総務費で

は、文化交流センター駐車場整備工事費を１,１００万円、公民館費では、中央公

民館給水設備改修工事を８００万円計上いたしております。 

災害復旧費では、農用地等災害、林業施設災害及び公共土木施設災害の工事費を、
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合わせて５億６０万円計上いたしております。 

また、公債費では、町債の元利償還金を９億８,７５６万９,０００円計上いたし

ております。 

続きまして、議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算から、

議案第２０号、平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計までにつきましては、事

業運営のための必要額をそれぞれ計上いたしております。 

続きまして、議案第２１号、町道路線（大野原下田線）の廃止及び議案第２２号、

町道路線（大野原下田線）の認定につきましては、起点の位置変更及び終点の地番

変更に伴うものでございます。 

続きまして、議案第２３号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結及び議

案第２４号、災害・工事発注土捨て場用地取得契約の締結につきましては、地方自

治法並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定

により、議会の議決に付すものでございます。 

続きまして、同意第１号から同意第３号の美里町職員懲戒審査委員会の委員を命

ずることにつき同意を求めることにつきましては、３名の委員の任期が平成３１年

３月３１日で満了するため、地方自治法施行規程に基づき議会の同意を求めるもの

でございます。 

以上で提案理由の説明を終わりますが、詳細につきましては、担当課長に説明を

いたさせますので、慎重なるご審議をいただき、速やかなるご議決をお願いいたし

まして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、平成３１年度町長施政方針及び町長提出議案の提案理

由説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第３号 美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（吉田美好君） 日程第６、議案第３号、美里町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。 

内容説明を求めます。中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） 議案第３号について、ご説明を申し上げます。 

議案第３号、美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について。 

美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。専門職大学の前期課程の修了者を短期大学の卒業者と同

等のものとして取り扱う学校教育法の一部改正に伴い、関係条例を改正する必要が

生じたため提案するものです。 

次のページをお願いいたします。 

美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について。 

美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年美里町条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

別紙、議案第３号の資料をお願いいたします。新旧対象表です。左の欄が改正前、

右の欄が改正後です。 

改正前の第１０条第３項第５号中、「卒業した者」の次に、改正後、下線部分

「（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了

した者を含む。）」を加えるものです。なお、今回の改正につきましては、学校教

育法が改正されたことに伴い、条例を改正するものです。 

再度改正条文をご覧ください。 

附則でございます。この条例は、平成３１年４月１日から施行するものとします。 

以上、議案第３号についてのご説明といたします。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第６、議案第３号、美里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第６、議案第３号、美里町放課後児童健全育成事業の設備
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及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案

のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第４号 美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

○議長（吉田美好君） 日程第７、議案第４号、美里町重度心身障害者医療費助成に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

内容説明を求めます。中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） 議案第４号につきましてご説明申し上げます。 

議案第４号、美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条

例の制定について。 

美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定める。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。児童福祉法の改正に伴い、関係条例を改正する必要が生

じたため提案するものです。 

次のページをお願いいたします。 

美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例。 

美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例（平成１６年美里町条例第１０４

号）の一部を次のように改正する。 

別表、議案４号資料をお願いいたします。新旧対象表です。左の欄が改正前、右

の欄が改正後です。 

改正前の題名及び本則条文中の重度心身障害者の漢字表記の「害」の字を、改正

後はひらがな表記の「がい」に改めるものです。また、改正前の第２条、第１項、

第１号中、アの下線部分「障害の程度」、同じくイの「障害の程度」、同じくエ、

次ページをお願いいたします。２段目にあります「障害の程度」の漢字表記、「害」

の字を、改正後はひらがな表記の「がい」に改めるものです。 

続きまして、改正前の第２条、第１項、第５号中、ウの下線部分を、改正後、

「第２１条の５の２９の規定による肢体不自由児通所医療及び」を加えるものです。

同じく、改正前のウの下線部分、「及び第２１条の５の２８の規定による肢体不自

由児通所医療」を改正後削るものです。再度改正条文をご覧ください。 

附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものとします。 

以上、議案第４号についてのご説明といたします。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 
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これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第７、議案第４号、美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求

めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第７、議案第４号、美里町重度心身障害者医療費助成に関

する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

ここで暫時休憩をいたします。再開を午後１時とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第５号 フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

○議長（吉田美好君） 日程第８、議案第５号、フォレストアドベンチャー・美里設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

内容説明を求めます。髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） 議案第５号について説明いたします。 

議案第５号、フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について。 

フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり定める。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 
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提案理由でございます。フォレストアドベンチャー・美里について、指定管理者

による管理運営を行うため、関係条例を改正したいので提案するものであります。 

次のページをお開きください。 

フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例。 

フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する条例（平成２７年美里町

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第１１条を第１２条とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

（審議会） 

第１１条、町にフォレストアドベンチャー・美里指定管理者選定審議会（以下こ

の条において「審議会」という。）を置く。 

２、審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。 

３、審議会の委員の定数は、６人以内とし、次に掲げる者のうち町長が必要な期

間を定めて委嘱する。 

（１）町議会の代表者 

（２）商工業関係の代表者 

（３）緑川ダム管理所の代表者 

（４）地域の代表者 

（５）学識経験者 

４、委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも

同様とする。 

附則、この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

以上で説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第８、議案第５号、フォレストアドベンチャー・美里設置及び管理に関する
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条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第８、議案第５号、フォレストアドベンチャー・美里設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第６号 美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

○議長（吉田美好君） 日程第９、議案第６号、美里町消防団の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

内容説明を求めます。吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） 議案第６号につきましてご説明申し上げます。 

美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について。 

美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定める。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。消防団の現状に即した団員数の確保及び消防等活動の維

持を図るため提案するものでございます。 

次のページをお開き願います。 

美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例。 

美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１６年美里町条例

第１４５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「５５０人」を「４００人」に改める。 

本年３月１日現在の消防団の実人員につきましては、３６４名となっております。

現在の条例定数５５０人と大きく乖離している状況にありますので、平成３１年度

から条例定数を見直し、４００人とするものでございます。 

以上で、議案第６号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第９、議案第６号、美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第９、議案第６号、美里町消防団の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第７号 平成３０年度美里町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（吉田美好君） 日程第１０、議案第７号、平成３０年度美里町一般会計補正予

算（第７号）を議題とします。 

内容説明を求めます。吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） 議案第７号につきましてご説明申し上げます。 

別冊の一般会計補正予算書の１ページをお開き願います。 

議案第７号、平成３０年度美里町一般会計補正予算（第７号）。 

平成３０年度美里町の一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,７

１４万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８６億３,８

１２万６,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

繰越明許費。第２条、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項

の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明

許費」による。 

債務負担行為の補正。第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務

負担行為補正」による。 
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地方債の補正。第４条、地方債の追加、変更及び廃止は、「第４表 地方債補正」

による。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

６ページをお開き願います。 

第２表、繰越明許費でございます。 

一番上から、款２総務費、項１総務管理費の宮の前定住住宅団地水道施設改修事

業１,４８０万円から、１０ページの一番最後です。款１０災害復旧費、項の２公

共土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧事業（平成３０年災害分）７,７７

２万４,０００円まで、合計の３０事業、総額１５億１,２６７万９,０００円を翌

年度へ繰り越すことといたしております。 

次のページをお開き願います。 

第３表、債務負担行為補正でございます。 

はじめに、債務負担行為の追加でございます。中央庁舎デマンド監視装置運用手

数料、期間、平成３１年度から平成３１年度まで、限度額９万９,０００円から、

次のページの一番最後でございます。災害復旧工事発注者支援業務委託料、期間、

平成３１年度から３１年度まで、限度額１,８００万円まで、合計１８事項、限度

額の総額４,５１４万８,０００円を追加いたしております。 

次のページをお開き願います。 

債務負担行為の変更でございます。地域おこし協力隊員報奨金の限度額を２,３

２０万円から２,４４０万円に変更いたしております。 

１４ページをご覧願います。 

第４表、地方債補正でございます。 

はじめに、地方債の追加でございます。学校教育施設等整備事業債、限度額７,

９９０万円を追加いたしております。起債の方法、利率、償還の方法につきまして

は記載のとおりでございます。 

次のページをお開き願います。 

地方債の変更でございます。過疎対策事業（美里バス運行事業）から、次のペー

ジの一番最後でございます。農地農林施設等単独災害復旧事業債まで、合計２３事

業の地方債を変更いたしております。補正前、補正後の限度額、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。 

次のページをお開き願います。 

地方債の廃止でございます。辺地対策事業（林業施設整備事業）につきましては、

旧合併特例債への振り替えに伴い廃止をいたしております。 

次に、旧合併特例事業（商工振興事業）につきましては、旧合併特例債による起
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債が不適当と判断いたしましたので、廃止したものでございます。 

２０ページをお開き願います。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の２、歳入でございます。 

下から２つ目の枠でございます。款９地方交付税の普通交付税につきましては、

調整率の決定に伴う追加分といたしまして３６８万２,０００円を計上いたしてお

ります。 

次のページをお開き願います。 

２つ目の枠でございます。款１２使用料及び手数料、項１使用料、目４観光使用

料の森林体験公園施設使用料につきましては、実績の見込みにより３２０万円を計

上いたしております。 

２２ページをご覧願います。 

３つ目の枠でございます。款１３国庫支出金、項２国庫補助金、目５消防費国庫

補助金の都市防災総合推進事業補助金につきましては、耐震性貯水槽工事費の補助

対象経費の２分の１の額、６００万円を計上いたしております。次に、目６教育費

国庫補助金の学校施設環境改善交付金につきましては、小中学校の空調機設置に係

る追加交付分といたしまして２,５６９万１,０００円を計上いたしております。 

２３ページをお開き願います。 

３つ目の枠でございます。款１４県支出金、項２県補助金、目３衛生費補助金の

熊本地震災害廃棄物処理基金事業補助金２,６９５万９,０００円につきましては、

熊本地震におきまして廃棄物処理に過大な負担が生じた自治体に交付されるもので

ございます。 

２５ページをお開き願います。 

一番下の枠でございます。款１７繰入金の財政調整基金繰入金３,７８３万９,０

００円の減額につきましては、財源調整のため繰り入れておりましたものを基金に

戻し入れるものでございます。 

２６ページをご覧願います。 

２つ目の枠でございます。款１９諸収入、項５雑入の、下から３つ目です。砥用

地区特定管水路等特別対策事業負担金返還金３,１００万円につきましては、県の

事業の進捗遅れに係る返還金でございます。 

２７ページをお開き願います。 

２７ページは町債でございます。町債につきましては、科目ごとの増減はござい

ますけれども、総額３,６３０万円の町債を減額いたしておるところです。 

２９ページをお開き願います。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳出でございます。 



 － 39 － 

３０ページをご覧願います。 

款２総務費、項１総務管理費、目６企画費の節１５工事請負費の宮の前定住住宅

団地水道施設改修工事につきましては、水質改善のための経費といたしまして１,

４８０万円を計上いたしております。次に、節１９負担金、補助及び交付金の生活

交通路線維持費補助金につきましては、国の負担軽減措置により１,４７５万円を

減額をいたしております。 

３１ページをお開き願います。 

一番上の枠でございます。款２総務費、項１総務管理費、目１１財政調整基金費

の減債基金積立金４,９９５万９,０００円につきましては、後年度の起債の償還に

充てるため積み立てるものでございます。 

３５ページをお開き願います。 

上の枠でございます。款４衛生費、項１保健衛生費、目７水道施設整備費の節２

５積立金の水道事業基金積立金につきましては、水道施設整備及び公会計の導入等

の経費に充てるため３,０００万円を積み立てるものでございます。 

３６ページをご覧願います。 

款５農林水産業費、項１農業費、目６農地費の節２３償還金、利子及び割引料の

砥用地区特定管水路等特別対策事業分担金返還金９３０万円につきましては、県の

事業の進捗の遅れに伴い、土地改良区に返還するものでございます。 

３９ページをお開き願います。 

上から２つ目の枠でございます。款７土木費、項１土木管理費の単県工事負担金

６５２万１,０００円につきましては、県の事業費の確定に係るものでございます。 

４０ページをご覧ください。 

一番上の枠でございます。款７土木費、項４住宅費、目１住宅管理費の節１３委

託料の仮設住宅、応急仮設住宅整備設計業務委託料８００万円につきましては、中

央庁舎、それからくすのき平仮設住宅に係るものでございます。 

次に、２つ目の枠でございます。款８消防費、項１消防費、目４災害対策費の節

１５工事請負費の耐震性貯水槽整備工事１,５００万円につきましては、下中郡の

下原地区に設置するものでございます。次に節１９負担金、補助及び交付金の被災

宅地応急復旧事業補助金につきましては、実績の見込みにより２,３８７万円を減

額するものでございます。 

４１ページをお開き願います。 

１つ目の枠でございます。款９教育費、項２小学校費、目１学校管理費の節１５

工事請負費の砥用小学校屋内運動場トイレ等改修工事７５０万円につきましては、

男女兼用トイレの解消及び洋式化に係るものでございます。 
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４３ページをお開き願います。 

１つ目の枠でございます。款１０災害復旧費、項１農林水産業施設災害復旧費、

目１農用地等災害復旧費の節１５工事請負費につきましては、農用地等災害復旧工

事の平成２８災豪雨分、それから２９災害分、３０災害分を合わせまして４,４０

０万円を減額をいたしております。 

以上で、議案第７号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑は逐条で行いますか、一括で行いますか。 

［｢一括」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） それでは、本案は一括質疑で行いたいと思いますが、異議あり

ませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案は一括質疑で行います。 

質疑はありませんか。 

１０番、福田議員。 

○１０番（福田秀憲君） ただいま上程中の議案第７号について質問をいたします。 

１０ページ、１０ページの公共土木施設の災害復旧費ということで、災害工事発

生土捨て場用地購入事業というのがあります。これの繰り越しが２,２１１万２,０

００円になっておりますが、もともとこれは用地購入費には３,８００万ぐらいの

予算を組んであります。ということは、用地の一部は取得もされたのか。されてな

いところが繰り越しになっているのかをお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 立道管理係長。 

○建設課管理係長（立道 誠君） ご説明申し上げます。 

本年度の用地取得に関しまして、のちに議題に上がっておりますけども、説明会

を行いまして、そのうちの本年度中に用地取得、契約、あと支払いまでできる部分

につきましては本年度執行しますけども、来年度までまたがる部分につきましては

こういった感じで繰り越しをしているところです。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） えっと、この差が１,６００万ぐらいありますので、その部

分はもう用地を取得されたということで理解して、いや、したいと思います。 

よろしいですね。 

○建設課管理係長（立道 誠君） はい。 
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○１０番（福田秀憲君） 終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかにありませんか。 

はい、上村君。 

○９番（上村則幸君） はい、９番、上村です。平成３０年度の美里町一般会計補正予

算（第７号）についてちょっと伺います。 

４３ページの農用地等災害復旧費の工事請負のところで、４,４００万減額にな

っています。これは２８年度から３０年度までの工事で、これがもう工事が終わっ

てこれが減額になったのか、どうなったのかちょっとお聞きしたいと思います。あ

まり金額が大きかったので、見積もりが安易だったのかなんか。 

○議長（吉田美好君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） 説明申し上げます。 

この３０年の当初に組みました分については、明許繰り越し及び事後繰り越し分

とは別に、当初でも国の配分の関係で、二重に上げさせていただいたところでござ

います。繰り越し分で契約までできた分についてはこの中には入っておりませんの

で、精査しまして、不用額を今回落とさせていただいたというところでございます。 

以上です。 

○９番（上村則幸君） そすと、さっきの２８年と２９年は。 

○議長（吉田美好君） 上村君。 

○９番（上村則幸君） はい。２８年と２９年度分はやっぱり一緒ですか。 

○議長（吉田美好君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） 一緒といいますと、３０年度予算の中に２８災分、２９災

分というのを組んでおりました。で、３０年災は３０年に発生した分を補正で組ん

でおりますので、その分の中で３０年にもう不用な額、この分を落とさせていただ

いたというところでございます。 

○９番（上村則幸君） はい、わかりました。はい、終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかにありませんか。 

１１番、濱田君。 

○１１番（濱田憲治君） 議長、１１番、濱田です。 

３０ページについてお尋ねをいたします。 

１５の工事請負費、宮の前定住住宅団地水道施設改修工事１,４８０万というこ

とで、全員協議会等でも説明をいただいておりますし、早く改修していかなければ

いけないというような思いで議員のほうも思っておられますので、こういう形で出

てきておると思っております。 

内容的もつまってからここに出してあると思いますので、内容的にご説明をいた
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だきたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 下田企画情報課長。 

○企画情報課長（下田幸輔君） ご説明申し上げます。 

ただいまご質問の予算の件でございますけれども、議員おっしゃいますように、

内容を１月に全員協議会の中でご説明申し上げまして、取り組み方針をある程度お

話をしたところで、その内容についてどの内容の方法でやったがいいかというとこ

ろで協議をして、町の執行部のほうで協議をしてまいりました。その中でいろいろ

精査をいたしまして、まず今のこの住宅団地の地域の中にある施設でございますの

で、住宅団地の中で対応できるような方式ということで、問題はその一つの課題と

しまして、マンガンが発生しておりましたので、その対応としてこのマンガンの除

去に対する除去機を、一応その施設内に設置するところで考えております。それが

この金額になっておりますけども、設備を発注して生産まで大体３ヶ月ぐらいかか

るかと思っておりますので、今回繰り越しのほうにも上げさせていただいたところ

でございます。 

なお、この内容につきましては、いろいろなその他の水源等も検討してまいりま

したけれども、最終的に精査したところでこの金額が、低価格でありましたので、

この予算で計上したところでございます。 

○議長（吉田美好君） 濱田君。 

○１１番（濱田憲治君） 施設内に１カ所のような形で設備を据えられるような形にな

ったというふうに解釈したんですけども、各家庭じゃなくて一つということでよろ

しいんでしょうか。 

○議長（吉田美好君） 下田企画情報課長。 

○企画情報課長（下田幸輔君） はい。各家庭の負担を極力減らすためと、その後の管

理の関係も考えまして、一つの機器で全家庭に安定した水を供給するという方法で

考えております。 

○１１番（濱田憲治君） 議長、以上でございます。 

○議長（吉田美好君） ほかにありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１０、議案第７号、平成３０年度美里町一般会計補正予算（第７号）は、

原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１０、議案第７号、平成３０年度美里町一般会計補正予

算（第７号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第８号 平成３０年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

○議長（吉田美好君） 日程第１１、議案第８号、平成３０年度美里町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

内容説明を求めます。松永健康保険課長。 

○健康保険課長（松永栄作君） 議案第８号についてご説明説申し上げます。 

別冊の議案第８号、美里町国民健康保険特別会計補正予算書（第３号）の１ペー

ジをご覧願います。 

議案第８号、平成３０年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）。 

平成３０年度美里町の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６１万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億９５８万９,

０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

まず、歳入歳出予算補正予算事項別明細書の、２、歳入でございますが、第７款、

第１項の第１目一般会計繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金を２０８万７,

０００円増額、財政安定化支援事業繰入金を４５２万４,０００円増額しておりま

す。それぞれの繰入金の額の確定に伴うものでございます。 

次に、５ページをお開き願います。 

３、歳出でございます。第３款国民健康保険事業納付金、第１項医療給付費分の

第１目一般被保険者医療給付費分につきましては、歳入の補正に伴う財源組み替え

でございます。 
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次に、第５款保険事業費、第２項保険事業費の第２目疾病予防費につきましては

１６１万５,０００円を減額しております。非常勤職員の離職に伴う関係経費を減

額し、また節目ドッグ補助金につきまして事業が完了しましたので減額するもので

ございます。 

第９款予備費につきましては、歳入歳出予算の調整により８２２万６,０００円

を増額しております。 

以上で、議案第８号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思います

がご異議ありませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１１、議案第８号、平成３０年度美里町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１１、議案第８号、平成３０年度美里町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第９号 平成３０年度美里町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

○議長（吉田美好君） 日程第１２、議案第９号、平成３０年度美里町介護保険特別会

計補正予算（第３号）を議題とします。 

内容説明を求めます。中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） 議案第９号につきましてご説明申し上げます。 
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別冊、平成３０年度美里町介護保険特別会計補正予算（第３号）の１ページをお

開きください。 

議案第９号、平成３０年度美里町介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

平成３０年度美里町の介護保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５８

万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億７,２４１

万７,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

６ページをお願いいたします。 

２の歳入について、ご説明いたします。 

最初の枠をお願いいたします。款１、項１、目１第１号被保険者保険料につきま

して、歳入見込みにより５００万円を減額するものです。現年度分普通徴収保険料

５５０万円の減額、滞納繰越分普通徴収保険料５０万円の増額としております。 

次の枠をお願いいたします。款３国庫支出金でございます。項２、目４介護保険

事業費補助金１１８万９,０００円を新たに計上しております。これは、介護報酬

改定等に伴うシステム改修事業として、一般管理費へ充当し事業を行います。同じ

く、目９保険者機能強化推進交付金１６８万４,０００円につきましては、平成３

０年度からの新たな交付金です。一般介護予防事業等へ充当し事業を行います。 

款７、項１、目４低所得者保険料軽減繰入金につきまして、実績見込みにより２

４万１,０００円を減額するものです。 

次の枠をお願いいたします。同じく、目５その他一般会計繰入金につきまして、

事務費繰入金の実績見込みにより７９万７,０００円を減額しております。 

次の枠をお願いいたします。款９、項２、目１雑入につきましては、説明欄にあ

ります各使用料等の実績見込みにより５８万円を減額しております。 

続きまして、７ページをお願いいたします。 

３、歳出につきまして、ご説明いたします。 

款１、項１、目１一般管理費につきまして、財源の組み替え及び実績見込みによ

り１０万５,０００円を減額しております。詳細につきましては、説明欄のとおり

でございます。 

次の枠をお願いいたします。款１、項２、目１賦課徴収費につきまして、実績見

込みにより８万円を減額しております。 
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次の枠をお願いいたします。款１、項３、目１介護認定調査費につきまして、実

績見込みにより６１万２,０００円を減額しております。詳細につきましては、説

明欄のとおりでございます。 

次の枠をお願いいたします。款２、項１、目１介護サービス等給付費、節１９負

担金、補助及び交付金につきまして、居宅介護福祉用具購入費等の実績見込みによ

り１３０万円を減額しております。詳細につきましては、説明欄のとおりでござい

ます。 

次の枠をお願いいたします。款２、項２、目１介護予防サービス等給付費、節１

９負担金、補助及び交付金につきまして、介護予防住宅改修費等の実績見込みによ

り２８０万円を減額しております。詳細につきまして、説明欄のとおりでございま

す。 

８ページをお願いいたします。 

款２、項３、目１高額介護サービス等費につきましては、財源の組み替えを行っ

ております。同じく、目２高額医療合算介護サービス等につきましては、実績見込

みによる２００万円を減額するものです。 

次の枠をお願いいたします。款３、項１、目１介護予防・生活支援サービス事業

費、節１９負担金、補助及び交付金につきまして、通所型サービス費の実績見込み

により２５５万円を増額するものです。 

次の枠をお願いいたします。款３、項２、目１一般介護予防事業費につきまして

は、財源の組み替えを行っております。 

次の枠をお願いいたします。款３、項４、目１審査支払手数料につきまして、説

明欄にあります総合事業審査支払手数料の実績見込みにより３万円の減額をするも

のです。 

９ページをお願いいたします。 

款４、項１、目１介護給付費基金積立金につきましては２,０００円の減額をす

るものです。 

次の枠をお願いいたします。款６、項１、目１予備費につきましては１７９万４,

０００円を増額しております。 

以上、議案第９号につきましての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思います

がご異議ありませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 
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○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１２、議案第９号、平成３０年度美里町介護保険特別会計補正予算（第３

号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１２、議案第９号、平成３０年度美里町介護保険特別会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第１０号 平成３０年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計

補正予算（第４号） 

○議長（吉田美好君） 日程第１３、議案第１０号、平成３０年度美里町砥用西部地区

簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

内容説明を求めます。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） 議案第１０号についてご説明いたします。 

別冊、補正予算書１ページをお開き願います。 

議案第１０号、平成３０年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別会計補正予算

（第４号）。 

平成３０年度美里町の砥用西部地区簡易水道事業特別会計の補正予算（第４号）

は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５６万

９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,４２５万円

とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 
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次に、４ページをお開き願います。 

今回の補正につきましては、年度末の決算見込みによる補正でございます。 

まず、歳入についてご説明いたします。 

使用料の水道使用料につきましては、決算見込みにより現年度分１００万円の減

額。滞納繰越分として２０万３,０００円を増額しております。手数料の総務手数

料につきましては、決算見込みにより５万３,０００円を減額しております。 

一般会計繰入金につきましては３５万４,０００円の増額。 

諸収入の給水工事受託事業収入では７万５,０００円減額しております。 

次に、５ページをお開きください。 

歳出について、ご説明いたします。 

一般管理費の需用費につきましては、消耗品費５０万２,０００円を減額、光熱

水費２５万円を増額しております。役務費につきましても、不用額合計２５万３,

０００円を減額しております。委託料につきましては、西部水道及び東部水道の統

合に伴い、収納消込システムの改修業務が必要となり、合計４６万円の増額として

おります。使用料及び賃借料につきましては５万円、工事請負費につきましては７

万４,０００円、公課費につきましては４０万円を不要額としてそれぞれ減額して

おります。 

また、公債費の元金につきましては、財源の組み替えとなっております。 

以上で、議案第１０号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思います

がご異議ありませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 
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日程第１３、議案第１０号、平成３０年度美里町砥用西部地区簡易水道事業特別

会計補正予算（第４号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１３、議案第１０号、平成３０年度美里町砥用西部地区

簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第１１号 平成３０年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特別会計

補正予算（第４号） 

○議長（吉田美好君） 日程第１４、議案第１１号、平成３０年度美里町砥用東部地区

簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

内容説明を求めます。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） 議案第１１号についてご説明いたします。 

別冊、補正予算書１ページをお開き願います。 

議案第１１号、平成３０年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特別会計補正予算

（第４号）。 

平成３０年度美里町の砥用東部地区簡易水道事業特別会計の補正予算（第４号）

は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２２万

１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１３９万円と

する。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

次に、４ページをお開き願います。 

まず、歳入についてご説明いたします。 

使用料の水道使用料につきましては、決算見込みにより現年度分２００万円の減

額、滞納繰越分１５万１,０００円を増額しております。現年度分の使用料の減額

につきましては、給水区域内の病院におきまして、自家水源の使用により町営水道

の使用料が減少したためでございます。水道加入金現年分におきましては２５万円

減額しております。 

総務手数料におきましては、督促手数料など合計５万５,０００円を減額してお

ります。 
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次に、繰入金につきましては、一般会計繰入金を１９２万５,０００円の増額と

しております。 

また、諸収入、遅延損害金につきましては８,０００円増額しております。 

次に、５ページをご覧ください。 

歳出についてご説明いたします。 

一般管理費の職員手当等につきましては、不用額５万５,０００円の減額、共済

費につきましては１万４,０００円の増額としております。需用費におきましては、

消耗品費１８万４,０００円の減額、光熱水費２１万５,０００円の増額としており

ます。役務費につきましては２０万円、委託料につきましては４万１,０００円そ

れぞれ不用額を減額しております。公課費の消費税及び地方消費税につきましては

３万円の増額としております。 

また、公債費の元金につきましては、財源の組み替えとなっております。 

以上で、議案第１１号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思います

がご異議ありませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１４、議案第１１号、平成３０年度美里町砥用東部地区簡易水道事業特別

会計補正予算（第４号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１４、議案第１１号、平成３０年度美里町砥用東部地区
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簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第１２号 平成３０年度美里町生活排水特別会計補正予算（第４号） 

○議長（吉田美好君） 日程第１５、議案第１２号、平成３０年度美里町生活排水特別

会計補正予算（第４号）を議題とします。 

内容説明を求めます。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） 議案第１２号について、ご説明いたします。 

別冊、補正予算書１ページをお開き願います。 

議案第１２号、平成３０年度美里町生活排水特別会計補正予算（第４号）。 

平成３０年度美里町の生活排水特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２６６

万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９,４４８万

１,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

次に、５ページをお開き願います。 

まず、歳入についてご説明いたします。 

浄化槽市町村整備推進事業受益者負担金につきましては、決算見込みにより５２

万円増額しております。 

次に、使用料の浄化槽使用料現年分につきましては、決算見込みにより４３万１,

０００円を減額し、滞納繰越分につきましては８万６,０００円を増額しておりま

す。 

また、手数料では浄化槽市町村整備推進事業手数料３万１,０００円を増額して

おります。 

国庫補助では、決算見込みにより８３万７,０００円減額しております。 

次に、６ページをご覧ください。 

県補助金につきましても、決算見込みにより１０万９,０００円を減額しており

ます。 

繰入金、一般会計繰入金につきましては、歳出の減少等により３１８万４,００

０円を減額し、諸収入、雑入では消費税還付金の決算見込みにより１２６万２,０

００円を増額しております。 

次に、７ページをお開きください。 
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歳出についてご説明いたします。 

総務費、一般管理費におきましては、節の３職員手当等の時間外勤務手当から節

の１６原材料費までの不用額合計２９万９,０００円を減額しております。公課費

の消費税及び地方消費税につきましては、決算見込みにより１５５万１,０００円

を減額しております。 

また、事業費の浄化槽推進事業費の委託料、工事請負費につきましても、事業実

績見込みにより、委託料１万１,０００円、工事請負費８０万円を減額しておりま

す。 

公債費の元金及び利子につきましては、財源の組み替えとなっております。 

以上で、議案第１２号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思います

がご異議ありませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１５、議案第１２号、平成３０年度美里町生活排水特別会計補正予算（第

４号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１５、議案第１２号、平成３０年度美里町生活排水特別

会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第１３号 平成３０年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 
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○議長（吉田美好君） 日程第１６、議案第１３号、平成３０年度美里町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

内容説明を求めます。松永健康保険課長。 

○健康保険課長（松永栄作君） 議案第１３号についてご説明申し上げます。 

別冊の議案第１３号、美里町後期高齢者医療特別会計補正予算書（第２号）の１

ページをご覧願います。 

議案第１３号、平成３０年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

平成３０年度美里町の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３２２

万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,８６７万

９,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

まず、歳入歳出補正予算事項別明細書の２、歳入でございますが、第４款、第１

項一般会計繰入金の第２目保険基盤安定繰入金につきましては、額の確定により３

２２万５,０００円減額しております。 

次に、同ページの３、歳出でございますが、第２款、第１項の第１目後期高齢者

医療広域連合納付金につきましては、同様に３２２万５,０００円を減額しており

ます。 

以上で、議案第１３号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思います

がご異議ありませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 
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○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［｢ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１６、議案第１３号、平成３０年度美里町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１６、議案第１３号、平成３０年度美里町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

皆さんにお諮りします。本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、本日はこれで散会することに決定しました。 

明日６日水曜日は、午前１０時より会議を開きます。 

それでは、本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時０７分 
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平成３１年　３月　６日(水)

午 前 １０時００分　開　会

１．議事日程

一般質問

　(１)　４番　坂　田　竜　義　議　員　　　

　(２） ８番　吉　田　起　登　議　員　　

　(３） １番　髙　田　美千子　議　員　　

議案第14号 平成31年度美里町一般会計予算

議案第15号 平成31年度美里町国民健康保険特別会計予算

議案第16号 平成31年度美里町土地取得特別会計予算

議案第17号 平成31年度美里町介護保険特別会計予算

議案第18号 平成31年度美里町生活排水特別会計予算

議案第19号 平成31年度美里町後期高齢者医療特別会計予算

議案第20号 平成31年度美里町簡易水道事業特別会計予算

２．出席議員（１２名）

１番 髙　田　美千子　君 　２番 光　井　博　幸　君

３番 今　田　政　行　君 　４番 坂　田　竜　義　君

５番 上　田　 　孝　 君 　６番 松　永　正　憲　君

７番 中　川　政　司　君 　８番 吉　田　起　登　君

９番 上　村　則　幸　君 １０番 福　田　秀　憲　君
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） おはようございます。本日の会議を開きます。 

一般質問の広報掲載のため、広報担当者、那須主事の議場内での写真撮影を許可

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（吉田美好君） 日程第１、一般質問を行います。 

通告があっておりますので、順次発言を許します。なお、発言時間は申し合わせ

事項により、答弁を含め１時間以内となっておりますので申し添えます。 

４番、坂田竜義君の一般質問を行います。坂田竜義君。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） ４番、坂田竜義でございます。通告にしたがいまして質問を行

います。 

一応、今回は３１年度当初予算について、２点目がフォレストアドベンチャーの

民間委託のあり方について、３点目が森林環境譲与税について、４点目が地籍調査

のあり方について、最後に骨髄バンクについて、以上５点、質問をいたしたいと思

います。 

まず、第１点は平成３１年度当初予算についてでございますが、一応ご承知のよ

うに、国の予算におきましては史上初の１００兆円を超える１０１兆円の大台にの

ったところでございますが、歯止めが効かない歳出拡大と。特に消費税増税に対応

する２０１９年度の政府予算であろうというふうに考えておりますが、国の予算に

ついてはさて置きまして、それに関連するところの地方財政計画に基づいていくつ

か質問を申し上げたいと思います。 

２０１８年の１２月２１日に政府予算が閣議決定されましたのと併せて、地方財

政対策も公表をされました。地方財政計画におきましては、２００１年度に迫る規

模になっておりまして、財源不足は大幅に縮小されまして、地方財政の健全度が進

展したと、こういうところが特徴点であろうというふうに思います。地方財政計画

は国の予算編成に併せて策定する地方財政の収支見通しということでございますが、

消費税増税でこの地方財政もかさ上げされまして８９兆２,５００億円ということ

になりましたし、地方交付税については１６兆１,８０９億円と、臨時財政対策債

が１９兆４,３９７億円ということで、これはずっと少しずつ減少気味になってお

るのが特徴であろうというふうに思います。また地財対策におきましては、折半対

象の財源不足が解消をいたしまして、また一般会計の加算の解消、一般会計以外の



 － 60 － 

加算の解消にも近づいていると、こういうところが特徴であろうというふうに思い

ますが、本年度のこの地方財政計画に基づきまして、本町の予算について、予算の

重点、特徴点、これはどういう点を重点に進めようとされておるのかお尋ねをいた

します。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 平成３１年度予算（案）につきましては、予算総額を前年度当

初予算比６億５７０万円増の７７億１,３００万円とさせていただいたところでご

ざいます。予算規模から申し上げますと、災害復旧事業を中心に、投資的経費の割

合が高く推移している状況でございます。熊本地震から３年を迎え、復旧・復興の

歩みは着実に進んでいる反面、住宅や宅地が被災し、生活再建に時間を要する被災

者の方々がおられます。農地災害、町道等の災害復旧工事につきましても、町民の

皆様には大変ご不便をおかけいたしておりますが、もうしばらく時間を要します。 

このようなことから、震災からの復旧・復興を美里町といたしましては、第１の

重点と位置づけて取り組んでまいりたいと考えております。復旧・復興関連事業費

につきましては、平成３１年度予算（案）に５億８,０００万円、繰り越し事業と

合わせまして８億３,５００万円の予算を計上させていただいたところでございま

す。 

２つ目は、教育環境の改善でございます。最近、県内のＩＣＴ教育に関して、新

聞等で報道があっておりますが、本町におきましても励徳小学校をモデルといたし

まして、ＩＣＴを活用し、子どもの情報活用能力の育成や学習活動の充実を図って

まいりたいと考えております。そのほかの学校につきましても、パソコンの更新な

ど情報教育の充実に努めてまいりたいと考えております。また、情報関連事業以外

にも、施設整備やスクールバスの購入など、教育環境の改善に努めてまいりたいと

考えております。教育環境の改善事業費につきましては、平成３１年度予算（案）

に６,５００万円、繰り越し事業と合わせまして３億８,１００万円の予算を計上さ

せていただいたところでございます。そのほか、子育て支援、移住・定住、公共交

通につきましても、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） そういう、内容的にはわかりましたけれども、続きまして、こ

の地方財政計画の中の歳出の特徴の一つといたしまして、給与関係経費の中に、い

わゆる政府がつくっております児童虐待防止体制総合強化プランという計画が立て

られておりますが、その中にこの児童福祉等の充実ということで、この虐待防止の

体制づくりということで、全国的に２０２２年度までにこの児童福祉士の職員を２,

８９０人増やすと、こういうような対策が盛られておりますが、この虐待防止の件、
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非常に最近大きな話題になっておりますけれども、この虐待防止の関連については

どのように予算上組んでおられるのかお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） ご説明申し上げます。 

平成３１年度の新年の予算におきましては、特別な予算措置はしておりませんが、

美里町の現状としてご説明させていただいてよろしいでしょうか。 

○４番（坂田竜義君） はい。 

○福祉課長（中村武志君） はい。要保護児童として、進行管理しているケースは十数

件ございます。また、このうち平成３０年度に相談・通報の件数、及び他市町村か

ら引き継いだ件数につきましては十数件ございます。過去のケースに比べ、年々増

加傾向にあると考えられます。 

また、平成３０年度に個別ケース検討会１０回、実務担当者会議３回を開催して

おります。 

また、児童虐待の取り組みにつきましては、美里町要保護児童対策地域協議会を

設置し、児童相談所及び関係機関、保育所、幼稚園、小中学校、教育委員会、教育

事務所、福祉事務所、警察、医療機関、保健所等と連携し課題に取り組んでおりま

す。 

また、相談、通告があった場合、当該児童の状況の把握をし、その情報をもとに

関係機関等と協議し、初期の対応を決定しております。その後、必要に応じて関係

機関で個別ケース検討会議を開き、今後の対応、支援の検討及び協力体制の確認を

行っております。 

なお、虐待の早期発見として、役場健康保険課にあります乳幼児健診、新生児訪

問等による母子保健事業との連携をとり、早期発見に努めております。 

また、行政や関係機関だけによる対応ではなく、地域住民の方々の協力を得るた

めに、毎年１１月の児童虐待防止月間に併せて、啓発ポスターやリーフレットの設

置を行い、児童虐待の早期発見に努めております。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） きょうもよそであっておりましたが、３歳の幼児に熱湯をかけ

て放置してパチンコに行っとった、きょうニュースでありよりました。要するに、

千葉県の野田市でしたが、悲惨な事件がおきましたけれども、やっぱり沖縄の出身

の人がこうやって点々と移住してきてですね、その沖縄の住んどった区役所から、

市役所から、移転先の行政のほうへの連絡が非常に不十分だったということとかが

言われておりますし、この児童相談所の対応についても非常に不適切というような
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ことでいろいろと言われております。今説明がございましたけれども、本町におい

ても、ほとんど表面には出てない部分が多いと思いますけども、かなり実際はしつ

けの限度を超えて、長期にわたって繰り返しやっぱり暴力を振るわれるということ

もないとは限りません。ですから、今後、今言われましたようにやっぱり早期発見

で、役場内におきましても福祉課だけでなくて教育委員会、学校、関係の課と充分

連携を密にされまして、未然にこの防止をする、場合によっては警察への通報、児

童相談所との連携、こういったものを十分とって、本町におきまして虐待の事案が

起こらないように、起きても早期に発見されて対応がされますように、ぜひお願い

をしておきたいと思います。 

次に３点目は、消費増税の絡みですけれども、消費増税に伴いまして、幼児教育

無償化の問題が出ております。非常にこれは問題があるというか、２０１７年の衆

議院での与党の選挙公約に盛り込まれたものでございまして、２０１７年の１２月

８日に閣議決定され、新しいこの政策パッケージとして出されたものであります。

消費増税分のうち、社会保障充実分の拡大による１.７兆円と企業拠出分の３,００

０億により財源を確保すると、こういうことになっております。このうち、幼児無

償化については８,０００億を充当するということでございますが、２０１８年秋

に認可外保育所などの無償化に関する負担を巡りまして、国と地方の厳しい折衝が

行われたところでございます。当初は国が３分の１、市町村が３分の２というよう

な提案でございましたが、市長会、町村会も含めて、地方側の反発がありまして、

公立幼稚園・保育所を除きまして、国が２分の１、県４分の１、町村４分の１とい

うことで、かなり押し返しはしましたけども、ただこれは本来、この消費税の増税

に伴ういわゆる選挙の公約で出されまして、当然これは国が全部みるものとみんな

思っとたわけですね。ところがいつの間にかずっと地方に負担がしわ寄せされてき

まして、今言ったような初年度の負担割合はそういうことになりましたけれど、２

０１９年１０月以降実施される無償化分の初年度分として３,８８２億、地方負担

が２,３４９億ですが、この初年度分のみ、国が子ども子育て支援臨時交付金とい

うことで全額をみるということになっておりますが、その来年度以降については何

ら財源の保障をしておりません。そういうことで、非常にあとでも述べますが、こ

ういう類の問題がいろいろ出てきているわけでございます。 

そういうことで、この幼児教育無償化の地方負担についてどのようにお考えにな

っておるのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 本年１０月から実施されます幼児教育の無償化につきましては、

地方負担について国と地方との間で意見が一時対立をいたしておりまして、おりま
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した。最終的には平成３１年度につきましては、全額国費で対応、平成３２年度以

降につきましては、地方財政計画において、地方負担分を全額計上し、一般財源総

額を増額確保することで決着したところでございます。併せて、全国町村会からも

国と地方の協議の場において、地方負担分については地方交付税をはじめ、一般財

源総額を増額確保するよう要請がなされたところでございます。 

しかし、これは例えば大都市では、受け皿が準備できないのではないかと。ある

いは保育士の確保をどうするのかというような問題もまだまだ残っているところで

あります。こういうことを鑑みて、国に対しましては、自治体財政に影響を及ぼす

ような国の施策の形成につきましては、地方との十分な協議を経て実施していただ

きたいと強く思うところでございます。 

なお、幼児教育無償化関連の予算につきましては、平成３１年度予算（案）には

現在のところ計上いたしておりませんが、詳細な内容が把握でき次第、対応してま

いりたいと思いますし、その後の予算の確保につきましてもしっかり注視していき

たいというふうに考えているところでございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） 今言われましたように、結局地方負担、本年度は国で措置する

と、来年度以降についてはこの地方交付税でって言われますけど、このまた交付税

の基準そのものが非常に疑問な点がございます。いつの間にかうまく国のほうで、

いつの間にか地方に負担をさせられとったということがないように、ぜひ注意を払

っていただきたいと思いますし、結局それ以前に、今出ましたように待機児童の増

大とかですね、あるいは以前にですね、これは政府が約束しておりますが、保育所

の配置基準だとか保育所の処遇改善をしますと言って、その部分はまだ置き去りに

されておるわけですね。ですからもう少しやっぱ、ちゃんとすると言ったことはや

った上でですねしてもらわないと、非常に問題があるとこのように考えますので、

ぜひその点についても取り組み方、要請方よろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、重点課題対応分ということですが、２０１６年度からこの重点課題

については自治体情報のシステム化、高齢者の居場所づくり、森林吸収減対策とい

うことで盛り込まれております。特に２０１９年４月から、森林環境譲与税という

ことで導入されますけども、自治体の私有林、森林管理経費として譲与税相当額２

００億円が加算されたということでございます。あと、そういう重点課題対応分と

して町の予算にどのように反映されておるのかですねお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

地方財政計画におきましての重点課題対応分につきましては、平成２８年度に創
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設されました既存分に加えまして、平成３１年度地方財政計画におきまして新たに

森林環境譲与税を財源として実施する森林整備等の経費２００億円が追加されまし

て、合わせて２,７００億円という額が計上されているところでございます。 

本町におきましては、従来からの重点課題対応分の自治体情報システムの構造改

革、あるいは高齢者の生活支援、森林吸収源対策への対応につきましては、情報セ

キュリティ対策、あるいは住民が主体となる高齢化対策への支援など、必要経費を

３１年度予算に計上いたしているところでございます。 

平成３１年度の地方財政計画で新たに計上されました森林環境譲与税を財源とし

て実施する森林整備等への対応につきましても、このあとのご質問とも関連いたし

ますけども、林地台帳の整備、あるいは森林所有者の調査、林業専用道路や林道整

備など従来からの森林吸収源対策と併せまして必要経費を３１年度予算（案）に計

上させていただいているところです。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） はい、わかりました。まあ投資的経費についてはまだ一般会計

の予算の中に計上されておりますけれども、この景気対策で一時的に増加をしてお

ります、今年度ですね、１３兆２００億ということで、対前年比１２.１％という

ことで、消費税増税対策として２０１９年度から２０２０年度まで防災減災国土強

靭化のための３カ年、緊急対策及び関連の単独事業が盛り込まれております。その

分は当然一般会計のほうに計上してあるというふうに考えております。 

最後の１点お尋ねですが、水道下水道の広域化の推進ということがうたわれてお

ります。水道下水道のインフラ、維持、更新、投資の拡大を見据えて、広域化等で

経費効率化をするということでございますが、公共事業債１００％充当して、一部

を交付税で措置するとこういったことになっております。ただ現状としては、なか

なかその本町におきまして、将来的にはわかりませんけれど、なかなか地域の維持

管理が難しくなって、広域的に管理していかなければなかなか難しい状況が出てく

るかもしれませんけれど、ただ今現状としてこの水道下水道の広域化という部分が

出ております。この点についてどのようにお考えかお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） ご説明いたします。 

水道事業の広域化におきましては、施設等の老朽化に伴います大量更新期の到来

や人口減少に伴う料金収入の減少により、経営環境は厳しさを増しており、経営の

健全化が求められております。そのため、熊本県におきましては、水道事業の基盤

を強化するため、さまざまな方策について協議等を行い、住民の生活に欠かすこと
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のできない安全・安心な水の将来にわたる安定的な供給を図ることを目的に、熊本

県水道事業基盤強化推進協議会を平成３０年５月に設置されております。美里町の

地域におきましては、５市２町２団体で構成されます環不知火海地域協議会におい

て、水道事業の広域連携に関する検討が行われているところでございます。現時点

におきましては、現況と課題等について検討を行っております。今後あらゆる手法

等について検討をすることとなっておりますので、３１年度の当初予算におきまし

ては、広域連携に向けた予算計上は行っておりません。 

また、下水道事業につきましては、現在県の重点地域において広域化の検討が行

われており、３１年度より県内市町村において検討が行われる予定と聞いておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） はい、関連で最後に１点、まあ要望もありますが、先ほどの幼

児無償化の関連もありますけれど、要するにその国において財源付与をされないま

ま仕事だけ自治体に押し付けると、こういったことがいくつかございます。で、こ

の中期的に国の政策の地方への負担転嫁ということで、幼児教育無償化もしかりで

す。今年度は国の予算で最終的に裏付けをしましたけれども、来年度以降地方交付

税でみますよといっても、本当に全額国が負担するかどうかっちゅうのは疑問符が

ついております。それから、この国土強靭化関連についても１００％起債充当とい

うことになっておりますけれども、これについても後年度の交付税措置、元利償還

補填するということになっておりますが、幼児教育無償化と同様、懸念材料があり

ます。 

それと、森林環境譲与税についてもあとでまた申し上げますが、地方財政計画に

計上されておりません。必要経費は計上すべきであるとこのように思いますけれど、

このいくつかそういう類似の点については、町村会等通じまして国にぜひ意見をき

ちんと上げていただくようにお願いをしておきたいというふうに思います。 

続きまして、このフォレストアドベンチャーの民間委託のあり方についてお尋ね

をいたします。 

フォレストアドベンチャーにつきましては、平成２７年５月にフォレストアドベ

ンチャー・美里がオープンをいたしまして、２８年５月にジップトリップ、ダム湖

横断のジップトリップコースが運用を開始されました。トイレの新築とかいろいろ

取り組みがされまして、非常に今、１万２,０００を超える利用人員、収入が５,０

００万を超える収入を得て、非常に順調に今進んでいるとこのように考えておりま

す。当初から直営でずっといくというのはなかなか難しいかなというのは予想はし
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ておりましたけれども、ここで昨日関連の条例改正も行われまして、いよいよ指定

管理にもっていくということでございますが、その民営化する理由について、まず

お尋ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 民営化する理由でございます。民営化することによりまして、

民間企業同士での連携、あるいはさまざまなイベントの開催など、さらに今以上に

集客力を高めるために、柔軟な、直営ではできない柔軟な営業活動ができるように

なると考えております。 

併せまして、雇用につきましても就業規則等が定められた民間企業が受託するこ

とで、営業利益次第では給料の昇給や賞与等への還元が見込め、従業員のモチベー

ションの維持向上にもつながると考えております。 

また、町といたしましても、経営能力に秀でている団体あるいは企業に受託して

もらえれば、新たな雇用の創出も期待できますし、さらに賑わうことで波及効果的

に他の産業への誘致にもつながるのではないかと考えているところでございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） これまで給食の民営化だとかいろいろ、関連ひびきも含めまし

た関連施設の指定管理の問題とか、いろいろ過去にもございましたけれど、基本的

に検討する審議会とか委員会とかを設置して、その答申を得てから進めるというの

が一つのパターンだったかと思いますけれども、今回の場合はそういう審議会とか

検討委員会とか設置されておりませんで、一応関係課職員、関係課で２回か３回か

討議をされたというような説明は受けておりますが、これまでの議論の経過につい

て、これは詳しくはいりませんので、要点だけどうなっているかお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

今議員のほうから言われたとおり、フォレストアドベンチャーの誘致の際に検討

しました収支状況がある程度判明した時期を見て、運営委託の検討を図るとする事

項から３年目を迎えた平成２９年度より、ダム湖周辺施設活用の観点から、関係課

による５回ほどの運営委託検討会を開催しました。内容としまして、民間委託への

方向性が示されたということになります。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） えっと、全国に２０何箇所か、要するにフォレストアドベンチ

ャーのフランチャイズ契約ですか、そういったものでやっているところがございま

すけれど、全国の成功例というのはどういうことになっているかお尋ねをいたしま
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す。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

全国には２８施設がございますが、自治体所有の施設は本町を含んで５カ所であ

り、その中で指定管理をしているのが２カ所、直営が２カ所、貸付が１カ所となっ

ております。すべての施設の収支状況は把握しておりませんが、自治体所有の５施

設については黒字経営と聞いております。本町が２７年５月にオープン後、さらに

１３施設がオープンし、３月には新たに２施設がオープンするということもあり、

需要もあり、成長が見込まれるという施設であると思われます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） えっと、それではこの間、２７年の５月にオープンをいたしま

して、この間、トータルの利用人員というのは何万人てなるわけですけれど、利用

者のアンケート、要望、アンケートなどは取っておりますでしょうか。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

開場から２年目までは体験後の感想をお聞きするため行っておりましたが、現在

は行っておりません。しかしながら、意見を聞くということは非常に大事なことで

はありますので、次年度から再開する方向で進めてまいります。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） 今、２年間は取ったということですかね。そのオープンから２

年間に取ったその集約、どういった意見が出たて、なんか集約したものは何か出て

いるんですか。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

詳細のほうはですね、主にどういうまあ状況、遊び方がこんなふうに面白かった

とかですね、そういう内容な簡単な状況でですね、あとはそうですね、まあ金額の

面、料金の面が高いとか低いとか、そすとほかにない施設はどうだったとか、そう

いうところお聞きしている内容が出ていたものです。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） はい、なぜ聞いたかと言いますと、大体利用する人は、小学校

４年生以上ですかね、４年生以上ですよと。そすとそれ以下の人たちは家族で来て

も遊び場がないとかですね、そすとトレイについてもいろいろ要望があったけん新

設したですよね。そういうことで、あと食事、弁当とかですね、今いろいろ聞いて
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おりますのはご飯を食べるところがないて、弁当屋はあります。そすとまああとで

言いますが、ダム周辺施設との一体的な管理という言うならば、家族旅行村に前レ

ストランがあったですよね。そういったものをやっぱり将来的に利用するとか、や

っぱそういったものも含めてやっぱ考えたほうがいいと思ってですね、だからアン

ケートの中身についてももう少し工夫をして、どういうところにお客さんが不満を

持っているかも十分把握できるようにぜひ、そういう取り方をしていただきたい。

そしてそれをやっぱり改善することによってリピーターも増えるしお客も増えると

こういうふうに思いますので、ぜひその点はお願いしておきたいと思います。 

最後に、委託先の企業について、まあ冒頭に町長のほうから若干ございましたけ

れども、委託先の企業についてはどう考えておられるのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） はい、この前のご質問のアンケートに関しましても、やはり来

られる方々がどういう要望を持っていらっしゃるのかというのをしっかり聞けるよ

うなアンケートにさせていただければと思っております。 

そして、委託先の企業とはどう考えているのかというご質問でございますが、受

託意欲のある団体を一定の期間、広くまずは公募をさせていただきたいと思ってお

ります。その際には周知を徹底をいたしてまいります。その後、指定管理者選定審

議会、これは昨日の条例改正に盛り込ませていただいたものでございますが、その

審議会において十分に検討をしていただき、運営委託先を決定したいと考えており

ます。なお、例えば福利厚生がしっかりしていて経営能力もある、そんな企業や団

体が応募していただければと思っておりますし、併せまして町内雇用促進の観点か

ら、町内の人材を優遇する、そういう措置なども公募の条件に盛り込んでいけない

かということも検討したいというふうに考えているところでございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） 一応、説明会のときもいくつか質問はしたんですけれど、基本

的にこの、まあ今のところ５,０００万以上の収入があって黒字ということですが、

将来的にずっとそれが保障されているかというとまあわかりませんけれども、今の

ところ非常にまあドル箱というかですかね、町の施設の中ではこれだけ収入を得る

のは少ないわけですね、今のところ。だから先ほどから担当課長も言われますよう

に、この職員の中の議論の経過も聞かせていただいておりますけれど、緑川ダム周

辺施設の一体的な管理ということで、非常に一つの要素だと思うんですね。家族旅

行村、あるいはＢ＆Ｇとか、ダム湖の湖面は昔ありました。湖面にボートを浮かべ

て云々とかですね、そういうことも含めてやっぱり一体的にダム湖は大きな観光資

源ですから、これを生かした構想をぜひプレゼンテーションをされる企業には、そ
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ういうことも含めて提案がされるような、提案できるような企業をぜひ見つけてい

ただきたいとこのように思います。 

また、雇用、一番私が考えますのは雇用の問題です。今、佐俣の湯がございます。

佐俣の湯も町が半分以上出資した有限会社でございますけれど、ここに従業員がお

られます。幹部の方は別にしてほとんど臨時パートの方は別ですよ。それ以外の幹

部、中堅的な仕事をされている方はほとんど町外の方なんですよ、実は。町内の方

は、前おって甲佐に住んでおるとか１人おられるようですけれど、やっぱり基本的

にやっぱり町内、町が関与している施設について、できるだけ町内の人を雇用する

ということが前提でなければならないと私は思うんですよ。ですから、そういう雇

用を拡大する、地場の地元に雇用の場があるということは非常に大切だし、しかも

そのなぜその佐俣の湯に地元の出身の人がおらんのかて、少ないかと、ちょっと原

因はまだ十分分析しておりませんけれど、だた一つはやっぱり労働条件と思うんで

すよね。やっぱり基本賃金、今さっき言われました福利厚生、やっぱりちゃんと夫

婦で結婚して子どもを育てられるぐらいの、やっぱり自活できる賃金、これは高過

ぎなくてもいいんですよ。３００万なら３００万でいいです、例えば。で、そして

ちゃんとした厚生年金、健康保険、きちんとした福利厚生をきちんと従業員にでき

るような会社をきちんとやっぱぜひ持ってきてほしい。そういうことによってやっ

ぱ雇用が定着しますし、やっぱりそこに家族を持って住んでいこうということにな

るわけですから、そういうことをぜひ念頭に置いた会社、委託先の選定と、これを

ぜひお願いをしておきたいと、このように思います。 

続きまして、この森林環境税、森林環境譲与税の関係でお尋ねいたします。 

この地方財政計画上、森林吸収源対策で２００億円加算されたと、先ほど総務課

長の説明でもございました。現在、実は県税で水と緑の森づくり税というのがある

んですね。これは１人５００円というのがあるんですよ。ですからこの新たにこの

目的はやっぱりそういう水源のかん養とかいろいろ書いてあります、目的は。です

から、この県税の水と緑の森づくり税と、この森林環境税というのは、まあ見方に

よっては重複課税じゃないかと言う人もおるわけですよ。同じ目的なのに県税も取

って国税も取ると。こういう問題も実はあります。で、あとそういうことで、今度

一応予算上８００万ですか、交付されるのは８００万ですかね。まあ金額的には多

くありませんが、この森林環境譲与税、５年先に税金を取るのに譲与税だけ借金し

て実際に上げますというのもどうもちょっとうなずけませんけれど、ただこれは特

別会計の借入金で充てますと。ゆくゆくは本来の税金が入った段階で借金を返して

いきますよということですが、本当に複雑な仕組みをつくってあります。そういう

ことで、今度８００万ですか、今予算上は。今度くる森林環境譲与税の使い方につ
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いてどのようにお考えかお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

２００億円の使い道のうち、平成３１年度に交付される譲与税額は約８３０万円

になります。今回の法改正の中で、重要な森林整備については、森林経営計画に認

定されていない地域の所有者に、意向調査や説明会などを行い、また既存の林道や

作業道等の開設、維持管理のほか、林業機械等の導入により森林整備や特用林産物

の生産の振興を図るために活用したいと考えております。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） えっと、本年度の分は今お聞きしたんですが、この森林環境税

ということはこのことについてはもう学者の間ではもうものすごい不評というかで

すね、非常に目的が曖昧だと、人頭税じゃないかと、１人１,０００円ですか、１

人、住民１人１,０００円の一律にかけるとこういうこととかですね、結局税金を

納める上位１００団体を調べてみるとですね、そのうちの７団体がその自治体の予

算に林業費がゼロと、これは大都会です。名古屋市とか横浜市とかほとんど森とか

林がない自治体にも交付金をやるわけですね。だけん非常にこれはまあ財源、要す

るに財源を都会から中山間地のほうに移動させるという意味はわかりますけど、た

だ現実的には１００団体中７団体が自主的に森とか林がないところにもお金をやる

というのが一つ問題であります。それから、１人あたり林業費が多く計上されてお

っても、譲与基準が低いところも、そういう自治体もあります。また、空間的に林

業率というのがその交付基準にありますが、林業率が高くても、いわゆる私有林が

少ないところにはお金が少なくいくわけですね。そういった矛盾とかいっぱいです

ね、この税金については矛盾だらけです。本税が５年後に実質的に環境税というの

が施行されますが、その前の環境譲与税はさっき言った特別会計の借入金をもって

充てて自治体に交付すると、どうしてそこまでおかしなことをやるのかなとも不思

議でなりませんけれども、ただ、そういう制度ができておりますのでですね、まあ

使わんといかんわけですが、ただ申し上げたいのは、県でですね、県の水と緑の森

づくり税というのは先ほど言いました。で、なら片方が森林環境税が導入されるか

らこっちが廃止されるかというとそうではないですね。それと県が今林業大学校と

いうことでですね、これは県と公益財団の林業従事者育英基金というのが共同で、

今、今年度からですか今年度、新年度から発足させますけれど、受講料は無料とい

うことで、林業に関心のある人、自伐林家、それから新規就業者、こういったもの

を対象にやりますよと。大体１８歳から５０歳まで県内の就業希望者については、
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２００日の講義を無償で行います。おまけに月１２万５,０００円の県が助成をす

ると、こういうありがたい制度なんですね。だから、やっぱりぜひ検討していただ

きたいのは、今からそのう間伐だ何だって、森林バンクだなんだっていろいろあり

ますけれども、ぜひこういう県が実施する林業大学校、無償で月々１２万５,００

０円もお金をもらって行けると、こういったところにやっぱり計画的に、人づくり

ですから、町の林家の人とかをやっぱ計画的に派遣をするだとか、ぜひこれは検討

していただきたいと思いますし、今年度は８００何十万かきます。ずっと来年、再

来年とずっとこの森林、５年間は森林譲与税、森林環境譲与税、それから森林環境

税の交付金とこうなりますが、この先５年、１０年のその計画、こういったものは

どういうふうに考えておられるのかお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

譲与税が満額交付される２０２５年度から、森林整備や作業道開設などの事業が

本格化することから、まずはこの今後５年間、森林バンクに登録する上で必要な情

報収集や森林アドバイザーによる助言、先ほど言われました今春開校する林業大学

校からの人材受け入れ態勢づくりなど町内の森林を適正に管理していくための基盤

づくりを行い、今後は充実した森林資源を循環利用することで効率的かつ安定的な

林業経営を推進していく構想でございます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 議員がおっしゃいますように、この森林環境税はそもそも論か

らいけば、山を管理する市町村にということだったんですが、最終的には都道府県

にもいきますし、山がないところにもいくようになったと、本当に残念で今のとこ

ろ残念な方向にいっているような感じがいたします。 

ただ、先ほどおっしゃいましたように、この林業大学校に関しましては、やはり

まだまだ情報が少ないのかもしれませんので、こういう仕組みがあるということも

併せて周知ができればと思っているところでございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） はい。森林環境譲与税については以上で、次に移ります。 

次の地籍調査のあり方についてお尋ねをいたします。 

ここ数年、何件かいわゆる境界争いというかですね、境界で紛争が生じている案

件で、何件がちょっと遭遇いたしましたので、その点いろいろとちょっと気づいた

点といいますか、気がかりになった点についていくつかありますのでお尋ねをいた

します。 
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まず、このいわゆる筆界と所有権界というのはありますけど、筆界というのは不

動産登記法で定められております公法上の境界ということで、土地の区画を示して

おりますし、登記をしなければ筆界は移動しないということでございます。また、

所有権界といわれますものは、民法で定められておりますところの司法上の境界と

いうことで、所有の範囲を示す、所有者の同意があれば移動ができると、こういう

二つ、筆界と所有権界という大きな地積については用語がございます。この確定し

た登記図面の変更があるのかないのか、この点についてお尋ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 中嶋税務課長。 

○税務課長（中嶋春彦君） ご説明いたします。 

登記図面、地積図になりますが、の変更につきましては、例といたしまして、現

地の状況から境界線を縦に引く必要があったものを図面上横に引いていた。また、

文筆漏れが生じていた、合筆誤りがあったと、明らかに現地状況と地積図において

相違がある場合には地積の修正申し出により修正を行うこととなります。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） 大体苦情、今まで私が聞いたのでは、例えば、民地と民地の境

界争いには基本的にもうタッチしない、タッチしないというのが建前なんですが、

この民地と道路、公有地ですね、そういうことの境界もめというのが非常に何件か

聞いております。そういうことで、第一次的にはこの道路の所管の建設課、建設課

のほうでいろいろその苦情が、建設課に申し立てがありますね。そうした場合に、

今度はなら図面を管理、地籍はほとんど地籍調査は終わっていると聞いております

けれど、その図面を管理しておりますのは税務課、法務局にあります公図と同じも

のを基本的には税務課に保管しているとこういうことですので、税務課で確認をし

てくださいと、こういうふうに言われて行きます。そすと、税務課はいろいろ説明

はしますけれど、今ＧＰＳで鉛筆１本で４０センチ、５０センチとずれはあります

よとかいつも何回か聞いたことはありますけれど、それによって今度は、それでも

納得しない人がおられますと、今度は福祉、社協で行っている、これは総務課の所

管かどうかわからんけれども、心配事相談の行政相談に行ってくださいと、ですね。

その中で特に役場職員、ＯＢの方が担当されているときに、何月何日に行ってくだ

さいとこういうことで、要するにたらいまわしですね、建設課から税務課に行って、

今度は心配事相談に行って、それがその相談表が担当課に上がって、またこうこう

こうこう、そういうのがいくつか聞いております。そういうことで、やっぱり基本

的にこの、何年もかかっているところもありますけれど、最終的にこの苦情処理で

すね、苦情処理のあり方、そういう年々、１件もないかもしれないけれども、これ
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はしょっちゅう頻繁に起こるようなことじゃないと思いますけれど、苦情処理の体

制について、やっぱりきちんとしてないからたらいまわしになっているんじゃない

かと私は思うわけですよ。ですから、私は、司法書士の方、あるいは基本的には境

界もめというのは弁護士が入ってするということになっておりますが、弁護士は実

務的にはわからない場合が多いわけです。実際的には土地家屋調査士か司法書士の

方が一番詳しいわけですね。だけんそういう方で、私が知っております方も、法務

局におってですね、筆界の担当をされた方が司法書士になっている方もおられます。

そういう人を報酬のある常設の委員会でなくても、例えば相談員とかですね、なっ

てもらって、何か問題が起きたときには来てもらって相談にのってもらうとか、何

かそういう苦情処理の体制ですね、それをぜひつくっていただくことはできないか

ということでお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 苦情処理の対策はどう講じていくのかという中での、そういう

体制をつくったらどうだというようなお話でございます。確かに、これは地籍の件

でありますけれども、その地籍にかかわらず日常の業務においてはさまざまな苦情

をいただいております。毎月月初めの職員朝会では、行政サービスは町民の目線に

立ってというような話をしておりますけども、そういうことがあったというのは非

常に残念であります。そういった意味では、今後たらいまわしや問題の放置等がな

されないように、横のつながりの徹底、それから問題の共有化、それから関係各課

が集まっての対応会議開催等のシステム構築、それからそのときに、例えば専門家

の話を聞くというような場を設けるというのも、今のご指摘を受けまして、考え、

検討すべき課題だろうというふうに思ったところでございます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） 紛争解決の方法はいくつかございますけれど、この筆界特定制

度とか裁判であります筆界確定訴訟とか、所有権の確認訴訟とか、要するにもう裁

判とか調停に持ち込まないと解決しないと、そういうことじゃいかんと思うんです

よ。最終的にはそのどうしてもいかんときは、その調停とか裁判にならないといか

んかもしれんけど、その前段でちゃんと専門家も入れて解決できるというふうに思

いますし、裁判外の救済制度も、土地家屋調査士会で救済センターというのがあり

ます。そういったところに土地家屋調査士の専門の方が相談に応じるとかいろいろ

制度があるので、やっぱきちんとその辺りを、やっぱり担当課も頭に入れて、苦情

処理については必ずやっぱ専門家を入れてやらないとこれは解決なかなか難しいと

思うんですよ。ですからそういった点は、ぜひ要望しておきたいと思います。 

最後に骨髄バンクでございます。 
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ご承知のように、水泳の金メダリスト、池江璃花子選手が自らのツイッターで白

血病だということを公表されました。一日も早い回復を願うところでございますけ

れど、それによってこの骨髄バンクの登録者が非常に今ものすごく増えていると、

このように聞いております。本町におきましても、ちょうどタイミング的にも、今

そういう大きな全国的にも話題になっていることでもございますし、このぜひこの

骨髄等の移植ドナー支援事業、このことについてどのようにお考えかお尋ねをいた

します。 

○議長（吉田美好君） 松永健康保険課長。 

○健康保険課長（松永栄作君） ご説明申し上げます。 

骨髄等移植ドナー支援事業につきましては、平成３１年度一般会計予算におきま

して、骨髄等移植ドナー支援助成金を計上しております。支援事業の概要としまし

ては、骨髄等の提供を行った者に対し、上限１４万円で骨髄等の提供に係る通院、

入院及び面接をした日数に２万円を乗じて得た額の助成金を支給するものでござい

ます。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） はい、非常にタイミングがいいというか、非常にいい時期にこ

ういう制度をつくられたということで、非常にこれ評価をしておきたいと思います。

ぜひ、実施要項はこれから予算が通ったあと、実施要項とかつくられると思います

けども、まあ近いところでは宇土市がですね、宇土市の例はちょっと聞いておりま

すけども、非常に県下的にもまだこういう事業を新設するところはまだ少ないとい

うふうに思いますし、非常に先駆的な取り組みだとこのように評価をいたしまして、

質問を終わります。 

○議長（吉田美好君） これをもちまして、坂田竜義君の一般質問を終わります。 

ここでしばらく休憩します。再開を１１時１０分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５７分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問の途中でしたので、一般質問を続けます。 

次に、８番、吉田起登君の一般質問を行います。吉田起登君。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） ８番、吉田起登です。通告にしたがって、平成最後の一般質問

をさせていただきます。地域に密着した質問になるかと思いますがよろしくお願い
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申し上げます。 

まず最初に、防災対策について。美里町の防災マップを参考に、私が今実際に感

じていることについて質問をいたします。 

最初に、南校区はすべての地域において家屋のほとんどが山際にあります。防災

マップのとおりであれば、がけ崩れ、地滑り等による土石流も警戒をしなければな

らない地域であることが見て取れます。南校区は坂本、払川、椿、中、中園のすべ

ての地区が特別警戒区域の中にあり、急傾斜で崩壊の恐れがあり、さらには避難所

でさえ警戒区域の中にあります。このことに対して、町はどのように考えておられ

るのか伺いたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 特別警戒区域内にある避難所の考え方についてのお尋ねでござ

います。防災対策で防災マップを見てというお話でございます。議員からご指摘が

ありましたように、中央地区の南校区は防災マップでもわかりますように、道路、

それから河川に面した斜面の大部分が土砂災害の警戒区域、あるいは特別警戒区域

となっております。その中で、元気の森かじかをはじめ、地域の公民館もそのほと

んどが指定区域内にありますので、地域防災計画におきましては避難所として、湯

の香苑並びに中央庁舎を指定しているところでございます。町といたしましては、

災害の発生する恐れがある場合には、地域と連携し早めの避難を呼びかけるととも

に、平時から指定避難所へ避難していただくような防災意識の啓発に努めてまいり

たいと考えております。 

また、急傾斜地の崩壊を防止するための工事、急傾斜地崩壊対策事業の対応が考

えられる場合は、これは県への要望を必要とするものではございますが、町でも把

握しておく必要がありますので、ぜひ一度ご相談いただければと思っているところ

でございます。 

いずれにしましても、早い段階で、先ほど言いましたように、中央庁舎あるいは

湯の香苑に避難をしていただく、そういう啓発に努めてまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） 今、町長が言われたように、湯の香苑と中央庁舎あたりが避難

区域ということでございますけれども、やはりもうある程度のことは、地域のほう

にもつくっておく必要がありはしないかと私一人思っているところでございます。

この現実に、起こるであろう災害に対して怯えながら暮らしている人も少なくはあ

りません。今現在、スギ、ヒノキ、クヌギ等の雑木林が相当な勢いで大きくなって

おりますので、手入れもできなくなっております。以前にも熊日の一面で坂本区で
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地滑りがあり、崩壊の恐れがあるということで町をあげてそのことに対して翻弄さ

れた経緯があります。そのあとはもう災害防止対策もきちんとされていますし、町

としては警戒区域であるという指定はしても、その先、今先ほど町長が言われまし

たが、その先が見えてくる現実的な行動をする必要に迫られているのではないかと

思っているところです。避難第一を念頭に置きながら、避難場所をどこにするか、

きちんと決めてありますけれども、その上で今後の行動が最も大事になってくるの

ではなかろうかと思います。 

３月の３日の熊日でちょっと見ましたけれども、ハザードマップについて確認し

たことがある人が全国で６１％ある、それから防災活動に参加している人は３５％

止まりということで、被災の恐れがあると感じている人が７７％にもなっているよ

うでございます。自分の家族の身を守る、その動きと地域全体の災害対策に大きな

ギャップがあるということが言われております。今後は地域で必要に応じて、俊敏

に動くことのできるような体制づくりを地域としてもしなければならないと、そん

なことを思っておるところでございます。今から少しでも区長さんあたりと話を続

けておく必要があると、現時点ではあるかと思っておるところでございます。 

やはりこの災害に対しては、もう本当に地域をあげて取り組まなければならない

事件でありますので、町でもそれをきちんと見据えた上での対策をお願いをしたい

と思っております。 

次に、資料は議長の許可を得て、皆さんのお手元にあると思います。防災マップ

によりますと、南校区全体がこの緑川断層帯に入っています。今後発生が予想され

る地震についての対策はどうされるのかを伺いたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今後発生が予想される地震対策についてのお尋ねでございます。

本町に影響を及ぼすと考えられる断層帯は、ご承知のとおり布田川断層帯、それか

ら日奈久断層帯が地震発生率の比較的高い断層帯として知られておりましたが、議

員からご指摘がありました緑川断層帯は、美里町を東西に横断するもので、震災後

の平成２９年２月に主要活断層として新たに選定されたものでございます。防災マ

ップに緑川断層帯が活動した場合の想定規模等を記載しておりますが、現状では地

震後経過率等の評価が十分にできているものではありません。 

しかしながら、今年に入って発生した和水町の地震の例もございます。地震は活

断層帯だけでなく、いつどこで発生するかわかりませんので、町といたしましても

熊本地震の教訓を踏まえ、防災意識の啓発等に努めてまいりたいと考えております。

併せまして、戸建て木造住宅耐震診断や改修事業補助金等の制度につきましても、

周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 
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○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） 今、町長の説明がありましたように、やはり緑川断層帯という

のは、新たに見つかった断層帯であったかと思います。私は以前から専門家という

かその人にちょっと聞いたところ、佐俣のほうから鶴木野のほうに抜ける線と、そ

れからそこから甲佐岳のほうで断層帯が止まっている線しかないというお話を聞い

ておりました。以前はこの緑川ダムは、断層帯の中に入っていないという話を聞い

ておりましたので、それでこのダムができたという話を聞いておりましたが、佐俣

のほうから甲佐岳にかけてはあったんでしょうけれども、そのお話が、今度新しく

できた話が現実なら、今後は大変なことになるんじゃなかろうかという、そういっ

た予想もしております。この緑川断層帯につきましては、払川から線がありますけ

ども、下草野、黒仁田、柏川の本村を通って、洞岳を結ぶ線と、それから木早川内

より一直線でありますけれども、岩野小長の栗崎、船津、内園、コウショウジ、北

野を結ぶ線で、幅が３キロぐらいですかね、もうこの中に緑川ダムはすべてこの緑

川断層帯の中に入っています。図面上に私が皆さんのお手元に表していますけれど

も、これは確実なものではありませんけれども、砥用もですね、砥用地区の方も３

分の２以上がこの中に入っているように感じられます。震度６強から震度７ぐらい

の地震が発生する場合があると考えられております。すぐすぐには起きないかもし

れませんですけれども、起こるであろうこの災害に対しては、このマップに載せて

ある以上はそれなりの対策というものを町ではとっておく必要がありはしないかと

思うわけですがいかがでしょうか。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） まず緑川ダムについてでございますが、熊本地震におきまして

も、その緑川ダムにアクセスする道路等に亀裂が入ったというような報告も上がり

ましたし、その後その道路を耐震化、強度を強めて、そういう強めるような工事も

行われているところでございます。もし地震が起きたときにこのダムも耐えうるだ

けのダム堰堤、本体自体は耐えうるだけの強度を持っているんだろうというふうに

思いますが、その辺も含めて確認はさせていただきたいと思います。ただ、台風あ

るいは豪雨災害とは違いまして、地震は本当にいつ起きるかわかりません。まず町

として町民の皆さんにお願いをしたいのは、まず自分の、自身、自分の命を守ると

いうことをまずしっかりとやっていただく。それから、自主防災組織あるいは地域

の皆さんでその場を乗り越えていただくといいますか、要は自助・共助・公助に基

づきまして、もちろん町もしっかりサポートはさせていただきますが、まずは、と

にかくまずは地震が起きたときに、地震が起こるという想定が、町が地震が明日起

こりますよというのはこれはわからない話でありますので、起こったときにはまず
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は自分の身を守っていただくというようなことを、周知をさせて、周知を町として

は周知をしていくということをやらせていただきたいというふうに思います。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） やはりこの地震対策に対しては、やはり町としては一番大事な

ことじゃなかろうかと思います。今回の地震でも相当な被害を受けておりますし、

砥用地区でもあってはおります。この緑川断層帯の影響があったかどうかわかりま

せんですけれども、やはりその点々と砥用地区のほうでは地震の被害があっており

ますので、そういう対策は町としても少しずつでも、地域に浸透するような意見を

述べておく必要がありはしないかと思っております。 

次に、神園から原田地区までの通称瀬戸山道路の周辺は、山砂地形と言われてお

ります。堅志田城周辺も同様でありますが、今後地球規模で発生しているこの気象

変動に対し、この防災マップには記載されておりませんが、集中豪雨がこの地区を

襲い、大量の土石流が発生した場合の下流域に対しての対策はいかがなされるのか

伺いたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

ご指摘がありました神園から原田地区まで山砂地形ということでございますけれ

ども、昨年度町が作成しました防災マップに掲載しております危険箇所の情報につ

きましては、既に県が調査し、危険箇所に指定した情報を基に掲載をしているとこ

ろでございます。さらに県につきましては、平成３５年度までに土砂災害警戒区域

の指定を完了させるとしておりますので、また議員からご指摘がありました原田地

区から、正確には栫まで、栫地区まででございますが、現在土石流を対象とした県

の基礎調査が行われているところでございます。今後の進捗状況次第では、危険箇

所のほうに指定があるのではないかというふうに思っております。併せて防災マッ

プの見直し等々も考えていかなければならないというふうに思っているところでご

ざいます。 

ただ、地域は山砂地形ということでございますので、基準雨量に達しなくても土

石流等が発生する可能性もございます。下流地域の方々におかれましては、町や関

係機関が発する情報にまずは注意をしていただきたいということ、それから異常現

象が発生するおそれがあるときには早めに避難をしていただく、そういうのが大事

になってくるのではないかというふうに考えております。町としましても、平時か

ら防災意識の啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。 

また、地域の危険箇所を知っていただくという意味では、県の防災マップ、これ

はホームページ等でも見られますけれども、県の防災マップ、あるいは町が作成し
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ました防災マップを基に、地域が主体となって地域版の防災マップを作成していた

だくということも有効ではないかというふうに考えております。そのお手伝いにつ

きましては、町としましても協力をしてまいりたいというふうに考えているところ

です。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） 私の質問はある程度、この地域に密着した質問になっておりま

すけれども、今、浜戸川は葦が茂っていて流れが相当悪くなっております。浚渫は

もう現在進んでいますが、常日頃からある程度土砂がきた場合でも、深さはもう２

メートルぐらいしかありませんね。こういった状態であること自体が、水害が起き

た場合には大変になってくるのではないかと思っております。ちなみに、大沢水川、

大沢水川の水路につきましてはですね、以前は１０年に一度は建設業者にお願いし、

１メートル以上の堆積物の除去作業をしてましたが、今では堆積物は一切溜まって

いません。それは水路を三方コンクリートにしているからだと思っております。そ

れに大沢水川の地区の人たちがきちんと管理をしておられるので、このような結果

が出ているのではないかと思います。執行部もそういうところを見に行っていただ

けたらいいのではないかと思っております。いつも見る光景が当たり前に思えてい

る私たちでありますけれども、見る人によってはきちんと手入れがしてあるように

見えるはずであります。それがこの災害対策に少しでもつながっているのではない

かと思っております。この問題につきましては、浜戸川の改修が進まない以上はい

つまでたってもよくはなりませんですけれども、下流域に対しての対策として、瀬

戸山方面か打吹川周辺に大規模な砂防ダムを計画し、形成する必要があるんじゃな

かろうかと思っております。それも一つの方法だと思っております。 

それから三方コンクリート主体。川土を深く掘り下げ、土砂が溜まらないような

対策をしてほしいと思っております。そうすることによって流れもスムーズになる

のではないかと思っているところです。 

津波があったところは津波対策をする、水害があったところは水害対策をすると

いうことが必要であるかと思います。 

次に、資料として議長の許可を得て他町の自動堰の状況の写真を提出してありま

すので、それをご覧になっていただきたいと思います。有安、妙見地区の自動堰の

改修は、災害対策として検討されたのか。また今後の方針はいかがか伺いたいと思

います。 

○議長（吉田美好君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） ご説明申し上げます。 
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浜戸川の有安地区につきましては、地元からの要望によりまして平成２４年度に

現在の幅６メートルの自動堰に加え、幅３メートルの自動堰を増設して改修する計

画を立てたところでございますが、地区予算の都合によりまして取り下げられた経

緯がございます。その後、地元地区からは要望は出ておりませんので、今のところ

農業関連事業での整備は計画しておりませんし、災害対策としての自動堰の改修は、

改修の検討は行っていないというのが実情でございます。 

なお、議員がお考えのように、自動堰の部分を広くすれば水位が上がる可能性は

低くなると思います。ただし、有安地区より下流域の流れが悪かったり、平成２８

年、２９年のように時間１００ミリ以上の大雨が降ったりした場合は、河川の断面

の容量が不足するため、どうしてもあふれてしまうということでございます。 

また、県におきましても豊野地内の河川改良の計画を検討しておられるとも聞い

ております。下流域の整備が進まないと、自動堰の効用が十分に発揮できないとの

懸念もありますので、その進捗を見ながら進めていく必要があると考えているとこ

ろでございます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） 今、課長が言われましたように、下流域の流れが悪くなるとい

うことでございましたけれども、私がちょっと調べた結果、そこに別に別枠で自動

堰をつくっても何ら差し支えがないような感じを受けたところです。実際には高低

の高さははっきりしていませんけれども、１メートルから１メートル５０は最低は

下がるような感じを受けたところです。その下の豊野地区の水位には、自動堰はあ

んまり影響がないようなことを今感じ取っているところでございます。浜戸川の部

分的な自動堰をつくっていることにより、大沢水川はもう大雨のときはもう、大水

害のときはもう水が止まってしまって、バックウォーターという現象が起きていま

す。水が逆戻りするということでありますが、水の流れが悪くなりますし、この水

路の除去作業をいつもしていても、水田自体がかん水する状態になりまして、農作

物には大きな被害をもたらす原因になっていると思っております。近隣の町の自動

堰を見てわかりますように、やはり川幅全体が自動堰になっていますし、川の通路

として魚道もきちんとつくってあります。この妙見地区の部分的な堰に関しては、

町民の方、水田を持っておられる人たちも、県も町も納得してつくられたものでは

あるかわかりませんですけれども、完全にこの地区の、この妙見の自動堰を私は見

直す必要があるんじゃなかろうかと思います。これは水田耕作者だけではなく、水

田耕作者だけの問題ではなく、民家に影響を及ぼす、大きく言えば災害対策の一つ

の方策として、町できちんと協議をしていただきたいと私は今思っているところで
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す。川幅全体を自動堰にすることによりまして、水害のときにそこで一気に水位を

下げることができ、ある程度本来の流れを確保するようにできるようにしなければ、

今後起こるであろうこの災害に対応できないのではないかといつもいつもこの水害

が起こるたびに、町に対しての苦情があるのではないのかと思っております。苦情

があるということは、実際に起きているから、実際の事実でありますから、町も真

剣に考えてほしいと思います。 

この浜戸川に対しては、やはり県のほうでやられてます浜戸川改修期成会の中で

話を特に進めてほしいと思っています。やはり一番大事なことだと思います。やっ

ぱり水害があるたびに、この妙見地区の状況を見ると、その水害の判断ができるよ

うでは、やはり町も進化しないんじゃなかろうかと思っています。町としてこの期

成会のほうに、特にこの意見を町長あたりが述べてほしいということを思っておる

ところでございます。 

次に、観光事業につきまして。石段に来られる人たちの把握は十分にできている

のか伺いたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

登段のための受付箇所を設けておらず、十分に把握しておりませんが、町及び民

間の駐車場利用者並びに２００段に設置しております記帳簿を集計し、約５万人の

方が登段されていると思われます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） やはり相当な人たちが、今この石段のほうに来られているよう

でございます。やはりそういったところを考えてみますと、来られたらそのあとに

することは何ですかと、私は質問したいと思います。一番大事なことはトイレの掃

除ではないのか。そのあとはその周りの清掃をいかにするかということでございま

して、この新しいトイレが現在できておりますけれども、また廃止されたトイレの

ところにもやはりどうしてもつくってほしいという意見がこの前聞いたことがあり

ます。やはりどうしてもそこでできなかった場合には、そっちにまたお願いをした

いという話が出ておりますので、それも町でまた考えてほしいということを思って

おります。それにこの石段周辺の美化というのは相当必要だと思っておりますし、

イベントがあったときは必ず、特に必要でしょう。そういったことに対して、この

年間を通じた作業計画を町として考える必要があるのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 
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○町長（上田泰弘君） 年間を通じた、あるいはいろんな方のご要望をお聞きして、中

長期的な計画を立てるというのも必要だというふうに思っておりますし、今担当課

のほうでは年間の計画といいますか、いろいろなご意見をいただいたその意見を精

査しながら、一つひとつ対応している状況だというふうに考えております。ただ、

議員がおっしゃいますように、年間というよりも中長期的な計画というのは必要だ

ろうというふうに考えます。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） やはり５万人も来られるということでございますので、やっぱ

りそういったところのきちんとした受け皿というのは、町としてしておいてほしい

ということを思っております。 

次に、坂本公民館横の旧観光案内所及び石段途中の休憩所など、老朽化した東屋

の改修計画というのはあるのでしょうか。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） 説明いたします。 

平成２９年３月に示された公共施設マネジメント計画策定時において、現時点で

建物の性能、利用、運営状況も低く、廃止の評価が出ております。現時点での改修

計画はございません。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） やはりそういう計画、そういう考えがおありでしたならば、廃

止であるならば廃止をするような方向で、壊れているところはきちんと対処、きち

んと廃止するような方向でもっていったがいいんじゃなかろうかと思っております

が、この旧観光案内所はもう私が議員になりましてもう１７年ぐらいになりますけ

ども、そのことについては一切質問をいたしませんでしたけれども、トタンの錆の

具合なんかやはり、もうそのまま皆さんもう見慣れておりますので、そのままして

あったんですけれども、ああいった大きな建物は廃止するような方向に持っていか

なくても、ちゃんと塗装剤を塗っておけばまだ、まだ１０年、２０年は完全に持て

るはずでございますので、そういったところはきちんと考えてほしいということを

思っておりますが、いかがですか。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今、担当の課長のほうからも説明がございましたが、平成２９

年公共施設のマネジメント計画というのが、これは町内全域、いろんな施設を調べ

て出たその計画がございます。それによりますと、先ほども説明がありましたよう

に、建物の性能、あるいは利用状況、あるいは運営状況もしっかりされていないと
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いうことで、現時点での改修計画はないというようなことであります。それを例え

ば、以前に遡ってすればよかった、では今はもう、今の世代を生きる我々といたし

ましては、今現時点で言えるのは、改修計画はないということだけでございます。

以前そういう議論があったのであれば、そういう使い方ができたのかもしれません

が、そういう議論がなかったので今のような状況になっているんだというふうに理

解しております。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） もう十何年もしておりまして、今ようやくその意見を述べたわ

けでございますから、やはり地元のことについてはあんまり言いたくはなかですよ

ね。やはりまちっとしっかりわかるもんだと、役場あたりもこういったところはわ

かるもんだと思っておりましたけれども、それにちょっと疎かったかなという感じ

を受けております。やはり前の町長も選挙戦で戦ってきておられますが、やっぱり

その中での一つの自分が主張する中では、この石段なんかを利用したいろんな対策

を、そういった意見を述べられておりますので、そういったところはきちんと自分

の政策の中に入れてもよかったんじゃなかろうかとも思いますし、その廃止の計画

がなされてことによっては、その廃止するならば、その今朽ち果てているような感

じのところは早く対策を講じていただくほうがいいんじゃなかろうかと思っており

ます。 

次に、厳しい質問ではありますけれども、石段の登段者のほうから登段料をいた

だく、少額でもいただく考えがあってもいいのではないかと今思っているところで

す。そこのことによって、石段をきれいに守り、また美里町や熊本の宝として位置

づくのではないでしょうかということを質問いたしておりますかいかがでしょうか。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 日本一の石段も完成から３０年が経過し、さまざまな箇所で老

朽化が進んでおります。確かに石段を登られる方から少額でも徴収できれば、本当

にありがたいことでございますが、ここに例えば人員を配置して登段料を取るとな

りますと、これはマイナス、逆に赤字になってしまう可能性もありますので、なか

なかそういうわけにはいきません。そこで、以前は賽銭箱を設置してあったという

ふうに伺っておりますので、例えば、石段を登る寸前のところに、善意による募金

箱等を設置できないか検討を進めてまいりたいというふうに考えております。この

皆さんの善意によって、この石段はきれいに保たれていますと、例えばそういう文

言を書いた賽銭箱といいますか、雨に濡れないようなそういう募金箱みたいなやつ

を置けないかということを検討してまいります。 

なお、一番下であれば、防犯面においても人の目につきやすいですし、盗難等を
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防ぐためにも一番下であればそういうのが可能ではないかなと今考えているところ

でございます。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） 今、町長のお答えのとおりでありますけれども、やはりそうい

ったところはやはりいいことで、善意の寄付というような形になりますけれど、皆

さん方が、石段に登られた人たちが善意で少しでもそれをしていただくならばいい

んじゃなかろうかと思っております。 

しかしながら、やはり以前、坂本地区でその管理、お賽銭なんかの管理をしてお

りましたときには、相当な盗難になっております。賽銭箱自体が１メートル角であ

っても、ステンレスでつくっていても、そのまま持ち去られてカッターで切られた

経緯がありますけれども、今の現在の状況を見ますと、やはりそこの駐車場を管理

しておられます方が、ある程度のときに賽銭に入っている中身をやはり回収して来

られて区のほうにやっておられるようで、今幸いなことであるんじゃなかろうかと

思っておりますので、そういった下のほうにだけでもいいですから、そういったこ

とをきちんとされて、やはり少しでも地域に沿ったお金が、それがあればまだまだ

部落の人たちでも、一生懸命地域を守ろうとするようなことができるんじゃなかろ

うかと思っております。 

それから、この石段の作業、イベント等があるときは、部落の人たちはもう何も

苦も無く頑張っておられますけれども、やはりその清掃なんかをする場合は年々年

がいっておりますのでですね、そういったこともやはり考えていかなければならな

い時期にきているんじゃなかろうかと思っているところでございます。 

次に、この石段のことでございますけれども、この環境美化や眺めをよくする対

策というのは現在どのように考えておられるのか。そういった東屋なんかを廃止さ

れるような計画であれば、あまりお金を投入したくないというようなこともありま

すけども、どういう考えを持っておられるのか伺いたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

施設内にあるトイレは、現在業務委託を結んで定期的に清掃管理をしていただい

ております。また石段については、地元の方や愛好会などのボランティアにより清

掃が行われております。 

眺めの対策、よくする対策といたしまして、例えば眺望のいい場所としまして、

２,２００段付近を選定し、地権者の同意を得ながら間伐や伐採を進めてまいりた

いと思っております。 

以上です。 
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○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 少し補足をさせていただければと思います。 

休憩所あたりにもう予算がつかないというようなお話がございましたが、先ほど

その現時点での改修計画がないというのは、観光案内所でございます。要は公民館

の横の観光案内所は改修計画はございません。ただ、石段途中の休憩所あたりはこ

れは登られている方々が休憩される場所でありますので、そういったところはもち

ろん使いやすい、きれいな環境というのを維持していく必要があると考えておりま

す。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） 今最後に改修計画がないということでございましたけれども、

観光案内所だったところだと思いますけれども、そこはやはりトタンが赤さびてお

りますし、まだ水漏れは、雨漏りはないと思いますけれども、その上の部分だけで

もきちんとしておく必要は私はあると思います。やはりある程度のお金はかかりま

すけれども、まだその下の骨格の部分はきちんとしておりますので、そういったと

ころは、また町のほうで考えていただきたいというような考えを持っております。 

この石段が完成してもう３０年以上、先ほど話されましたけれども、ようやく今

になってこの賑わいを見せております。地域をあげて守り続けていくにふさわしい

日本一の石段であるかと思いますが、先人がどんな思いでつくり上げ、どのような

形をもってこの地域に浸透させようとされていたのか、その思いを感じ取って守っ

てこそ、町を引き継いだ人に課せられた宿命ではなかろうかと今思っております。

石段をよくするという考えを心に刻まれて、町長にはこの石段につきましても頑張

っていただきたいと思っているところです。 

次に、若者住宅関連について。宮の前団地の飲料水の状況について、町としての

今後の対策はいかがになっているでしょうか、お願いをいたします。 

○議長（吉田美好君） 下田企画情報課長。 

○企画情報課長（下田幸輔君） ご説明申し上げます。 

宮の前住宅団地における生活用水につきましては、平成２５年の団地造成に併せ

て、団地内に飲用水用の井戸を掘削しまして、世帯数１６戸への生活用水の供給を

行っております。ご質問の件につきましては、１月の議会全員協議会の中でも当該

団地の生活用水の状況と、不定期な濁りの発生と経過処置についてご報告をさせて

いただいているところでございます。 

まず、水道水の不定期な濁りの発生と経過につきましては、平成３０年、昨年の

４月に宮の前団地水道組合より、水の濁りに関する対応について要望がございまし

た。これを受けまして、同年５月に原水を採取しまして、全項目５１項目の検査を
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行い、貯水槽の清掃と団地内の配水管の各泥抜き栓を開栓しまして泥抜きを行い、

同年１０月に２回目の原水の全項目検査、そして貯水槽内の沈殿物の検査、貯水槽

清掃を行いまして、併せて各月ごと定期的に泥抜き栓の開栓を実施してきたところ

でございます。 

以上のように、年２回の水質検査を行いまして、年間の水質の変動を観察、井戸

の水質の内容を確定したところでございます。 

結果、家庭内で見られました黒褐色の濁りにつきましては、マンガンによる濁り

及び沈殿物の発生と判断いたしたところでございます。このため、本３月の補正予

算に対策費を計上いたしまして、原水ポンプの施設内にろ過機を設置しまして、住

宅団地内に居住されている方の生活の不安解消を図ることとしているところでござ

います。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） 水質基準値を上回るマンガン量である状況に対し、町としての

早急な判断であったと理解しております。この宮の前団地定住住宅団地水道施設改

修工事費ということで、昨日１,４８０万円の補正が決定されております。やはり

若者住宅であることを考えますときに、町としては将来を担う若い人たちの住宅で

ありますし、その子どもたちも育っていくわけでありますから、将来にわたって健

康被害がないようなこの処置が十分な対策であってほしいと思っております。今後

はこの美里町にとって、この中央地区にとりまして、砥用からのいろんな住宅をつ

くる場合です。砥用からの上水道を堅志田まで延長するか、この中央地区にもっと

きれいな水が必ずどこかにあります。あるところがあります。そういったところで

今後は探索、検討されて、若い人たちが住みやすい、この人口減少が起きないよう

なまちづくりを目指してほしいと思っております。 

次に、強靭化緊急対策事業につきまして質問をさせていただきます。 

国の強靭化緊急対策事業が発表され、県及び市町村にも通知があっていると思い

ますが、町に対する予算額はどうなっているのか。その事業、農業関係ではござい

ますけれども、その事業に対して、町でもまた別枠で補填する考えはあるのか伺い

たいと思います。 

○議長（吉田美好君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） ご説明申し上げます。 

重要インフラの緊急点検等を踏まえた防災減災国土強靭化のための緊急対策の中

で、農業用ハウス強靭化緊急対策事業が実施されることとなりました。平成３０年

度第２次補正では、国の予算は５億円で、現在では県や町に対しての配分は決まっ
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ておりません。平成３１年度当初予算でも５億円計上される予定で、平成３２年度

までの３カ年事業となっております。 

事業内容としましては、県が定める被害防止計画に基づき、老朽化等によって十

分な耐候性がなくなった農業用ハウスの補強や防風ネットの設置等に、２分の１以

内の補助を行うものでございます。実施主体は各生産部会を予定しております。 

現状としましては、各部会を通じて２月末で農家からの要望を取りまとめている

ところであり、現在、９件の事業費の申請が出ていると聞いております。事業費が

固まり次第、予算要求をさせていただきたいと思っているところでございます。 

また、要件を満たせば、町機械等導入補助制度によりまして１割以内の町の補助

金交付も可能であると考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） この強靭化対策事業につきましては、衆議院の先生方がきちん

と言われておりましたが、やはり熊本あたりのですね、県あたりの取り組みが最も

強かったんじゃなかろうかと思っているところでございます。やはりそういうする

ことによって、この農業が、今までもう農業をやめたいような若い人じゃなくても、

若い人であってもやめたいように考えておられた方が、その強靭化することによっ

てハウスなんかのハウスの構造あたりがですね強くなることによって、またこれは

台風ではやられない、もう本当にもうまだ今からずっとつくられるような感じを受

け止めておられるようなそういった感じをしております。この町には大きなメリッ

トにはなると思いますし、そうすることによってやる気を起こす若者も増えて、そ

の手助けをすることによって地域に貢献できる若い力、またさらには今後それに期

待し、私たちは頑張っていかなければならないんじゃなかろうかと思っております

が、この９名あたりしか出ていないということを考えますときに、やはりほかの方

策でまだ若い人が一生懸命農業をやろうとするということに対して、また町もこう

いった方策で申請したらいかがでしょうかということはもう本来は出てこないんで

しょうかですね。若い人たちが新しくするというのには別の補助金等があると思っ

ておりますけれども、その補助金等にはこの強靭化対策というのは取り入れられな

いんですかね。 

○議長（吉田美好君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） ご説明申し上げます。 

今回のこの農業用ハウスの強靭化緊急対策事業につきましては、既存のハウス、

そして長年使っておることによって耐候性が保たれなくなったものだけが対象でご

ざいますので、新しいハウスの導入等につきましては別の国なり、県の事業が活用
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できると考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） やはりこの強靭化対策事業が、この美里町にとって最高にため

になるような対策事業であってほしいということを思っております。やはり地域に

若い人たちがいろんなやる気を起こさなくなるような体制じゃなくて、やる気を起

こす、そういった姿勢で町としても取り組んでいただきたいと思っております。 

それでは、私の一般質問を終わります。 

○議長（吉田美好君） これをもちまして、吉田起登君の一般質問を終わります。 

ここでしばらく休憩します。再開を１時とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問の途中でしたので、一般質問を続けます。 

次に、１番、髙田美千子君の一般質問を行います。 

髙田美千子君。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） １番議席、髙田でございます。通告にしたがいまして、１点

目、防災減災について、２点目、景観の保全と美化について、３点目、高齢者施策

について質問をしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

さて、この春は元号改正という大きな節目のときです。４月１日に新元号が発表

され、５月１日から新しい元号の新時代が始まります。時代がどう変わろうとも、

みんなが安心して暮らせる平和な社会であってほしいと願うばかりです。 

振り返ってみますと、平成３０年は世界各地で、また日本列島でも自然災害が相

次いで発生し、多くの尊い命と大切な財産や安心な暮らしが奪われました。災害列

島とか災害級の猛暑とかいう言葉さえ生まれました。被災地における一日も早い復

興を心から祈るばかりです。 

一方、私たちにとりましても、熊本地震から間もなく３年目。まだまだ復興半ば

ではありますが、先日の熊本城マラソンには全国から１万４,０００人もの参加が

あり、熊本県民はとても元気づけられました。 

美里町でも町内２カ所の復興住宅が完成し、待ちに待った入居をされております。

しかし、まだまだ被災者の方の生活再建は十分とは言えません。これからも被災者
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の方たちに寄り添ったケアと支援がなされますようお願いいたします。 

さて、先日の関東周辺の巨大地震発生確率が高まったという報道を聞いて、再び

身近な災害が起きはしないかと不安を覚えた方たちも多かったのではないでしょう

か。防災について何ら深い造形を持たない私ですが、今、誰もが気がかりな点とい

たしまして、美里町における防災減災の取り組み状況についてお尋ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 防災減災につきましては、震災後、地域防災計画の見直しを目

的に初動対応、被災者支援、関係団体との連携、施設整備、自助・共助の対応など、

それぞれの項目において検証を行い対応をしてきたところでございます。例を挙げ

ますと、これまで２年に１回実施しておりました避難訓練を毎年実施することとし、

昨年１１月には県の防災訓練に参加させていただき、各地区の自主防災組織との情

報伝達訓練や職員参集訓練を行ったところでございます。 

また、プッシュ型物資の受け入れに対応できるよう集積機能を備えた備蓄倉庫も

整備しておりますし、そのほかにも飲料水以外の生活用水として活用できる耐震性

貯水槽や、平成３１年度予算（案）に計上しております非常用電源設備、消防車両

の整備など、緊急防災減災事業を有効に活用し、設備の充実、それから意識の向上、

周知を図っているところでございます。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） ご説明をいただきありがとうございました。ただいまお話の

中に出てきました備蓄倉庫につきましては、いざというときの住民の大きな支えに

なると思います。充実した備品倉庫となりますように期待をしております。 

防災におきましては、自助・共助・公助という言葉がよく聞かれますが、町の取

り組みは公助として、町民が等しく頼りとするところです。今後も町民の大事な命

と安心な暮らしを守る取り組みをお願いいたします。これからの防災を考えたとき、

自助・共助がより大事になってまいります。自分の命は自分で守る、地域のみんな

が協力し合って、お互いの命を守り合うということです。一人ひとりが防災意識を

持って、防災の知識を身につけることはとっても大事だと思います。私の住む集落

では、区長さんを中心に集落の防災計画が立ててあり、その活動として、大人も子

どもも参加して、年１回の消火訓練を行っております。消防団員の方のお話を聞き

ながら、消火栓からホースをつないで放水するまで自分たちでやっており、この消

火訓練体験は大変貴重だと思っております。ほかにも消防士を招いて救急救命講座

が実施されております。ほかの地域でも取り組みがなされていると思いますが、今

町内における自主防災組織の組織率と活動状況はどのようになっておりますでしょ

うか。また、今後自主防災組織の充実を図るための取り組みについてお尋ねをいた
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します。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

自主防災組織につきましては、平成２５年度から県の補助事業を活用いたしまし

て、その設立に向けた取り組みを始めているところでございます。本年２月１日現

在で５６団体、５６の自主防災組織に活動をいただいているところです。組織率に

つきましては、行政区の数の割合で見ますと約６５％ということになっております。

自主防災組織につきましては、今後も引き続き未設置地区への啓発と既設組織の活

性化を図りまして、防災訓練の実施や自主防災組織を主体とした地域住民の意識向

上を図ってまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） ありがとうございました。 

高齢者や要支援者がおられる地域におきましては、災害への不安もなおさら大き

いことと思います。各自主防災組織での防災訓練計画や、子どもも高齢者も参加で

きる防災教室とか防災セミナーなどの開催も検討していただけたら幸いです。 

では、次の質問に移ります。 

美里町では昨年、防災マップ保存版が全戸に配付されました。日頃の防災対策か

ら応急手当の仕方、自主防災組織や特別警報など、災害対策に関する詳細な役立つ

情報が満載されております。その内容がよく周知されて、防災への理解が深められ

るように、また各家庭においても有効に活用されることを期待するところです。 

ところで、高齢者や要支援の方たちにとっては、移動しやすいより身近な避難場

所が必要かと思います。そういう場所の安全の見直しも含めて、日々新しい防災情

報や環境の変化等もあるわけですので、今後の防災マップの見直しについてお考え

をお聞かせください。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

現在の防災マップにつきましては、平成２９年度に作成をいたしました。全戸に

配付をしているところでございますけれども、防災マップの内容につきましては、

まず何といっても危険箇所の情報だろうというふうに思っております。この危険箇

所につきましては、県のほうが平成３５年度までに土砂災害警戒区域の指定を完了

させるということにしておりますので、その状況、進捗状況を見ながら併せて防災

マップの見直しを考えてまいりたいと思います。 

また、その他防災に関するさまざまな情報も掲載させておりますので、状況の変
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化等を見ながら、見直すべきところは見直していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） ありがとうございました。将来にわたる防災の備えとしてお

尋ねをさせていただきました。 

防災に関する最後の質問は、防災士の育成についてです。先般参加いたしました

議員研修におきまして、防災士の資格を持った方とお話をいたしました。防災士と

いう資格については、そのときに知ったわけですが、身近に防災士がおられたら日

常的に防災に関する情報を聞かせてもらったりして、地域の防災力が向上するので

はないかと感じました。町には消防団の各分団があり、火災等の災害発生時には消

火活動や救助活動に頑張っておられます。今は春の消防点検を控えて、遅くまで練

習をされている姿には頭が下がります。女性消防隊の皆さんの活躍についても同じ

思いであります。 

一方、防災士の役割は、普段の防災意識の啓発活動や防災学習の指導者としての

活躍が期待されます。今、美里町に防災士が何名おられ、地域においてどのような

役割を果たしておられるのかわかりませんが、美里町に一人でも多くの防災士が誕

生し、活躍の場が生まれることは、防災減災における地域のパワーになるはずだと

思います。そこで、防災士の育成についてのお考えをお聞かせください。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

防災士の育成ということでのご質問でございます。 

まず、防災士の資格を取得することについて若干説明をさせていただきます。ま

ず、防災士の資格を取得するためには、日本防災士機構が認証した研修機関が実施

する防災士養成研修講座を受講していただいたのち、防災士資格試験を受験してい

ただくという手順になります。熊本県におきましては、県が主催します火の国防災

塾を受講していただきますと、必須科目の救急法を合わせまして講習修了者となり、

防災士資格試験を受験することができます。火の国防災塾は、自主防災組織のリー

ダー候補を受講生として推薦する市町村枠と、一般募集枠とがあります。本町に今

現在何名の防災士がおられるかは把握はしておりませんけれども、今後は火の国防

災塾の市町村枠を活用しながら、本町の防災士を増やしていく。そしてその方々が、

自主防災組織のリーダーとして活動していただく、そういうことも考えてまいりた

いと思っております。 

また、きょうの熊日新聞だったかと思いますが、他の自治体で町内の防災士会を
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結成したという記事がありました。本町も将来的にはそういうこともできればとい

うふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） ありがとうございました。 

美里町において、防災意識がどんどん向上して、みんなの自主防災組織が充実し

てくることを期待するところです。 

それでは、次の質問です。 

景観の保全と美化についてお尋ねをいたします。美里町を訪れた人は誰もが美里

町の美しい景観を褒めてくださいます。美里はうるわしの里、美しい里という町の

名前そのものが宝ですよと話された方がありました。今月の末には、緑川ダム湖畔

の桜フェスタが開催されますし、これからの季節はわざわざ町外から美里の桜を見

に来られる方も少なくはありません。ところが、その桜の木々が今ピンチだと感じ

ております。テングス病や何本ものカズラが巻き付いた桜、立ち枯れが心配な箇所

もあります。桜の木の管理について、町はどのような対策を行っておられるかお尋

ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

今議員が言われますとおり、町内の道路沿いとか植栽された桜が多くあります。

樹齢ももう５０年を経過して、テングス病やカズラを巻いた桜が目立ち始めており

ます。緑川ダム湖周辺については、あぜ道会等に依頼し駆除を行っております。被

害の大きい老木等につきましては、伐採し、更新しなければなりません。今後は関

係地区や緑川ダム管理所などと協議し、更新や間引きにより環境、景観が損なわれ

ないよう管理していきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） 車で通るときに見かけるんですが、佐俣周辺は特に佐俣の湯

がありますので、観光で訪れる方とか一般の方たち、大変頻繁に往来があるわけで

すけれども、あの周辺にやっぱり５０年、６０年経っている木かもしれませんけれ

ども、もうカズラが本当に巻き付いて、何とかしてあげたいなと思うような桜がず

っと並んでおります。それから、津留川沿いにおきましては、それほど老木という

のではないんですけれども、福祉センターとかあの周辺とか、みんなの家周辺の桜

においてもやっぱりカズラが巻き付いたりしているのもありますので、地区の方た

ちが本当だったら手入れをなさるところかもしれませんが、もうどちらも同じよう
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に手入れをしてくださる地区の方たちが高齢化ということで、なかなかそういう作

業も難しくなってきているという点もありますので、ぜひ町の方たちには見回りを

していただいて、そういう目立つ箇所につきましては手入れのほうを検討していた

だけたらと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 今そういった予算というものは確保してありません。ただ、町

の、例えば道路パトロールとかする中で、そういったところもちょっと見せていた

だいてといいますか、気をかけるようにさせていただいて、そして地区辺りとも話

し合って、そしてやっぱりしっかりとした景観が保たれるように、そういったどう

いうやり方がいいのかっていうのを、そのままにしておくのではなくて、そのまま

にしておいて枯れていく、あるいはカズラが巻いてもう見る影もなくなっている、

そういうことを待つのではなく、ただ見ておくのではなくて何か対応ができないか

っていうのは検討させていただきたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） 今、前向きに検討していただけるようお話がありました。あ

りがとうございます。やはり美里の桜は美観を誇る私たちの町の宝の一つだと思い

ますので、これからも管理をよろしくお願いいたしたいと思います。 

それでは、次の質問に移ります。 

さて、最近は空き家や空き地が徐々に増えている美里町ですが、長い間放置され

た結果、老朽化して倒壊の危険や空き家火災の心配がある家屋も見られます。空き

地につきましても雑草が覆い茂ってしまった箇所が目につきます。解体を依頼しよ

うにも長くなりますと所有者が確認できないというケースがこれから増えるのでは

ないかなと心配をしております。美里町の景観、美観の保持の面からも、その対応

についてお尋ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） まず、老朽化した家屋についてでございますが、現在美里町で

は美里町老朽危険空き家等除去推進事業といたしまして、空き家になって１年以上

経過した危険な家屋を対象に、解体費用の３分の２、上限１００万円の補助を行っ

ております。ちなみに平成３０年度の実績で、３０年度だけですね、平成３０年度

の実績で４件がこの事業を使ってもう既に解体をされております。 

次に、空き地についてでございますが、農地であれば、農地であればさまざまな

補助事業がございます。荒れていたらそれをまた農地に戻すとか、そういう補助事

業がございますが、これが宅地あるいは雑種地でございますと非常に対応が難しく

なってまいります。空き家もこれ同じなんですが、本来は持ち主がいらっしゃるわ
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けであります。持ち主がいらっしゃるということはその方の財産になるわけであり

ます。であるならば、やはりその持ち主が第一義的な責任を負って管理をしなけれ

ばなりません。とは言え、先日これはもうテレビやニュースやあるいは新聞でもあ

りましたけども、熊本市が所有者不明の危険家屋を市が負担をして、そして解体す

るという、行政代執行というものがニュースになっておりました。本町におきまし

ても、所有者が不明になっている物件もあると思います。あるいは家や土地といっ

た財産を放棄をされている、全くその他の町村、あるいは全然違う都道府県に住ん

でらっしゃって全く管理をされないというような形で荒れている物件があるという

ことも把握をしております。しかしながら、現行法の下では、そのような物件に対

して即効性のある有効な手立てがないというのが実情です。例えば、景観に悪いか

らここを勝手に、前もって切っておこうと。切ったあとに持ち主が来て何で切った

んだというような話になってもいけませんし、その持ち主がわからない家屋を勝手

に、例えば解体しとって、あの財産は必要だったと言われてもこれはいけません。

非常に難しいような状況でございますし、いろいろな対応の仕方があるというふう

に思っております。そういった中で、地区に、あるいはそれぞれの地区にそのよう

な物件があって、地区での対応がなかなか取り合ってくれないとか、これはもうず

っと遡って、誰が所有しているのかというところから調べねばならないとか、そう

いう地区での対応が困難な場合は、ぜひ町の建設課のほうにご一報いただければと

いうふうに思います。個別個別に対応を、しっかりと対応をさせていただいて、そ

ういう、例えば遡って所有者を調べる、あるいはそういう方々にあたる、そういっ

た対応を取らせていただきたいと思っております。 

ただ、例えば、所有者までたどり着いても、なかなかご理解をいただけずに解体

ができないというような場合があるというのも現実でございます。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） ご説明いただいてありがとうございました。 

こういった問題は美里町のみでなく、近隣の市町村もそうですけど、全国的に今

から多くなってくる課題だと思いますので、きっと今後検討されて、そういった解

決の仕組みづくりみたいなのもまたできてくるんではないかと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

次に移ります。 

最近は、若者の間でインスタ映えという言葉が流行っておりますが、美里町にも

インスタスポットといいますか、そういう景観のいい観光施設や観光箇所がたくさ

んあります。町を訪れる多くの人たちがそれぞれ観光を楽しんだり、イベントや交

流を楽しんだりされております。訪れた多くの方たちがより満足して帰っていただ



 － 95 － 

けるように、そういった観光施設の周辺のごみやトイレの整備、雑草の手入れなど

はきちんとなされているか。美観を損なうものはないかなど、町は観光箇所等の美

観の維持について、どのように取り組んでおられるかをお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

観光施設に対しては、観光施設のある対象地区等と委託契約を締結し、施設の維

持管理を行っていただき、景観維持に努められております。メインであります石橋、

石段については、ボランティアによる清掃活動及びその利用者からの情報により、

職員が対応するということにしております。 

しかしながら、将来的には人口減少、当然ながら高齢化等の要因で契約の履行と

いうのも非常に困難になると予想されます。将来的には民間委託等というのも必要

かと考えております。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） これからも職員の方が定期的ということではありませんけど、

町のそういったスポットを巡回されまして、美観維持の手立てを絶やさずに続けて

いただきたいと思っております。そして、いつまでもこの美しい美里町の美観、景

観が守られて、次世代に伝わることを願っております。 

それでは、次の質問をさせていただきます。 

昨年１０月から実施をされました美里バスは、高齢化が進む美里町の５年、１０

年先、もっとその先を見据えた持続可能な公共交通網の構築を目指してスタートし

ました。不具合があれば改善を図りながら、より成熟した公共交通に育てていくと

いう町の考えが示されております。しかし現在、聴力が低下して電話の対応が困難

な方や足腰が弱くなった方たちにとっては、バスの予約や路線バスへの乗り換えが

難しいという声も多く、町も対策を検討されているところだと思います。一日も早

く課題を集約していただき、対策を講じていただきたいと願っているところです。 

そのような状況も踏まえまして、次に高齢化施策についての質問をさせていただ

きます。 

個人差はありますけれども、誰でも高齢になると心身機能が低下して、暮らしに

不便さが出てきます。大事なのは自分でできることは自分で、頑張っていただきな

がら、それが無理になったときは周りが支援をするということです。周りのちょっ

とした支援がその方の、周りのちょっとした支援でその方の自立した在宅生活が継

続できる、そういう高齢者の皆さんが今の美里町にはたくさんおられます。 

そこでお尋ねをいたします。後期高齢者といわれる７５歳以上の方は、現在町内

にどのくらいおられますでしょうか。また、支援を必要とされている高齢者に対し
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て、どのような在宅支援のサービスが提供されていますでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（吉田美好君） 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） ご説明申し上げます。 

本町で７５歳以上の方は、本年１月末現在において２,５８３名おられます。ま

た、支援を必要とされる方々に対しまして、本町では美里町生活支援体制整備事業

を行っております。この事業は、介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して

暮らし続けるため、介護保険による自立支援だけではなく、地域における互助支援

を推進し、地域住民が主体となった生活支援、介護予防サービスが図られるように、

地域全体で高齢者の生活を支える支援体制づくりを推進しております。 

また、生活ボランティアを養成するため、美里町生活支援ボランティア、当然見

守りも入っております。養成講座を行っております。この講座は平成２８年度から

始まり、現在までに２３名の方が受講され認定されております。養成講座を受講さ

れた方が、生活支援サービスを必要としている方に、生活支援サービスの提供を行

っております。生活支援サービスの内容としては、買い物支援、ごみ出し支援、見

守り支援、ほかにも全般的な日常生活の支援を行うことができます。なお、平成３

０年度の実績としまして、ごみ出し支援、リサイクルも含みます、８件ございまし

た。買い物支援、１件ございました。布団干し等の支援、１件です。計の１０件の

支援が行われております。また、生活支援のサービスの要望等につきましては、美

里町包括支援センターで行っております。 

今後の課題等につきましては、関係機関と連携を今以上に密にとり、生活支援サ

ービスの必要な方の掘り起し及び生活支援サービスの内容の検討等を行っていきた

いと思っております。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） ありがとうございました。 

制度が移行するときは、新しい制度に馴染むまで何らかの経過的な支援が必要で

す。制度の狭間で暮らし辛さが生まれないように、支援を必要とされている方たち

に町の在宅支援のサービスが、今ご説明いただきましたようにいろいろあることを

しっかり周知されますようお願いいたします。その方に合った適切なサービス利用

で、自立した安全で安心な暮らしが継続されます。 

先日、買い物に行けない高齢者の方たちの応援をしていますという方のお話を聞

きました。これからの時代にとって大事な地域の自助・共助の形だと思いました。

支援を必要とされている方たちの高齢者の在宅生活を支える新しいサービスのあり
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方について、みんなで知恵を出し合って考えなければならない時代がきていると感

じたところです。 

それでは、最後の質問になります。 

現在福祉課が取り組んでおられる百歳体操について質問させていただきます。 

この体操の効果や実施の方法、各地域の取り組み状況についてお尋ねをいたしま

す。 

○議長（吉田美好君） 中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） ご説明申し上げます。 

本町では、高齢になっても住み慣れた地域で元気に暮らせるように、生き甲斐づ

くり、健康づくりを目的とした事業を行っております。しかし、今後これまで以上

に少子高齢化が進むと考えられる中、つながりのある地域づくりが必要と考えられ

ます。そのため、平成３０年度から住民主体によるいきいき百歳体操による通いの

場を立ち上げに取り組みました。また、通いの場を立ち上げるために週１回以上の

集まり、町内在住及び半数は６５歳以上、５名以上の集まりなどの決まりがござい

ます。なお、平成３０年度モデル地区につきましては、希望地区１５カ所ありまし

たが、年度内開催は６カ所、９カ所については平成３１年度開催となっております。

通いの場を立ち上げることにより、体力増強だけではなく、地域の人々との触れ合

いをとおして、社会的孤立の防止、生き甲斐づくり、見守り、認知症予防等につな

がると考えております。 

また、百歳体操の効果といたしましては、通いの場を１１月から開設し、３カ月

の実施期間を終了された方、１１名を対象に体力測定を行った結果、１１名中７名

の方が握力、片足立ち、歩行速度等の項目で、当初の測定を上回る結果となってお

ります。体の動きが楽になった、筋力アップを実感するなど、体力面の向上をした

とおっしゃる方々がたくさんおられました。また、体力面だけではなく、外に出る

機会が増えた、みんなと話すことが楽しいなどの精神的な安堵感を覚える方もいら

っしゃいました。 

このように地域の方々とのつながりの強化にもなっていると思われます。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 髙田君。 

○１番（髙田美千子君） ますます少子化、高齢化が加速する中、高齢化率は現在県内

３位の美里町です。あと５、６年もしますと、団塊世代が後期高齢者の仲間入りを

果たし、２人に１人が高齢者という時代がやってまいります。健康保険料や介護保

険料が今よりさらに高くならないようにするためにも、介護予防がますます大事に

なってまいります。百歳体操のような筋力保持、健康維持のための運動や、地域の
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コミュニケーションづくりなどさまざまな活動に積極的に取り組むことが、自分自

身の自立した暮らしの実現につながります。一人ひとりと地域、行政が一体となっ

て、高齢化の波に負けないまちづくりがこれから進められることを願っております。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（吉田美好君） これをもちまして、髙田美千子君の一般質問を終わります。 

以上で、通告されておりました一般質問は全部終了をしました。 

これで一般質問を終わります。 

ここでしばらく休憩します。再開を２時００分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時３９分 

再開 午後２時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） それでは、再開します。 

皆さんにお諮りします。 

日程第２、議案第１４号、平成３１年度美里町一般会計予算から、日程第８、議

案第２０号、平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算までの７案件について

を、一括して議題といたしまして、本日は内容説明のみを行い、質疑・討論・採決

は最終日に行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、日程第２、議案第１４号から、日程第８、議案第２０号までの

７案件を一括して議題とし、本日は内容説明のみ行い、質疑・討論・採決は最終日

に行うことに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第１４号 平成３１年度美里町一般会計予算 

日程第３ 議案第１５号 平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算 

日程第４ 議案第１６号 平成３１年度美里町土地取得特別会計予算 

日程第５ 議案第１７号 平成３１年度美里町介護保険特別会計予算 

日程第６ 議案第１８号 平成３１年度美里町生活排水特別会計予算 

日程第７ 議案第１９号 平成３１年度美里町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第８ 議案第２０号 平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算 

○議長（吉田美好君） それでは、日程第２、議案第１４号から、日程第８、議案第２

０号までを一括して議題とします。 

まず、議案第１４号、平成３１年度美里町一般会計予算の内容説明を求めます。



 － 99 － 

吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） 議案第１４号につきましてご説明申し上げます。 

別冊の一般会計予算書の１ページをお開き願います。 

議案第１４号、平成３１年度美里町一般会計予算。 

平成３１年度美里町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７７億１,３

００万円とする、と定める。 

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

債務負担行為。第２条、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規

定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第

２表 債務負担行為」による。 

地方債。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

一時借入金。第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は１５億円と定める。 

歳出予算の流用。第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳

出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

７ページをお開き願います。 

第２表、債務負担行為でございます。 

総合行政システムサーバー機器リース料（平成３１年度契約更改分）、住民基本

台帳ネットワーク機器等リース料（平成３１年度契約更改分）、学校ＩＣＴ環境保

守委託料（励徳小）、以上３事項の債務負担行為を設定いたしております。期間及

び限度額につきましては、記載のとおりでございます。 

次に、８ページでございます。 

第３表、地方債でございます。 

臨時財政対策債から、９ページの一番最後でございます。過年発生農地農林施設

等補助災害復旧事業まで、合計２５事業、限度額の総額１０億５,７３３万円の地

方債を予定いたしております。目的ごとの限度額、起債の方法、利率、償還の方法



 － 100 －

につきましては、記載のとおりでございます。 

１２ページをお開き願います。 

歳入歳出予算事項別明細書の２、歳入でございます。 

始めに町民税でございます。町民税につきましては、前年度比２,０７０万円増

の３億４９０万１,０００円を計上いたしております。次に、固定資産税につきま

しては、前年度比３１３万３,０００円減の４億３,３５９万２,０００円を計上い

たしております。 

１３ページをお開き願います。 

上から５つ目の枠でございます。３１年度から新たに創設されます森林環境譲与

税につきましては８３２万５,０００円を計上いたしております。 

１４ページをご覧願います。 

２つ目の枠でございます。地方消費税交付金につきましては、一般財源分を１億

５４万４,０００円、社会保障分を８,５９８万７,０００円計上いたしておりま

す。 

１５ページをお開き願います。 

２つ目の枠でございます。こちらも３１年度新たに創設されたものでございま

す。環境性能割交付金につきまして７３４万１,０００円を計上いたしておりま

す。 

次に、同じページの４つ目の枠でございます。地方交付税につきましては、普通

交付税を２７億４,９６８万８,０００円、特別交付税を１億３,０００万円それぞ

れ計上いたしております。 

１６ページをご覧願います。 

上から２つ目の枠でございます。款の１３使用料及び手数料、項の１使用料、目

の４観光使用料の森林体験公園施設使用料につきましては５,２５０万円を見込ん

でおります。 

１９ページをお開き願います。 

上から２つ目の枠でございます。款の１４国庫支出金、項の１国庫負担金、目の

５災害復旧費国庫負担金の節の１公共土木施設災害復旧費負担金につきましては、

平成２８災豪雨分、平成３０年災害分、合わせまして１億３,１０２万円を計上い

たしております。 

次に、同じページの３つ目の枠でございます。款の１４国庫支出金、項の２国庫

補助金、目の２民生費国庫補助金のプレミアム付商品券事務費補助金につきまして

は４０９万２,０００円を計上いたしております。 

２０ページをご覧願います。 
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１つ目の枠でございます。款の１４国庫支出金、項の２国庫補助金、目の３衛生

費国庫補助金の緊急風しん抗体検査事業補助金につきましては１５２万５,０００

円を計上いたしております。 

２１ページをお開き願います。 

２つ目の枠でございます。款の１５県支出金、項の２県補助金、目の１総務費県

補助金の平成２８年熊本地震復興基金交付金につきましては、被災宅地復旧支援事

業、すまいの債権支援事業などに係る交付金としまして４,９４９万３,０００円を

計上いたしております。 

２３ページをお開き願います。 

款の１５県支出金、項の２県補助金、目の４農林水産業費県補助金の農用地等災

害復旧事業補助金につきましては、２８災分、２９災分、３０災分合わせまして２

億７,４７３万４,０００円を計上いたしております。 

２６ページをお開き願います。 

２つ目の枠でございます。款の１６財産収入、項の２財産売払収入、目の２物品

売払収入の立木売払収入につきましては、町有林の立木売払分といたしまして４０

０万円を計上いたしております。 

２７ページをお開き願います。 

１つ目の枠でございます。款の１７寄附金、項の１寄附金、目の１一般寄附金の

ふるさと応援寄附金につきましては、前年同額の１,０００万円を計上いたしてお

ります。 

２つ目の枠でございます。款の１８繰入金、項の１基金繰入金、目の１基金繰入

金につきましては、財政調整基金繰入金から公共施設整備基金繰入金まで合わせま

して４億９,５８２万７,０００円を計上いたしております。 

３１ページをお開き願います。 

３１ページにつきましては、町債でございます。町債につきましては、総額１０

億５,７３３万円を借り入れる予定といたしております。 

次の３２ページからは、３、歳出となっております。 

３３ページをお開き願います。 

上の枠でございます。議会費でございます。節の１５工事請負費の議会議場音響

設備等改修工事につきましては、機器の不具合を改修するため２,１２０万円を計

上いたしております。 

３６ページをお開き願います。 

款の２総務費、項の１総務管理費、目の１一般管理費、節の１３委託料でござい

ます。下から４つ目です。会計年度任用職員システム構築委託料３９６万円につき
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ましては、２０２０年４月施行に向けて新たに電算システムを構築する経費でござ

います。 

３９ページをお開き願います。 

款の２総務費、項の１総務管理費、目の３財政管理費、節の２５積立金の地域振

興基金積立金につきましては、普通交付税の合併算定替えの縮減額に相当する分２

億２１３万１,０００円を計上いたしております。 

４１ページをお開き願います。 

款の２総務費、項の１総務管理費、目の５財産管理費の節の１５工事請負費の中

央庁舎非常用電源整備工事につきましては５,５４０万円を計上いたしておりま

す。その次の喫煙所整備工事費２５０万円につきましては、本年７月１日に施行さ

れます受動喫煙対策の強化に伴い、喫煙所の整備を図るものでございます。 

４３ページをお開き願います。 

款の２総務費、項の１総務管理費、目の６企画費の節の１３でございます。下か

ら２つ目、第２期総合戦略策定支援業務委託料６０９万４,０００円につきまして

は、２０２０年度からの第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するための

経費でございます。それから、その下でございます。美里バス運行改善支援業務委

託料２２５万円につきましては、課題の整理あるいは拠点のダイヤ等の検討を行う

ものでございます。 

４４ページをご覧願います。 

節の１９負担金、補助及び交付金の下から６つ目でございます。美里バス運行費

補助金につきましては１,８４５万６,０００円を計上いたしております。それか

ら、一番下でございます。地方創生移住支援事業補助金１００万円につきまして

は、首都圏からの移住世帯を支援するものでございます。 

６１ページをお開き願います。 

款の３民生費、項の１社会福祉費、目の３障害者福祉費、節の１３委託料の宇城

圏域基幹相談支援事業委託料１,３７６万８,０００円につきましては、総合相談あ

るいは専門相談を柱とする機関相談、支援センターの設置に係る経費でございま

す。 

６５ページをお開き願います。 

款の３民生費、項の１社会福祉費、目の８プレミアム付商品券事業費につきまし

ては、消費税率引き上げに伴います低所得者、子育て世帯への影響緩和、消費喚起

を目的としたプレミアム商品券事業の事務費といたしまして４０９万２,０００円

を計上いたしております。 

６９ページをお開き願います。 
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款の４衛生費、項の１保健衛生費、目の１保健衛生総務費、節の１９負担金、補

助及び交付金の骨髄等移植ドナー支援助成金１４万円につきましては、日本骨髄バ

ンクが実施する事業において骨髄等を提供した人への助成金として計上をいたして

おります。 

次に、同じページの目の２予防費につきましては、風しんの抗体保有率が低い年

齢層の対策といたしまして、合計４０４万６,０００円を計上いたしております。 

７４ページをお開き願います。 

款の５農林水産業費、項の１農業費、目の４農業振興費の節の１３委託料でござ

います。農業振興地域整備計画作成支援業務委託料３４１万円につきましては、同

計画の見直しに係る、５年ごとの見直しに係るものでございます。 

７８ページをお開き願います。 

款の５農林水産業費、項の１農業費、目の６農地費の節の１９負担金、補助及び

交付金の農業農村整備事業負担金７,００８万円につきましては、特定農業用管水

路等特別対策事業、中山間地域総合整備事業、農村地域防災減災事業に係る負担金

でございます。 

８１ページをお開き願います。 

款の５農林水産業費、項の２林業費、目の２林業振興費の節の１３、林地台帳地

図等整備業務委託料３５０万円、森林整備計画業務委託料３１０万円につきまして

は、森林整備等への対応経費といたしまして計上いたしております。 

それから、同じページの節の１９負担金、補助及び交付金の一番下でございま

す。林業用機械等導入助成金３００万円につきましては、森林整備等に対応するた

め、機器導入に対する補助金制度を創設するものでございます。 

同じページの目の３造林事業費、節の１３委託料でございます。町有林造成事業

委託料６１０万円につきましては、山ノ神町有林に係るものでございます。 

８４ページをお開き願います。 

款の６商工費、項の１商工振興費、目の１商工振興費、節の１９負担金、補助及

び交付金の地域通貨補助金につきましては、プレミアム分を２０％するための経費

としまして６００万円を計上いたしております。 

８５ページをお開き願います。 

款の６商工費、項の１商工振興費、目の２観光振興費の節の１５工事請負費につ

きましては、いや川水源屋外トイレ解体工事費を１０８万円、オートキャンプ場電

源工事費を１７２万円、オートキャンプ場水道工事費を５０万円それぞれ計上いた

しております。 

８９ページをお開き願います。 
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款の７土木費、項の１土木管理費、目の１土木総務費の節の１９負担金、補助及

び交付金の一番下でございます。危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金につき

ましては、１５件分の３００万円を計上いたしております。 

９０ページをご覧願います。 

款の７土木費、項の２道路橋梁費、目の２道路維持費、節の１５工事請負費の町

道維持工事につきましては、町道７路線分の３,５００万円。それからその下の社

会資本整備総合交付金事業につきましては、町道２路線分の５,２００万円をそれ

ぞれ計上いたしております。 

９１ページをお開き願います。 

款の７土木費、項の２道路橋梁費、目の３道路新設改良費、節の１５工事請負費

につきましては、社会資本整備総合交付金事業、町道改良工事、道整備交付金事業

合わせまして２億８,４５０万円を計上いたしております。 

次に、同じページの目の４橋梁維持費、節の１５工事請負費の社会資本整備総合

交付金事業５,２００万円につきましては、２カ所の橋梁の補修に係る経費でござ

います。 

９３ページをお開き願います。 

款の７土木費、項の４住宅費、目の１住宅管理費、節の１５工事請負費の社会資

本整備総合交付金事業（応急仮設住宅利活用事業）につきましては、中央復興団

地、くすのき平復興団地における合築内部改修等の経費といたしまして１億２,８

７２万円を計上いたしております。 

９４ページをご覧願います。 

款の８消防費、項の１消防費、目の１非常備消防費、節の１５工事請負費の防火

水槽整備工事費につきましては、町内２カ所に設置予定の工事費としまして１,３

２０万円を計上いたしております。次に、節の１８備品購入費の消防車両購入費

（小型ポンプ含）につきましては、消防車両１０台分の更新費としまして６,２４

８万円を計上いたしております。 

９５ページをお開き願います。 

款の８消防費、項の１消防費、目の４災害対策費の節の１１需用費の消防品費

（備蓄品）１３２万円につきましては、災害用の備蓄品といたしまして食料、飲料

水等を購入する経費でございます。次に、同じページの節の１３委託料につきまし

ては、熊本地震記録誌作成業務委託料（復興基金）としまして５００万円を計上い

たしております。 

９６ページをご覧願います。 

上の枠でございます。款の８消防費、項の１消防費、目の４災害対策費、節の１
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９負担金、補助及び交付金の地域防災力強化促進事業補助金（復興基金分）９５万

円につきましては、自主防災組織の設立、活性化を支援するものでございます。そ

の下でございます。被災宅地復旧支援事業補助金（復興基金分）４,４８０万円に

つきましては、２０件分の経費として計上をいたしております。 

次に、９９ページをお開き願います。 

款の９教育費、項の１教育総務費、目の２事務局費の節の１３委託料の下から３

つ目でございます。学校ＩＣＴ機器環境整備委託料、その下の学校ＩＣＴ支援業務

委託料、１００ページの学校ＩＣＴ環境保守委託料、それから１００ページの節の

１４使用料及び賃借料の一番下でございます。学校ＩＣＴ環境ソフトウェア使用

料、その次の節の１８備品購入費の学校ＩＣＴ機器購入費につきましては、励徳小

学校のＩＣＴ関連事業費としまして、合わせて１,５０５万５,０００円を計上いた

しております。 

１０８ページをお開き願います。 

款の９教育費、項の２小学校費、目の１学校管理費、節の１５工事請負費につき

ましては、中央小学校管理棟の改修及び駐車場の舗装工事、砥用小学校のプールの

配管、体育館の改修等、それから学校間の遠隔授業用のＬＡＮ工事費などを合わせ

まして１,１４７万円を計上いたしております。 

１１５ページをお開き願います。 

款の９教育費、項の３中学校費、目の１学校管理費、節の１５工事請負費につき

ましては、中央中学校の自転車置き場の改修工事、砥用中学校の防球ネット改修工

事、合わせまして４９８万円を計上いたしております。次に、同じページの節の１

８備品購入費につきましては、砥用中学校用のスクールバス購入費といたしまして

７４０万円を計上いたしております。 

１１９ページをお開き願います。 

款の９教育費、項の４社会教育費、目の１社会教育総務費、節の１５工事請負費

の文化交流センター駐車場整備工事１,１００万円につきましては、駐車スペース

を拡張するものでございます。 

１２１ページをお開き願います。 

款の９教育費、項の４社会教育費、目の２公民館費、節の１５工事請負費につき

ましては、中央公民館給水設備改修工事費としまして８００万円を計上いたしてお

ります。 

１２６ページをお開き願います。 

款の９教育費、項の５保健体育総務費、目の２体育施設費の節の１３委託料につ

きましては、下から３つ目でございます。総合運動公園グラウンドトイレ改修工事
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設計業務委託料を１２０万円、カントリーパークトイレ改修工事設計業務委託料を

１９２万円、カントリーパークテニスコート改修工事設計業務委託料を３３０万円

それぞれ計上いたしております。 

１２７ページをお開き願います。 

２つ目の枠でございます。款の１０災害復旧費、項の１農林水産業施設災害復旧

費、目の１農用地等災害復旧費の節の１５工事請負費につきましては、農用地等の

災害復旧工事としまして３億円を計上いたしております。 

１２８ページをご覧ください。 

上の枠でございます。款の１０災害復旧費、項の１農林水産業施設災害復旧費、

目の２林業施設災害復旧費の節の１５工事請負費の林道施設等災害復旧工事（過年

災）につきましては２,５００万円を計上いたしております。 

次に、２つ目の枠でございます。款の１０災害復旧費、項の２公共土木施設災害

復旧費、目の２国庫負担災害復旧費、節の１５工事請負費につきましては、災害復

旧工事費といたしまして１億７,５６０万円を計上いたしております。 

１２９ページをお開き願います。 

１２９ページは公債費でございます。公債費につきましては、町債償還元金、そ

れから町債償還利子、一時借入金利子、合わせまして９億８,７５６万９,０００円

を計上いたしております。 

１３０ページから１４８ページまでは付属資料となっております。 

以上で、議案第１４号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議案第１４号、平成３１年度美里町一般会計予算の内

容説明を終わります。 

次に、議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算の説明を求

めます。松永健康保険課長。 

○健康保険課長（松永栄作君） 議案第１５号についてご説明申し上げます。 

別冊の議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算書の１ペー

ジをご覧願います。 

議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算。 

平成３１年度美里町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３億３,０

５０万４,０００円と定める。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

一時借入金。第２条、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は２,０００万円と定める。 
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歳出予算の流用。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

第１号、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

予算の詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書により主なものについて

ご説明いたします。 

７ページをお開き願います。 

歳入歳出予算事項別明細書の２、歳入でございます。 

第１款、第１項国民健康保険税は、県から示されました納付金、標準保険料率算

定結果を参考にし、納付金の納付に必要な保険料総額、標準的な収納率、保険税軽

減の見込みを基に見積もっております。第１目一般被保険者国民健康保険税につき

ましては、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の現年課税分、滞納

繰越分を合わせまして２億１,９８６万４,０００円を計上しております。第２目退

職被保険者等国民健康保険税につきましては、実際の被保険者で算定した収納予定

額により１６万９,０００円を計上しております。 

次に、８ページをご覧ください。 

上から３つ目の枠になります。第３款、第２項国庫補助金につきましては、制度

改正に伴うシステム改修に対する補助金としまして２５万３,０００円を計上して

おります。 

次の枠の第１項国庫負担金につきましては、平成３０年度の国民健康保険制度の

改革により、県が受け入れることとなり、平成３０年度予算までは過年度分精算に

伴う受け入れ枠として計上しておりましたが、平成３１年度予算において廃項とし

ております。 

次の枠の第４款、第１項県負担金の第１目保険給付費等交付金につきましては、

第１節におきまして保険給付に必要な費用を県が負担する普通交付金としまして９

億５,１１０万６,０００円を計上しております。第２節におきまして、特別交付金

としまして４,２１９万円を計上しております。 

次に、９ページをお開き願います。 

２つ目の枠になります。第６款、第１項の第１目一般会計繰入金につきましては、

第１節事務費繰入金から第４節財政安定化支援事業繰入金まで、計１億４１８万３,

０００円を計上しております。 

次に、１０ページをご覧ください。 

一番下の枠になりますが、療養給付費等交付金につきましては、平成３０年度の



 － 108 －

国民健康保険制度の改革により県が受け入れることとなり、平成３０年度予算まで

は過年度分精算に伴う受け入れ枠として計上しておりましたが、平成３１年度予算

において廃款としております。 

次に、１１ページをお開き願います。 

３、歳出でございます。 

まず、第１款、第１項総務管理費につきましては、国民健康保険事業の一般的な

管理運営費用でございますが、第１目一般管理費と第２目連合会負担金で計８３６

万円を計上しております。 

次に、１２ページをご覧ください。 

３つ目の枠になります。第２款保険給付費、第１項療養諸費につきましては、被

保険者の医療の給付に要する経費になりますが、平成３０年度における実績と直近

４年間の医療費の伸び率によりそれぞれの区分ごとに推計し、第１目一般被保険者

療養給付費から第５目審査支払手数料まで、計８億２,３０１万６,０００円を計上

しております。 

次に、１３ページをお開き願います。 

一番上の枠になります。第２項高額療養費につきましては、第１項療養諸費と同

様の方法により見積もり、第１目から第４目まで、計１億３,０９９万円を計上し

ております。 

次に、１４ページをご覧願います。 

２番目の枠でございます。第３款国民健康保険事業納付金、第１項医療給付費分

につきましては、医療の給付に係る県への納付金になりますが、県の算定により第

１目と第２目合わせまして、計２億５,５４０万５,０００円を計上しております。 

次の枠でございますが、第２項後期高齢者支援金等分につきましては、後期高齢

者医療の支援金に係る県への納付金になりますが、同様に県の試算により第１目と

第２目合わせまして、計５,８６７万円を計上しております。 

１５ページをお開き願います。 

一番上の枠でございます。第３款、第３項介護納付金につきましては、介護納付

金に係る県への納付金になりますが、同様に県の算定により１,６６２万８,０００

円を計上しております。 

次に、同ページの一番下の枠でございます。第５款、第１項特定健康診査等事業

費につきましては、受診者を１,３００人と見積もり１,２０１万７,０００円を計

上しております。 

次に、１６ページの２つ目の枠でございます。第５款、第２項保険事業費につき

ましては、第２目疾病予防費におきまして、未受診者の訪問指導及び特定保健指導
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に従事する管理栄養士等の非常勤職員に係る費用をはじめとする疾病予防に関する

諸費用を９４４万６,０００円計上しております。なお、本事業に係る特定財源と

して、特別調整交付金（市町村分）に含まれますヘルスアップ事業の助成金を見込

んでおります。 

１８ページをお開き願います。 

予備費につきましては１,１１０万９,０００円を計上しております。 

１９ページ以降につきましては、予算に関する付属資料でございます。 

以上で、議案第１５号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特別

会計予算の内容説明を終わります。 

次に、議案第１６号、平成３１年度美里町土地取得特別会計予算の説明を求めま

す。吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） 議案第１６号につきましてご説明申し上げます。 

別冊の土地取得特別会計予算書の１ページをお開き願います。 

議案第１６号、平成３１年度美里町土地取得特別会計予算。 

平成３１年度美里町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８,０００円

と定める。 

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

歳入歳出予算事項別明細書の２、歳入でございます。 

財産収入につきましては、土地開発基金利子を７,０００円計上いたしておりま

す。 

それから２つ目の枠、繰越金につきましては、前年度繰越金を１,０００円計上

いたしております。 

次に３、歳出でございます。 

款の１諸支出金につきましては、土地開発基金利子繰出金を７,０００円、２つ

目の枠の予備につきましては１,０００円を計上いたしております。 

以上で、議案第１６号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議案第１６号、平成３１年度美里町土地取得特別会計

予算の内容説明を終わります。 

次に、議案第１７号、平成３１年度美里町介護保険特別会計予算の説明を求めま
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す。中村福祉課長。 

○福祉課長（中村武志君） 議案第１７号についてご説明申し上げます。 

別冊、平成３１年度美里町介護保険特別会計予算書、１ページをお開きください。 

議案第１７号、平成３１年度美里町介護保険特別会計予算。 

平成３１年度、美里町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８億１,１

０１万４,０００円と定める。 

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

一時借入金。第２条、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第

２項の規定による一時借入金の借入の最高額は１億円と定める。 

歳出予算の流用。第３条、地方自治法２２０条第２項ただし書の規定により歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

第１号、各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

６ページをお願いいたします。 

２の歳入につきましてご説明いたします。 

款１、項１、目１第１号被保険者保険料３億１,７９１万６,０００円を計上して

おります。節１第１号被保険者特別徴収保険料について、およそ４７０人、２億

８,８８９万５,０００円。節２第１号被保険者普通徴収保険料については、およそ

１１０人、２,８９２万１,０００円。節３滞納繰越分普通徴収保険料は１０万円を

計上しております。 

３段目の枠をお願いいたします。款３国庫支出金でございます。項１、目１介護

給付費負担金２億９,４７０万８,０００円を計上しております。主に介護サービス

等給付費等の事業を行うための交付金です。 

次の枠をお願いいたします。款３国庫支出金です。主に介護サービス等給付費、

介護予防事業及び総括的支援事業を行うための国庫支出金です。項２、目１調整交

付金１億６,２４３万８,０００円、同じく目２地域支援事業交付金（介護予防・日

常生活支援総合事業）１,７７９万４,０００円、同じく目３地域支援事業交付金

（介護予防・日常生活支援総合事業以外）１,５３７万１,０００円、同じく目９保

険者機能強化推進交付金５０万円を計上しております。この５０万円の交付金は、

高齢者の自立、重度化防止等に関する取り組みを支援するための交付金です。 

７ページをお願いいたします。 
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４支払基金交付金です。項１、目１介護給付費交付金４億４,７５８万９,０００

円、同じく目２地域支援交付金１,９２１万７,０００円を計上しております。主に

介護サービス等給付費等及び介護予防の事業を行うための交付金です。 

続きまして、款５県支出金です。項１、目１介護給付費負担金２億４,４０５万

７,０００円を計上しております。主に介護サービス等給付費等の事業を行うため

の県支出金です。 

５段目、最後の枠をお願いいたします。款７繰入金です。項１、目１介護給付費

繰入金２億７２１万８,０００円、同じく目２地域支援事業繰入金（介護予防・日

常生活支援総合事業）８８９万７,０００円を計上しております。主に介護給付費

等を行うための繰入金です。 

８ページをお願いいたします。 

同じく目３地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）２,８

０５万７,０００円を計上しております。これは、介護予防等給付費及び介護予防

生活支援サービス事業等を行うための繰入金です。 

２段目の枠をお願いいたします。款７、項２、目１介護給付費基金繰入金５００

万円を計上しております。 

５段目、最後の枠をお願いいたします。款９、項２、目１雑入２６３万５,００

０円を計上しております。説明欄にありますとおり、食の自立支援事業総合事業等

の利用料でございます。 

９ページからは、３の歳出でございます。 

１０ページ、２段目の枠をお願いいたします。款１、項３、目１介護認定調査費

１,４５５万１,０００円を計上しております。詳細につきましては、非常勤職員３

名、介護保険調査員でございます。賃金及び経費を計上しております。また、節１

９負担金、補助及び交付金につきましては、宇城広域連合負担金として５０８万

７,０００円を計上しております。 

１１ページをお願いいたします。 

款２、項１、目１介護サービス等給付費、節１９負担金、補助及び交付金１５億

６,１０８万円を計上しております。説明欄から主なものをご説明いたします。上

から１行目の居宅介護サービス給付費４億６,８００万円につきましては、訪問介

護、デイサービス等に関する費用でございます。次の地域密着型介護サービス給付

費３億円につきましては、グループホーム、小規模多機能型施設のサービス利用等

です。次に施設介護サービス給付費６億４,８００万円につきましては、特別老人

ホームの利用料等です。２行飛びまして６行目にあります居宅介護サービス計画給

付費５,２８０万円につきましては、利用者のケアプランに対するサービス料の費
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用等です。最後に特定入所者介護サービス費８,８８０万円につきましては、特定

入所者に係る食費、居住費の一部を超えた場合に対する公費の負担分でございま

す。 

次の枠をお願いいたします。款２、項２、目１介護サービス等給付費、節１９負

担金、補助及び交付金４,１７６万円を計上しております。主なものとしまして、

説明欄の１行目にあります介護予防サービス給付費３,０００万円につきまして

は、要支援への訪問、デイサービス等の費用です。 

１２ページ、３段目、最後の枠をお願いいたします。款３、項１、目１介護予

防・生活支援サービス事業費３,７９５万２,０００円を計上しております。節１３

委託料として２,０１３万７,０００円、説明の欄にあります訪問型サービスＣ委託

料は、理学療法士、介護士等の専門職による訪問サービス、通所型サービスＡ委託

料につきましては、現行の通所介護を緩和したサービスとなります。通所型サービ

スＣ委託料は、運動機能向上等の指導をします。短時間通所サービスＡ委託料は、

サービスＣを短時間にしたものです。同じく節１９負担金、補助及び交付金１,７

８１万５,０００円を計上しております。主なものとしまして、説明の欄１行目、

訪問型サービス費６９６万円、通所型サービス費１,０８０万円を計上しておりま

す。同じく目２介護予防ケアマネジメント事業費４８６万円を計上しております。

節１３介護予防ケアマネジメント委託料として２１６万円、同じく節１９負担金、

補助及び交付金として、介護予防ケアマネジメント事業費負担金２７０万円を計上

しております。 

１３ページをお願いいたします。 

款３、項２、目１一般介護予防事業費５,１２２万８,０００円を計上しておりま

す。節８報償費１１１万９,０００円につきましては、通いの場、百歳体操、サー

クルいいねなどのいきいきサロン等における介護予防サポート及び支援スタッフへ

の報償費でございます。節１１需用費１万７,０００円、同じく１３委託料として

４,９６９万６,０００円を計上しております。主なものとして、説明欄の５段目、

高齢者生きがい活動支援通所事業委託料、通称温泉デイと言っているものです。

２,００９万２,０００円。次の段、介護予防サロン事業委託料２,２２１万４,００

０円等を計上しております。 

１４ページをお願いいたします。 

款３、項３、目１地域包括支援センター運営費、２,８７３万７,０００円計上し

ております。節１３委託料２,８７２万１,０００円につきましては、社会福祉協議

会の中にあります地域包括支援センターの運営委託料です。同じく目３在宅医療・

介護連携推進事業費、節１３委託料２４８万８,０００円、同じく目５認知症総合
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支援事業費委託料５４１万９,０００円を計上しております。 

１５ページ、３段目、最後の枠をお願いいたします。款６、項１、目１予備費と

して３４万１,０００円を計上しております。 

なお、１６ページから１７ページにつきましては関係資料を添付しております。 

以上、議案第１７号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議案第１７号、平成３１年度美里町介護保険特別会計

予算の内容説明を終わります。 

次に、議案第１８号、平成３１年度美里町生活排水特別会計予算の説明を求めま

す。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） 議案第１８号についてご説明いたします。 

別冊予算書、１ページをお開き願います。 

議案第１８号、平成３１年度美里町生活排水特別会計予算。 

平成３１年度、美里町の生活排水特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９,７０

０万円と定める。 

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

地方債。第２条、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規

定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

一時借入金。第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入の最高額は７,０００万円と定める。 

歳出予算の流用。第４条、地方自治法２２０条第２項ただし書の規定により歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

第２表、地方債でございます。 

浄化槽市町村整備推進事業における起債の借入限度額は１,８９０万円とし、起

債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりとするものでございます。 

次に６ページをお開き願います。 

歳入についてご説明いたします。 
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まず、分担金及び負担金の浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金につきまして

は、本年度計画５０基として５００万円、滞納繰越分１,０００円の合計５００万

１,０００円を計上しております。次に使用料及び手数料の浄化槽使用料では、現

年度分を７,０００万、滞納繰越分を３０万円を見込み額として計上しておりま

す。 

一番下の枠になります。 

国庫補助金につきましては、循環型社会形成推進交付金として、補助対象の２分

の１の２,２６３万６,０００円を計上しております。 

次のページをご覧ください。 

県補助金、浄化槽市町村整備推進事業県交付金につきましては、前年度補助対象

予定額の６.５％の２９４万２,０００円を計上しております。 

次に、繰入金、一般会計繰入金につきましては、歳出財源として７,６６７万円

を計上しております。 

繰越金につきましては、昨年同様５０万円を計上しております。 

最後に、町債につきましては、浄化槽整備事業債として合計１,８９０万円を計

上しております。 

次のページをご覧ください。 

歳出についてご説明いたします。 

主なものにつきましてご説明させていただきます。 

一般管理費の給料、職員手当と共済費につきましては、職員１名分の人件費を計

上いたしております。需用費の３０８万６,０００円につきましては、主に浄化槽

の修繕料として３００万円を計上いたしております。役務費の６９６万８,０００

円につきましては、主に浄化槽法定検査料で１,７２３基分の６５４万８,０００円

となっております。委託料の９,０７５万８,０００円につきましては、主に浄化槽

清掃管理委託料の９,０６４万円でございます。使用料及び賃借料につきまして

は、総合行政システム利用として３４万１,０００円を計上しております。 

次のページをご覧ください。 

事業費の浄化槽市町村整備事業推進事業につきましては、本年度５０基の計画に

伴い、委託料６６万２,０００円と工事請負費として６,４２１万７,０００円を計

上しております。 

次に公債費につきましては、町債償還金の元金に２,１３１万８,０００円、利子

に３４５万６,０００円、一時借入金として１０万２,０００円を計上いたしており

ます。 

予備費につきましては５０万円を計上しております。 
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１０ページ以降につきましては、予算に伴う資料でございます。 

以上で、議案第１８号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議案第１８号、平成３１年度美里町生活排水特別会計

予算の内容説明を終わります。 

次に、議案第１９号、平成３１年度美里町後期高齢者医療特別会計予算の説明を

求めます。松永健康保険課長。 

○健康保険課長（松永栄作君） 議案第１９号についてご説明申し上げます。 

別冊の議案第１９号、平成３１年度美里町後期高齢者医療特別会計予算書の１ペ

ージをご覧願います。 

議案第１９号、平成３１年度美里町後期高齢者医療特別会計予算。 

平成３１年度、美里町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４,８９

９万３,０００円と定める。 

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

歳出予算の流用。第２条、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第

２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。 

第１号、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

予算の詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書により主なものについて

ご説明いたします。 

５ページをお開き願います。 

２の歳入でございますが、第１款後期高齢者医療保険料につきましては、熊本県

後期高齢者医療広域連合の保険料負担金見込み額の８,２９２万６,０００円を計上

いたしております。 

次に、上から３つ目の枠の第３款、第１項一般会計繰入金でございますが、第１

目事務費繰入金につきましては、歳出における総務費の一般管理費及び徴収費分を

繰り入れるものでございまして２１９万３,０００円を計上いたしております。第

２目保険基盤安定繰入金につきましては、保険料軽減分を一般会計から繰り入れる

ものでございまして６,２２６万５,０００円を計上しております。 

第４款繰越金につきましては、平成３０年度の繰越見込み額として１５０万円を
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計上いたしております。 

６ページをご覧ください。 

第５款諸収入、第２項償還金及び還付加算金の第１目保険料還付金につきまして

は、被保険者に支払った保険料還付金について、後期高齢者医療広域連合から同額

を受け入れるものでございまして１０万円を計上しております。 

同ページの最後の枠になりますが、国庫支出金につきましては、平成３１年度は

事業の実施予定がございませんので廃款としております。 

次に７ページをお開き願います。 

３の歳出でございます。 

第１款、第１項一般管理費につきましては、被保険者証及び保険料決定通知書送

付に要する郵便料、後期高齢者医療システムのサポート料、ＡＳＰ利用料等合わせ

まして２１３万３,０００円を計上しております。 

上から３つ目の枠の第２款、第１項、第１目後期高齢者医療広域連合納付金につ

きましては、歳入の後期高齢者医療保険料、保険基盤安定負担金を合わせ、端数調

整をした額１億４,５１９万２,０００円を計上しております。 

同ページの一番下の枠の第３款諸支出金の第１項償還金及び還付加算金の第１目

保険料還付金につきましては、昨年度と同額の１０万円を計上しております。 

８ページをご覧ください。 

予備費につきましては１５０万７,０００円を計上しております。 

９ページ以降につきましては、予算に関する付属資料でございます。 

以上で、議案第１９号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議案第１９号、平成３１年度美里町後期高齢者医療特

別会計予算の内容説明を終わります。 

次に、議案第２０号、平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算の説明を求

めます。北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） 議案第２０号についてご説明いたします。 

別冊予算書、１ページをお開き願います。 

議案第２０号、平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算。 

平成３１年度、美里町の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億６,９２

０万円と定める。 

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 
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地方債。第２条、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規

定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

一時借入金。第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金

の借入れの最高額は６,０００万円と定める。 

歳出予算の流用。第４条、地方自治法２２０条第２項ただし書の規定により歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

４ページをお開き願います。 

第２表、地方債でございます。 

簡易水道施設整備事業における起債の借入限度額は３,０００万円とし、起債の

方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりとするものでございます。 

次に６ページをお開き願います。 

まず、歳入についてご説明いたします。 

分担金及び負担金の、分担金、給水工事分担金につきましては、鶴木野地区拡張

工事及び西部拡張の分割納付分としまして４６万１,０００円を計上しておりま

す。 

使用料及び手数料の水道使用料につきましては、使用料現年分として１億９００

万、滞納繰越分１００万、水道加入金として拡張工事分と新規加入申込分を含め１

７１万円の歳入見込みとして計上しております。 

国庫支出金、簡易水道施設整備費補助金としまして、鶴木野地区拡張工事及び水

道台帳整備に伴う補助金としまして、合計２,４２４万８,０００円を計上しており

ます。 

繰入金、一般会計繰入金につきましては、歳出の財源として９,７６３万１,００

０円の計上となっております。 

次に７ページをご覧ください。 

繰越金につきましては１４０万円を計上しております。 

諸収入、給水工事受託事業収入につきましては、新規加入１１件分３００万円、

消火栓整備受託事業収入１基分の４６万円を計上しております。 

町債につきましては、鶴木野地区拡張工事に伴う簡易水道施設整備事業債３,０

００万円を計上いたしております。 
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次のページをご覧ください。 

歳出についてご説明いたします。 

主なものについてご説明させていただきます。 

まずは、一般管理費につきましては、３名分の職員の給料、職員手当等、共済費

など、合計２,２４９万３,０００円計上しております。需用費１,９４３万２,００

０円につきましては、主なものとしまして薬品及び水道メーターなど消耗品費４１

４万４,０００円、光熱水費１,１００万円、山出浄水場残塩計取替え及び永富第一

配水池ＵＰＳ取替え等に伴います修繕料が３６９万４,０００円となっておりま

す。役務費につきましては、総額３９６万５,０００円となっており、主なものと

しましては、電話料８６万５,０００円、水質検査料６７万５,０００円。 

次のページをご覧ください。 

膜ろ過装置薬品洗浄手数料８８万６,０００円、量水器撤去手数料４４万１,００

０円となっております。続きまして、委託料３,００７万円につきましては、主な

ものとしまして、電気計装設備保守点検委託料１４３万円、水道施設管理業務委託

料１,１１１万８,０００円、水道検針業務委託料２１８万円、拡張工事実施設計委

託料６６０万円、美里町簡易水道事業固定資産台帳作成業務委託料４９０万円、水

道水源電気探査業務委託料２００万円となっております。 

次のページをご覧ください。 

使用料及び賃借料１８０万６,０００円につきましては、主なものとしまして、

ＡＳＰコンピュータサーバー使用料６１万５,０００円、ＡＳＣ水道管理システム

使用料１０１万７,０００円となっております。次に、工事請負費につきまして

は、新規給水工事分として３００万、拡張工事分として５,５００万、拡張工事給

水工事分として３６０万円を計上しております。公有財産購入費としましては、拡

張工事に伴います加圧所の土地購入費として１５万８,０００円、公課費につきま

しては、消費税、地方消費税の４００万円計上しております。 

公債費につきましては、町債償還金の元金１億５３７万６,０００円、利子１,８

９０万４,０００円、一時借入金５万円を計上いたしております。 

次のページをご覧ください。 

予備費としまして１００万円を計上しております。 

１２ページ以降につきましては、予算に伴う資料でございます。 

以上で、議案第２０号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（吉田美好君） 以上で、議案第２０号、平成３１年度美里町簡易水道事業特別

会計予算の内容説明を終わります。 

以上で、本日の日程は終了しました。 
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皆さんにお諮りします。本日はこれで散会したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

またお諮りします。明日７日木曜日は休会とし、午前１０時より各常任委員会を

委員長の指示により開いていただきまして、終了後は委員長の指示により散会して

いただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［｢異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、本日はこれで散会し、明日７日木曜日は休会とし、午前１０時

より各常任委員会を委員長の指示により開いていただきまして、終了後は委員長の

指示により散会していただくことに決定をいたしました。 

なお、常任委員会の会場は、総務常任委員会が委員会室、経済建設常任委員会が

第１会議室、社会文教常任委員会が第２会議室をご利用ください。 

明後日８日金曜日は、午前１０時から会議を開きます。 

それでは、本日はこれで散会とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時２０分 
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平成３１年　３月　８日(金)

午 前 １０時００分　開　会

１．議事日程

委員会報告及び質疑

　　(1) 総務常任委員会委員長

　　(2) 経済建設常任委員会委員長

　　(3) 社会文教常任委員会委員長

日程第２ 議案第14号 平成31年度美里町一般会計予算

日程第３ 議案第15号 平成31年度美里町国民健康保険特別会計予算

日程第４ 議案第16号 平成31年度美里町土地取得特別会計予算

日程第５ 議案第17号 平成31年度美里町介護保険特別会計予算

日程第６ 議案第18号 平成31年度美里町生活排水特別会計予算

日程第７ 議案第19号 平成31年度美里町後期高齢者医療特別会計予算

日程第８ 議案第20号 平成31年度美里町簡易水道事業特別会計予算

日程第９ 議案第21号 町道路線（大野原下田線）の廃止について

日程第10 議案第22号 町道路線（大野原下田線）の認定について

日程第11 議案第23号 町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結について

日程第12 議案第24号

日程第13 同意第１号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意

を求めることについて

日程第14 同意第２号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意

を求めることについて

日程第15 同意第３号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意

を求めることについて

日程第16 発議第１号 美里町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

日程第17 議員派遣の件について

日程第18 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件について

日程第19 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件につい

平成３１年第１回美里町議会定例会会議録（第３号）

日程第１

災害・工事発注土捨て場用地取得契約の締結について

て
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） おはようございます。本日の会議を開きます。 

ここで、３月６日に行われました一般質問の中で不適切な発言があり、８番、吉

田起登君より発言の訂正について申し出がありましたので説明を求めます。８番、

吉田起登君。 

○８番（吉田起登君） 吉田でございます。５月６日に行いました私の一般質問の中で、

部落という不適切な発言をいたしましたことを、ここにお詫びを申し上げたいと思

います。併せまして、発言しました部落という表現を地域という発言に訂正したい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

失礼いたしました。３月６日に行いました一般質問の中でということに訂正させ

てください。 

○議長（吉田美好君） 皆さんにお諮りします。ただいま８番、吉田起登君の申し出の

とおり、一般質問中の部落という発言を、地域という発言に訂正したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

それでは、３月６日に行われました８番、吉田起登君の一般質問の中での部落と

いう発言については、地域という発言に訂正をいたします。 

次に、３月６日に行われました日程第３、議案第１５号、平成３１年度美里町国

民健康保険特別会計予算の内容説明におきまして読み違えがあり、松永健康保険課

長より説明内容についての訂正の申し出がありましたので説明を求めます。松永健

康保険課長。 

○健康保険課長（松永栄作君） ３月６日にご説明しました議案第１５号、平成３１年

度美里町国民健康保険特別会計予算におきまして、第２条、一時借入金の借入れの

最高額につきまして、２億円と説明すべきところを２,０００万円と誤った説明を

いたしました。ここにお詫び申し上げます。併せまして、２,０００万円と説明し

ましたところを、２億円に訂正したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田美好君） 皆さんにお諮りします。ただいま松永健康保険課長の説明のと

おり、議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算、一時借入金

でございます。第２条の一時借入金の借入れの最高額２,０００万円という発言を、

２億円に訂正したいと思いますがご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 
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○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

それでは、議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算、第２

条、一時借入金の借入れの最高額については２,０００万円という発言を２億円に

訂正します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 委員会報告及び質疑 

○議長（吉田美好君） 日程第１、委員会報告及び質疑を行います。 

まず、総務常任委員会の報告を求めます。総務常任委員会委員長、今田政行君。 

○総務常任委員会委員長（今田政行君） 改めまして、おはようございます。 

総務常任委員会の活動報告を申し上げます。 

昨日３月７日、総務常任委員会を開催しましたので、その報告をいたします。出

席者、執行部より吉住総務課長、下田企画情報課長、中嶋税務課長、山田住民課長、

田上会計課長が出席、議会より吉田起登委員、松永委員、濱田委員、私今田の出席

のもとに、１０時より委員会室にて会議を行い、まず、各課長より所管する平成３

１年度美里町一般会計予算について説明を受けました。 

総務課においては、歳入で新たに始まる森林環境譲与税の説明を受け、歳出では

防犯灯の設置工事を国道２１８号線と国道４４３号線に順次設置する計画、また、

中央庁舎非常用電源整備工事、防火水槽整備工事２カ所、消防車両の入替え、１０

台分の計画がなされている説明を受けました。ちなみに、現在、消防団の班編成が

２３班であり、すべての消防車両、２カ年で更新する計画があります。よって、３

１年度は防災減災事業をメインとする説明がありました。 

次に、企画情報課からは、空き家バンク登録成立の説明を受け、移住後の生活設

計まで相談にのる必要があるのではないかという意見も聞かれ、また、移住定住対

策広告として、東京モノレールに掲示をする件や、地域おこし協力隊を終了された

方が美里に残り、起業を目指されていることを聞き、さらなる飛躍を期待するとこ

ろであります。３０年度より運行開始しました美里バスについては、いろんなご意

見をいただいており、その検討と今後の見直しの活動を行う報告がありました。 

税務課からは、収納率アップを目指す件、住民課からは、住民票の写し等の第三

者請求に係る本人通知制度の説明、会計課からは、低金利のための基金の統合を行

い、有効的な活用を検討する旨の報告があり、１３時３０分に会議を終了し、現地

視察に向かいました。 

まず、備蓄倉庫の新築工事の進捗状況を視察。建物は完成しており、周囲の舗装

とスロープの工事を残すのみとなっております。 

次に、宮ノ前定住住宅団地水道施設改修工事予定地を視察し、その後、文化交流
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センターひびきの駐車場を視察をしました。４００人収容する施設に１００台未満

の駐車スペースでは厳しい状況にあり、現在計画の改修スペースよりそれ以上のス

ペースが必要ではないかという意見も出ております。 

その後、１５時３０分に中央庁舎に帰り、散会をいたしました。 

以上、総務常任委員会の活動報告を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、総務常任委員会委員長の報告を終わります。 

他の委員さんからの補足はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 補足なしと認めます。 

総務常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

なお、各常任委員会委員長に対する質疑は、申し合わせ事項により、審査の経過

と結果に対する質疑にとどめることになっておりますので申し添えます。 

質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。 

以上で、総務常任委員会の報告を終わります。 

次に、経済建設常任委員会の報告を求めます。経済建設常任委員会委員長、上田

孝君。 

○経済建設常任委員会委員長（上田 孝君） 改めまして、おはようございます。 

経済建設常任委員会の報告を行います。 

昨日３月７日午前１０時より、経済建設常任委員会を行いましたので報告いたし

ます。出席者は経済建設常任委員会より、上村委員、吉田美好委員、光井委員、上

田の４名、執行部より宮嵜経済課長、髙田林務観光課長、建設課からは立道係長と

高森係長、社会文教常任委員会に出席後に、北島水道衛生課長が出席されておりま

す。 

まず、平成３１年度一般会計予算について、各課より説明を受けております。 

経済課では、中山間地域等直接支払交付金及び多面的機能支払事業交付金につい

ては、農地保全のため、国２分の１、県４分の１、町４分の１で実施する有効な補

助金であるが、取り組みが不十分な集落もあるため、町から厳格かつ適正な指導、

助言を行うとともに、協定見直しの時期がきているので、十分な話し合いが必要で

はないかとの意見がありました。農業機械等導入補助金については、１７団体への

補助が予定されているが、担い手のやる気を促すような補助内容の検討をしていた

だきたいとの意見がありました。農業委員会費においては、農地集積が進むように

各委員の理解と活動の活性化を期待するとの意見も出されております。そのほか、
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鳥獣被害防止総合対策事業補助金、農業次世代人材投資事業補助金、町単独土地改

良事業補助金については、５０件分等の説明を受けております。農用地等災害復旧

費は、平成２８年災で発注率９６.８％、工事完了率で５４.３％、平成２９年災で

発注率８２.６％、工事完了率で１７.４％、平成３０年災においては、発注率７.

７％、工事完了率はまだ０％ということであります。 

次に、林務観光課においては、まず林業費について、林業用機械等導入補助金は

５０％の補助で、上限１５０万円の２件分を計上したものです。林道早楠線開設工

事は２工区約６００メートルとのことです。林地台帳地図等整備業務委託料、町有

林造成事業委託料等の説明を受けたところです。商工費においては、消費税率引き

上げに伴い、プレミア率を２０％にした地域通貨補助金、中小企業人材育成補助金、

オートキャンプ場電源工事、森林体験公園費等について説明を受けております。 

昼食を挟み、午後１時より水道衛生課から、簡易水道施設整備補助金、生活排水

特別会計繰出金、簡易水道事業特別会計繰出金等の説明を受けました。中央地区の

水源地確保には、これまでも取り組まれてこられたところではありますが、町民に

安全な水を供給するためには、今後も幅広く水源を求め、努力していただきたいと

の意見がありました。 

次に、建設課より説明を受けております。住宅耐震化支援事業補助金は２件分、

危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金は１５件分とのことです。そのほか、町

道維持工事９路線、町道改良工事１１路線、橋梁維持工事２カ所、住宅管理費の修

繕料はシロアリ駆除等の費用とのことです。応急仮設住宅利活用事業は、中央庁舎

仮設団地で合築３カ所、くすのき平仮設団地で合築４カ所等の事業費とのことです。 

午後２時に机上での調査を終わり、現地調査に向かいました。まず西山地区の内

之浦ため池災害復旧工事の現場を視察しました。工事は順調に進捗しているとのこ

とで、早期の完成が望まれるところです。次に、小筵地区で計画されている水道水

源電気探査の予定箇所を視察しました。津留川に隣接した場所なので良好な結果が

出ることを強く期待するものでございます。最後に、町道船津今村線改良工事の現

場に行きました。工期内の竣工は大丈夫なのかとの質問がありましたが、舗装工事

等は含まれていないので大丈夫とのことでした。 

視察を終わり、午後３時３０分中央庁舎に戻り、視察のまとめとして、年度末も

迫り、天候も不順な時期なので、安全管理には十分留意していただくよう要望して

委員会を終了いたしました。 

以上で報告を終わりますが、報告もれがあれば他の委員さんの補足をお願いいた

します。 

○議長（吉田美好君） 以上で、経済建設常任委員会委員長の報告を終わります。 
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他の委員さんからの補足はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 補足なしと認めます。 

経済建設常任委員会の委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。 

以上で、経済建設常任委員会の報告を終わります。 

次に、社会文教常任委員会の報告を求めます。社会文教常任委員会委員長、坂田

竜義君。 

○社会文教常任委員会委員長（坂田竜義君） 本定例会期中に社会文教委員会をいたし

ましたので、その概要報告をいたします。 

３月７日午前１０時より、第二会議室におきまして福田議員、中川議員、髙田議

員、坂田、執行部より吉永教育長、坂村学校教育課長、中川社会教育課長、中村福

祉課長、松永健康保険課長、北島水道衛生課長、途中、北島課長におきましては別

の委員会出席のため中座いたしました。以上のメンバーで会議を開催いたしました。 

まず、議案第１４号、美里町一般会計予算について各担当課より説明がありまし

た。 

福祉課では、湯の香苑の水道工事について、町水道からの導入の件。従来は津留

川の伏流水の井戸でございましたけれども、町水道を導入するということでござい

ます。また、こちらはプレミアム商品券は政府が発行いたしますところのプレミア

ム商品券の関係、それとへき地保育所等について説明がありまして意見がございま

した。 

また、健康保険課では骨髄バンク、骨髄等移植ドナー支援事業について説明があ

り、また風疹等の関係についての説明がございました。特定健診結果に基づく紹介

状に関して意見がありました。 

教育課におきましては、中学校統合が見送られため、当面各学校間の交流事業の

件、励徳小の複式学級に伴う学習支援員の導入、ＩＣＴ教育の先行取り組み、学童

保育の取り組み、教育の日講演会等について、また空調設備設置等について説明が

ありまして、意見交換をいたしました。 

社会教育課では、岩尾野城、堅志田城調査など、文化財保護事業、また今度９月

の１４、１５に開かれますところの宇城地域を中心として開催されます県民体育祭

の受け入れ、本町におきましては４競技ということで聞いておりますが、受け入れ

準備等について説明があり、意見がありました。 
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以上、報告いたします。 

○議長（吉田美好君） 以上で、社会文教常任委員会委員長の報告を終わります。 

なお、今発言の中で常任が抜けておりましたので、追加をしたいと思います。 

他の委員さんから補足はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 補足なしと認めます。 

社会文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。 

以上で、社会文教常任委員会の報告を終わります。 

これで、委員会報告及び質疑を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第１４号 平成３１年度美里町一般会計予算 

○議長（吉田美好君） 日程第２、議案第１４号、平成３１年度美里町一般会計予算を

再度上程し、議題とします。 

内容説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑は、逐条としますか、一括としますか。 

［「逐条」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） それでは、本案は逐条質疑で行います。 

それでは、逐条で質疑を行います。 

まず、１ページ、２ページ、３ページ、４ページ、５ページ、６ページ、７ペー

ジ、８ページ、９ページ、１０ページ、１１ページ、１２ページ、１３、１４ペー

ジ。 

はい、福田君。 

○１０番（福田秀憲君） ただいま議案第１４号について質問をいたします。 

１４ページですけれども、この地方消費税交付金というのがあります。これは１

０月には消費税が１０％に上がる予定になっております。半年分がありますけれど

も、その分はちょっと見込んでというのか、ある程度勘案して予算書に上げられて

いるのかお伺いをいたします。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

地方消費税交付金の見込み額でございますが、１０月１日の消費税率の引き上げ

に伴う分については、まだ見込みをしておりません。 

○１０番（福田秀憲君） 終わります。 
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○議長（吉田美好君） １５、１６ページ、１７、１８ページ、１９、２０ページ、２

１、２２ページ、２３、２４ページ、２５、２６ページ、２７、２８ページ、２９、

３０ページ、３１、３２ページ、３３、３４ページ、３５、３６ページ、３７、３

８ページ、３９、４０ページ、４１、４２ページ。 

１０番、福田君。 

○１０番（福田秀憲君） ４１ページで質問をいたします。ここの工事請負費の中で、

喫煙所整備工事ということで２５０万の計上がなされております。これは、７月１

日に改正、健康増進法が施行されますけれども、これによりますと７月１日に実施

されるのは公的機関は喫煙を禁止と、屋外については原則禁止というふうになって、

現代の世間の状況といいますか、それによりますと大体禁煙の方向でいっておりま

すのに、わざわざこの喫煙所の整備をしなければいけないのかどうか。きょうの新

聞あたりにも載っておりましたけれども、トヨタ自動車なんかの企業でも禁煙をし

ようということでみんな努めておられるわけです。受動喫煙とかなんかありますの

で、どういう理由でこう、どういう喫煙所を設けられるのか、整備をされるのかを

お伺いをいたします。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

喫煙所の整備工事につきましては、今ご指摘がありましたように、健康増進法の

一部改正が７月１日に施行されます。行政機関につきましては、屋内はもう禁煙で

ございます。敷地内についても原則禁煙と。ただし、必要な措置が講じられた場合

は可能ということになっております。その必要な措置といいますのは、人が立ち入

らない場所という制限がございます。この予算につきましては、中央庁舎、それか

ら中央公民館、砥用庁舎、３カ所分に喫煙所を設けるということの予算でございま

すけども、庁舎ということで来客等々もあります。会議等もあります。職員だけで

したらまあ敷地外も含めて禁煙という選択肢もあるんだろうと思いますけども、来

客の方、あるいは会議に来られる方もいらっしゃいますので、敷地内、屋外の敷地

内の人が立ち入らないところに、ちょっと区画といいますか、壁を付けるというふ

うなイメージをしているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 私は公的機関がですよ、モデルを示して、これは禁煙にしま

すよということになれば、外部から来た人も、わあやっているなということでそれ

にはやっぱりなんか吸うところがないからということで文句を言う人は私はいない

と思うんですよね。だから、率先して美里町から禁煙を、全面的禁煙にしたんです
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よというような発信をするような形でやっていったほうが、私はいいんじゃないか

なという思いがしておりますが、町長どうですか。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） おっしゃられることは、気持ちはよくわかります。ただ、今総

務課長の説明にもありましたように、この役場という、まあ役場というか役所はで

すね、やはり不特定な多数の方が来られます。例えば、これが病院であればやはり

病気を患った方、要は体を健康をしにいくために病院に行かれるわけであります。

そういった意味ではそれぞれの目的がございますし、例えばタバコ農家の方も美里

町にはたくさんまだいらっしゃいます。そういったこと、いろんなことを勘案して、

やはり法もしかるべき措置をすれば敷地内でもいいというふうに定めてあるのは、

やっぱりそういうところまで考えてのことだろうというふうに思っておりますので、

吸わない方から見れば、そうしたほうがいいんじゃないかというようなお気持ちは

わかりますが、ただ、片方では愛煙者の方もいらっしゃいますので、そういう均衡

を図るためにそういう措置を取らせていただきたいということで提案をさせていた

だいております。ご理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田美好君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 私も相当たばこを吸って、議会に来たときも吸っておりまし

たけれども、やはり人に迷惑になるなというときには、やっぱりずっと吸わないで

我慢をするというかな、そういうふうにやっておりましたけれども、今の時代にで

すよ、本当にもっと考えてやったほうが私はいいんじゃないかなと思う。全体的に

自治体を見たときに、美里町がこうやったというやつをアピールするようなあれが

いいんじゃないかと私は思っておりますが、まあ予算が計上されておりますので、

やっぱりその吸う人の気持ちというのもわかりますけれども、何かな、もっと先に

進んだやっぱりところで考えたほうがいいんじゃないかなと私は思います。ぜひ再

考していただければと思いますが、よろしくお願いします。 

終わります。 

○議長（吉田美好君） ４１、４２ページ、ほかありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） ４３、４４ページ、４５、４６ページ、４７、４８ページ、４

９、５０ページ、５１、５２ページ、５３、５４ページ、５５、５６ページ、５７、

５８ページ、５９、６０ページ、６１、６２ページ、６３、６４ページ、６５、６

６ページ、６７、６８ページ、６９、７０ページ、７１、７２ページ、７３、７４

ページ、７５、７６ページ、７７、７８ページ、７９、８０ページ、８１、８２ペ

ージ。 
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７番、中川君。 

○７番（中川政司君） ８１ページの１９、１６番、原材料費、これ宇城の植樹祭の苗

木代が出ております。今年は順番で美里町の順番でございますが、これまで植樹祭

というのは、町有地にずっと植樹してまいりましたが、民有地あたりでも可能なの

か、そのあたりをお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

以前は議員が言われたとおり、町有地のほうで施行しておりましたが、民有地で

あれば同意を取れれば可能かと思います。その後の管理については、所有者のほう

で行っていただきたいと思っております。 

以上です。 

○７番（中川政司君） 続きまして、１９番の負担金、補助及び交付金でございますが、

一番下の林業機械導入補助金３００万円組んでありますが、これは森林環境譲与税

からだというふうに思いますが、これはですね、例えば個人に対しての機械の補助

か、それとも組合をつくった場合の補助なのか、そういったところ。それと、鹿ネ

ットあたりにも、山林に対する鹿ネットあたりの補助あたりもこれで出るのかお尋

ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 髙田林務観光課長。 

○林務観光課長（髙田浩幸君） ご説明いたします。 

個人でというご質問ですが、今回は補助対象の要件としまして、２戸以上の林業

組織ということで、共同というのが条件づけられています。そのほかですが、林業

機械の共同利用組合、もちろんございましたら、それも可能でありますし、素材生

産会社、製材所等ですね、そういうのも含まれております。 

それと、鹿ネットのほうですが、鹿ネットのほうは現在国庫事業で造林事業とし

て補助対象となっております。しかしながら、森林経営計画を認定された場所に限

られますので、５年後、一般質問で申しましたが５年後です。造林事業等が区域外

で発生した場合は、鹿ネット等の設置のほうも検討したいと思っております。 

以上です。 

○７番（中川政司君） 議長、終わります。 

○議長（吉田美好君） ８１、８２、ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、８３、８４ページ、８５、８６ページ、８７、８８ペー

ジ、８９、９０ページ、９１、９２ページ、９３、９４ページ。 

５番、上田君。 
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○５番（上田 孝君） ５番、上田です。９４ページの備品購入費、消防車両購入費に

ついてお伺いいたします。 

先ほどの委員長報告の中でちょっと触れてありましたが、３１年度とその次の年

で全部の車両を更新するということでありましたが、まだ確か十数年しか経ってな

い車両もあったと思うんですよね。それで、更新された、残った前の車両は、下取

り等ができるのか、それとあと、もし程度のいい車両があるのであれば、以前、も

う随分前ですけど一般質問で質問したことがあるんですけど、両庁舎に消防車両を

残して、平日の昼間の緊急時に役場の若手職員等で出動できるような体制をとって

おくような方策は考えておられるのか質問をいたします。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 

○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

消防車両の購入費でございますけれども、今、班が２３班ございます。それを２

カ年で更新したいということで、新しいもの、日本消防協会からの寄贈分は別とし

まして、新しいもので確か平成１１年ぐらいが一番更新があったのが最後だと思っ

ておりますので、２０年近くは経っているかと思います。ただ、まだ車両もポンプ

も十分使えるというふうには思っております。更新した後の古いほうにつきまして

は、地元との相談も必要かと思いますけれども、地元で活用していただくというこ

とであれば、地元にもお譲りするような考えは持っております。ただ、運営費につ

いては地元で負担していただきたい。で、もう使用しないということであれば、町

で引き取りまして、昨年も２台地元から引き取りをしまして、公売等もしたことも

ありますので、不用ということになれば公売も検討します。それから両庁舎にも１

台ずつは置きたいなというふうには思っておりますので、そういう活用をしたいと。

まずもって、地元のほうと協議をしたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○５番（上田 孝君） よろしくお願いいたします。終わります。 

○議長（吉田美好君） １０番、福田君。 

○１０番（福田秀憲君） ９４ページで、今５番議員が質問されましたのとちょっと重

なりましたけれども、私はその上の防火水槽、これ２カ所設置されるということで

すが、どこにされるのか。というのはですね、美里町は川があるんですけれども、

ちょっと川が低いんで、川のすぐ横にあるなといっても水利が乏しいところがいっ

ぱいあるんですよね。川があるから安心してたらもう届かないというやつで、大分

そういう事例も見てきておりますので、どこに設置されるのかお伺いをしたいと思

います。 

○議長（吉田美好君） 吉住総務課長。 
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○総務課長（吉住慎二君） ご説明申し上げます。 

防火水槽の設置工事につきましては、町内２カ所、現在のところ小莚地区と中小

路地区を対象に検討しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） それとですね、以前、一般質問でもしましたけれども、防火

水槽があるところの表示といいますか、あれがもう看板がさびてしまっていたりな

んかして、なかなかわかりづらいところがありますので、そのあたりも１回点検を

して見直していただければと思います。 

終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかありませんか。 

３番、今田君。 

○３番（今田政行君） ３番、今田です。９３ページの節の１５工事請負費ですけれど

も、社会資本整備総合交付事業ということで、これは現在の仮設住宅の改装だろう

と思いますけども、この改装の中身ですね。今現在、２戸長屋を１戸にするとか、

３戸長屋になっているところはどういうふうにするのかという内容をちょっとお尋

ねしたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 立道管理係長。 

○建設課管理係長（立道 誠君） ご説明申し上げます。 

まず、中央庁舎仮設団地につきましては、２号棟と３号棟、これは３戸長屋です

けども、これにつきましては、１ＤＫがあるところだけを合築いたします。ですの

で、隣に３Ｋが残りますけども、２Ｋと２ＤＫを合築するという。中央庁舎仮設に

つきましては、３カ所合築を行います。ほかにも周辺の舗装ですとか、フェンス工

事も併せて行います。 

それから、くすのき平団地につきましては、１号棟から４号棟まで２戸の建物だ

けですので、２戸をもう一つ、１棟になるという考えです。あと、周りも舗装です

とかフェンス等の工事も併せて行います。 

以上です。 

○３番（今田政行君） はい、以上終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に進みます。９５、９６ページ。 

１１番、濱田君。 

○１１番（濱田憲治君） それでは、９６ページの１３の委託料２００万円、教育の日



 － 136 －

講演会委託料ですが、昨年大盛会にもうひびきにいっぱいのお客様が来ていただき

ました。そのようなイメージで今年も、来年度もされるという企画の２００万円だ

と思いますけれども、講師についてどういう考え方、どういう視点で選んでいかれ

るのかお尋ねいたします。 

○議長（吉田美好君） 吉永教育長。 

○教育長（吉永公力君） 教育の日の講演会は、教育の重要性についてもう一度見直す

ということを目的にして実施をしております。一昨年までは、教育の日の講演会を

実施しておりましたけども、ほかの講演会と日にちが近づいておりましたので、参

加者がまばらで、講演される方に非常に申し訳ないなというふうに思ったこともあ

りましたけれども、昨年から予算をつけさせていただきまして実施しましたところ、

非常に議員おっしゃるように大盛会でありました。講師の選考につきましては、業

者に依頼をしまして、何名かの候補者に絞って、その中から講演をしていただく方

の日程、スケジュールあたりを参考にして昨年決めたわけですけども、本年も同じ

ような形で、皆さんがよく知ってらっしゃる方であれば非常に興味もありますし、

参加もまた多いんじゃないかなと期待をしているところですけども、そういったこ

とを入念に勘案しまして、今年も候補者を、講師の方を選びたいというふうに思っ

ております。 

なお、教育の日ということから外れないように、そういったお話を聞かせてもら

えるような方、また事前に打ち合わせ等もしっかりやっていきたいというふうに考

えているところです。 

○議長（吉田美好君） 濱田君。 

○１１番（濱田憲治君） はい、内容的にわかりましたですけども、今月の２０日に宇

土市民会館で植松さんという方が講演をされる企画を知っております。ボランティ

アの人たちが実行委員会をつくって、子ども、また親に植松さんという方のお話を

聞かせたいという思いから企画がされておりますけども、そういったところの話も

十分に勉強していただいて、有名な人が内容があるのかないのかもいろいろあるか

もわかりませんので、ぜひ保護者の声だとか、こういう人がいいんじゃないですか

というご意見があれば、そちらのほうにも耳を傾けてもらえればと思っております。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） ほかありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に進みます。９７、９８ページ、９９、１００ページ。 

５番、上田君。 

○５番（上田 孝君） ５番、上田でございます。９９ページ、１００ページ等に学校
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ＩＣＴ環境関連の予算がいくつか載っておりますが、今回は励徳小学校での試みと

いうことで、おそらくその後、砥用小学校と中央小学校にも広げていかれると思う

んですが、その辺の日程というか、今後の予定等わかっていればお願いします。 

○議長（吉田美好君） 坂村学校教育課長。 

○学校教育課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

議員お尋ねのとおり、本年度、平成３１年度は励徳小学校をモデル校として、学

校ＩＣＴ環境整備を進めるところでございます。国のほうでも２０２０年度までに

新学習指導要領を策定されますけども、それに向けてのほかの学校につきましても、

順次財政方と相談しながら計画的に２小学校、それと２中学校を進めてまいりたい

と思っております。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 上田君。 

○５番（上田 孝君） せっかく美里町の子どもたち、均衡の取れた教育環境をみんな

に与えていただきたいと思いますので質問をいたしました。 

以上です。終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に進みます。１０１、１０２ページ、１０３、１０４ページ、

１０５、１０６ページ、１０７、１０８ページ、１０９、１１０ページ、１１１、

１１２ページ、１１３、１１４ページ、１１５、１１６ページ。 

５番、上田君。 

○５番（上田 孝君） １１５ページの備品購入費、スクールバス購入費についてお伺

いします。砥用中学校にはこれまでスクールバスはなかったと思いますが、これま

では既存の路線バス等を利用されておったと思うんですけど、どういった経緯でス

クールバスを導入したことになったのかお伺いをいたします。 

○議長（吉田美好君） 坂村学校教育課長。 

○学校教育課長（坂村 浩君） ご説明申し上げます。 

砥用中学校のスクールバス購入につきましては、平成３０年１０月１日より、地

域公共交通再編に伴いまして、美里バスの運行が開始されましたところでございま

す。そこで、下福良方面を走っていましたコミュニティバスも併せて廃止になった

ことを受けまして、コミュニティバスを利用していた洞岳地区の生徒たち、約５名

程度でしたけれども、の臨時的な対応としまして、現在ジャンボタクシーを利用し

て登下校をしているところでございます。 

しかしながら、スクールタクシーによりますと、毎月大体平均で約１３万円程度
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かかるということと、洞岳地区以外の保護者の方からも、そのスクールタクシーの

方に混乗できないかという要望がありましたので、それとまた、熊本バスを利用し

ていました、登下校していました生徒、約１９名の下校時間と熊本バスの時刻表と

ちょっと合わないということがありまして、季節では待ち時間が長くなったりとす

ることがありましたので、ほとんどの保護者の方が迎えに来られていたということ

もありますので、そこで涌井地区につきましては自転車通学等もされておりますの

で、涌井地区以外の東砥用地区の生徒たちをスクールバスで送迎させるためのもの

でございます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 上田君。 

○５番（上田 孝君） 私の息子たちの時代もですね、ＰＴＡの役員等をしておりまし

て、子どもたちの、当時の校長先生たちと相談しながら、子どもたちをたくましく

育てていきたいというような考え方で、自転車通学を推進するような活動をしてお

りましたが、なかなか砥用地区については坂道等も多いので、活動をやりましたが

なかなか推進はできなかったというような経緯もありますが、学校教育課におかれ

ましては、なるべくやっぱりその辺の活動というか、親の思いっていうのは多分今

も変わらないと思いますので、たくましい子どもづくりというところも勘案してい

ただいて、活動をしていただきたいと思います。 

以上、終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） １１７、１１８ページ、１１９、１２０ページ。 

２番、光井君。 

○２番（光井博幸君） １１９ページの節の１５ですね、文化交流センター駐車場整備

工事１,１００万円上がっております。収容人数が確か４００名弱ぐらいの文化セ

ンターであろうと確認しておるところでございますが、今現在の駐車場の台数とこ

れに工事を終えたあとの台数は何台ぐらいまでもっていくのかというのを教えてい

ただきたいなと思います。 

○議長（吉田美好君） 中川社会教育課長。 

○社会教育課長（中川幸生君） ご説明をいたします。 

文化交流センター駐車場整備工事の１,１００万円につきましては、現在下の駐

車場につきましては３４台ほどの駐車スペースがございます。今回、一応机上上で

はございますが、３３台ぐらいの駐車場のスペースが確保できるのではないかとい

うことで、全体としまして６７台の駐車スペースが確保できるのではないかという
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ふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 光井君。 

○２番（光井博幸君） えっと、それは下の部分だけの工事、１階部分の、建物の１階

部分だけの工事ということになりますか。 

○議長（吉田美好君） 中川社会教育課長。 

○社会教育課長（中川幸生君） ご説明をいたします。 

今回、予定しています駐車場の整備につきましては、文化交流センターの１階の

部分の整備になります。一応、６７台のですね、合わせて６７台の駐車スペースが

できるのではないかというふうに考えております。 

○議長（吉田美好君） 課長、上も含めて総台数で何台になる予定とかというのは。 

○社会教育課長（中川幸生君） えっとですね、上の段のスペースにつきましては、ち

ょっと今のところ確認ができませんので、のちほど確認をさせていただいてご報告

をさせていただいてよろしいでしょうか。 

○２番（光井博幸君） はい、わかりました。 

○議長（吉田美好君） 光井君。 

○２番（光井博幸君） 上も４０台ぐらい、下が６７台、７０台、１１０台というぐら

いの台数かなと思いますが、１人でいらっしゃる方、また２人で乗り合いでいらっ

しゃる方、いらっしゃると思うんですが、設計は終わってらっしゃって予算が上が

っているんだろうと思いますが、スペースの有効活用をしながらの３３台増という

形なのかなと思うんですが、設計変更といいますか、まだいけるという台数があれ

ば、１００台ぐらいの駐車スペースじゃ多分文化センターの収容人数に対しての台

数は足りないのかなと思うところがございますので、そのあたりも含めて再度徹底

的に台数確保が取れるように頑張っていただきたいと思うところです。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） ほかありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に進みます。１２１、１２２ページ、１２３、１２４ページ、

１２５、１２６ページ、１２７、１２８ページ。 

７番、中川君。 

○７番（中川政司君） 議長、７番です。えっとここでですね、１２７、１２８ページ

にあります農地用災害復旧工事、経済課と建設課にお尋ねをいたします。１５番の

工事請負費に農地等災害復旧工事、これは平成２８年災ですから地震災、豪雨災害

だと思います。何本ぐらい残っているのか。それと、２８年災だけでいいです。 
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それと下のほうの、１２８ページの国庫負担災害復旧費、これは建設課だと思い

ますが、災害復旧費の２８年の豪雨分、これも何本ぐらい残っているのか、この点

についてお尋ねをいたします。 

○議長（吉田美好君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） ご説明申し上げます。 

工事請負費の２８災分につきましては２億５,６００万円を計上させていただい

ておりますけども、その内訳としましては、契約済の農地災が７２件、それと施設

が２件、それとこの予算計上しました時点では未契約分が１１件ございましたので、

８５件分の査定件数で８５件分の工事の分を計上させていただいております。この

分につきましては２８災でございますので、３年以内に終わるというのが原則でご

ざいましたけれども、どうしても工事が終わらないというような現状がありますの

で、国県と協議をしました結果、予算の付け替えをするということでここで計上さ

せていただいておるところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 立道管理係長。 

○建設課管理係長（立道 誠君） ご説明申し上げます。 

２８災につきましては、地震災４２件に対しまして契約済も４２件済んでおりま

す。４０件工事が済んでおりまして、残り２カ所今施工中でございます。豪雨災害

につきましては、１９３件中、１９１件が契約済でございます。残り２件が新年度

の当初予算に計上させていただいております。施工中がまだ４２件ございます。発

注率豪雨災に対しましては９９％、完了率としまして７８.２％ということになっ

ております。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 中川君。 

○７番（中川政司君） えっとですね、まだ経済課、建設課にも２８年災が残っている

ようでございます。そこで、町長にお願いをいたしておきます。おそらく、今大体

残っているのはですね、おそらくまあ業者からも敬遠されているような事業ではな

いかというふうに思っておりますので、今後しっかりと業者、協会あたりに相談を

して協力しながら、不調不落がないようにぜひ進めて、そして古いものから先に、

なるべく古いものから片付けるようにやっていただきたいというふうに思っており

ます。でなかと、まだ通行止めで大分苦労しております農家の方がおられますので、

その点よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田美好君） 上田町長。 

○町長（上田泰弘君） おっしゃるとおりだと思います。今、建設業協会のほうにも再
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度お願いをいたしまして、要は不調不落で残っている物件に関しまして、それが終

わるまで新たな物件は、中にはどうしてもそのときまでに出さないといけないとい

うやつもありますけども、基本的にその物件が要は落としていただくまでは、新し

い物件は出しませんと。ですので、とにかく早くお願いしますというようなお願い

をさせていただいているところでございます。 

○７番（中川政司君） はい、よろしくお願いをいたしておきます。 

議長、終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかありませんか。 

はい、４番、坂田君。 

○４番（坂田竜義君） ４番、坂田です。今、前議長の質問と大体私も同じようなこと

を質問するんですけれど、先ほど経済建設委員長の報告を聞いておりましたら、こ

の２８災については、９６.８％発注して５４.３％完了ということが報告がありま

した。２９災については、８２％発注で１７.４％の完了と、こういう報告があっ

てありました。で、特に１２７ページに先ほども出ましたように、２８災について

は２億５,６００万の予算が計上してございますけれど、基本的に２８災について

はもう繰越明許、あるいは事故繰越とか、まあ理由をつけても法令上はなかなか厳

しいところが出てきますよね。だから、先ほどの宮嵜課長の答弁の中では、予算の

付け替えという言葉がありましたが、具体的にはどうですか。いったん国庫に返し

てまた付けてもらうということですか。そのあたりどうなってますか。 

○議長（吉田美好君） 宮嵜経済課長。 

○経済課長（宮嵜幸仁君） ご説明申し上げます。 

２８災につきましては、２８年の途中でその災害復旧費の８５％をいただいてお

りまして、２９年度に残りの１５％をいただいております。どちらも２８年の補助

金として受け入れることになっておりますけども、これが事業が完了しないという

ことで、県のほうに配分がきておる分についてはいったんお返しをして、新たに国

のほうから予算をいただくということで整理をしているところでございます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） うちの町以外も同じような事情を抱えておられると思いまして、

随分心配しておりました。もう明確な法令上言い訳できないことになれば、返さな

いかんからですね。だから新たに付け替えということでされるということであれば、

全体的に建設課の関連のところも同じような取り扱いということですよね。 

○議長（吉田美好君） 立道管理係長。 

○建設課管理係長（立道 誠君） ご説明申し上げます。 
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同じ災害復旧工事ですので、先ほど宮嵜経済課長が申しましたとおり取り扱いは

同じでございます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 坂田君。 

○４番（坂田竜義君） はい、わかりました。ただ、先ほど報告がありましたように、

２９災についても完成率が１７.４％ということで、８割以上がまだ２９災につい

ても残っているというようなこと。３０災については完了ゼロということで、非常

にまだ災害復旧がかなりそういった意味では、理由はわかります。業者がもう抱え

るしこ、仕事を抱え過ぎている、人夫がいない、機械ない、理由はわかりますけど

も、いずれにしましても、でくるだけ早くですね、先ほどもありましたように建設

業界と、もうやりたくない工事もあるかもしれんけれども、建設協会と充分協議を

していただいて、一日も早い復旧・復興をお願いして終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に進みます。１２９、１３０ページ、１３１、１３２ページ、

１３３、１３４ページ、１３５、１３６ページ、１３７、１３８ページ、１３９、

１４０ページ、１４１、１４２ページ、１４３、１４４ページ、１４５、１４６ペ

ージ、１４７、１４８ページ。 

これで、質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第２、議案第１４号、平成３１年度美里町一般会計予算は、原案のとおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第２、議案第１４号、平成３１年度美里町一般会計予算は、

原案のとおり可決されました。 

ここでしばらく休憩をします。時間を、再開を１１時２５分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１２分 
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再開 午前１１時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ここで、先ほど２番、光井議員より質疑のありました議案第１４号、平成３１年

度美里町一般会計予算の内容について、中川社会教育課長より内容説明の申し出が

あっておりますので説明を求めます。中川社会教育課長。 

○社会教育課長（中川幸生君） ご説明をいたします。 

ただいまの文化交流センターひびきの駐車場のスペースにつきましては、現在７

３台の駐車場のスペースがございます。今回計上しております改良工事の整備工事

につきましては、３３台の計画をしておりまして、合わせまして合計１０６台の駐

車場スペースが確保されるものと考えられます。 

以上です。 

○議長（吉田美好君） 次に進みます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第１５号 平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算 

○議長（吉田美好君） 日程第３、議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特

別会計予算を再度上程し、議題とします。 

これから質疑を行います。 

皆さんにお諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思います

が、ご質疑ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括質疑で行います。質疑

ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第３、議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特別会計予算は、原

案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 
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○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第３、議案第１５号、平成３１年度美里町国民健康保険特

別会計予算は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第１６号 平成３１年度美里町土地取得特別会計予算 

○議長（吉田美好君） 日程第４、議案第１６号、平成３１年度美里町土地取得特別会

計予算を再度上程し、議題とします。 

これから質疑を行います。 

お諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括質疑で行います。質疑

はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第４、議案第１６号、平成３１年度美里町土地取得特別会計予算は、原案の

とおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第４、議案第１６号、平成３１年度美里町土地取得特別会

計予算は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第１７号 平成３１年度美里町介護保険特別会計予算 

○議長（吉田美好君） 日程第５、議案第１７号、平成３１年度美里町介護保険特別会

計予算を再度上程し、議題とします。 

これから質疑を行います。 

お諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括質疑で行います。質疑

ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第５、議案第１７号、平成３１年度美里町介護保険特別会計予算は、原案の

とおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第５、議案第１７号、平成３１年度美里町介護保険特別会

計予算は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第１８号 平成３１年度美里町生活排水特別会計予算 

○議長（吉田美好君） 日程第６、議案第１８号、平成３１年度美里町生活排水特別会

計予算を再度上程し、議題とします。 

これから質疑を行います。 

お諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括質疑で行います。 

質疑ありませんか。 

これから質疑を行います。質疑は、一括質疑で行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 
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○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第６、議案第１８号、平成３１年度美里町生活排水特別会計予算は、原案の

とおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第６、議案第１８号、平成３１年度美里町生活排水特別会

計予算は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第１９号 平成３１年度美里町後期高齢者医療特別会計予算 

○議長（吉田美好君） 日程第７、議案第１９号、平成３１年度美里町後期高齢者医療

特別会計予算を再度上程し、議題とします。 

これから質疑を行います。 

お諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括質疑で行います。質疑

ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第７、議案第１９号、平成３１年度美里町後期高齢者医療特別会計予算は、

原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第７、議案第１９号、平成３１年度美里町後期高齢者医療

特別会計予算は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第２０号 平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算 
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○議長（吉田美好君） 日程第８、議案第２０号、平成３１年度美里町簡易水道事業特

別会計予算を再度上程し、議題とします。 

これから質疑を行います。 

お諮りします。本案の質疑については、一括質疑で行いたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。本案の質疑は一括質疑で行います。質疑

ありませんか。 

１０番、福田君。 

○１０番（福田秀憲君） 議案第２０号について、質問をいたします。 

１０ページをお願いします。 

ここで、工事請負費として拡張工事が５,５００万を計上されております。これ

は鶴木野地区の拡張工事じゃないかなと思っておりますが、その何件あって、全員

がこれに加入されるというふうになっているのかどうか。 

それと、この工事の開始時期、いつ頃されるのか、教えていただければと思いま

す。 

○議長（吉田美好君） 北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） ご説明いたします。 

工事費につきましては５,５００万を計上いたしております。世帯数につきまし

ては１５世帯、そのうち申し込みは１５世帯あっております。 

それと、墓の給水も申し込みがあってまして、給水戸数としては１６戸の予定と

なっております。 

開始時期につきましては、新年度になりまして準備ができ次第すぐ発注をしたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（吉田美好君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） すぐ発注していただいて、工事はどれぐらいかかって、いつ

頃のめどでその給水を開始されるのかを伺いたいと思います。 

○議長（吉田美好君） 北島水道衛生課長。 

○水道衛生課長（北島浩徳君） ご説明いたします。 

工事発注につきましては、まだ実施設計の方が完了しておりませんので、まず実

施設計を行いまして、その後、実施設計完了後発注というふうな形になるかと思い

ます。年度末までには完了しまして、年度末に仮給水の点検を行いまして、本給水

は３２年度からになるかと思います。 
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以上です。 

○議長（吉田美好君） 福田君。 

○１０番（福田秀憲君） やはりもう給水、結構ですね、水道のほうで迷惑というかな、

もう困っておられますので、早い時期に開通というかな、給水していただければと

思いますのでよろしくお願いします。 

終わります。 

○議長（吉田美好君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第８、議案第２０号、平成３１年度美里町簡易水道事業特別会計予算は、原

案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第８、議案第２０号、平成３１年度美里町簡易水道事業特

別会計予算は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ９  議案第２１号 町道路線（大野原下田線）の廃止について 

日程第１０ 議案第２２号 町道路線（大野原下田線）の認定について 

○議長（吉田美好君） 日程第９、議案第２１号、町道路線（大野原下田線）の廃止に

ついて及び日程第１０、議案第２２号、町道路線（大野原下田線）の認定について

の２案件を一括して議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、日程第９、議案第２１号及び日程第１０、議案第２２号を一括

して議題といたします。 

内容説明を求めます。立道管理係長。 

○建設課管理係長（立道 誠君） それでは、議案第２１号並びに議案第２２号につい

てご説明いたします。 
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今回の提案につきましては、同一路線に係る廃止及び認定についての提案でござ

います。 

始めに、議案第２１号、町道路線（大野原下田線）の廃止について。 

道路法第１０条第１項の規定により、町道路線を別紙のとおり廃止する。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。町道名越谷線の改良工事に伴いまして、起点の位置が変

更されたことによるもの及び終点の県道囲砥用線の改良後に、地番が地籍調査の再

調査に伴いまして、現地確認不能となっております。そのため、終点の地番も変更

になったことにより町道路線の廃止が必要となりますため、道路法第１０条第３項

において準用する同法第８条第２項の規定に基づき提案するものでございます。 

次のページの別紙をご覧いただきたいと思います。 

廃止する路線は、町道大野原下田線です。起点は、美里町三加字西台地５４番地

先から、終点の美里町三加字中畑５０３－１番地先までの４７６.１メートル、幅

員が２.０メートルから１３.０メートルでございます。 

続きまして、議案第２２号、町道路線（大野原下田線）の認定について。 

道路法第８条第２項の規定により、町道路線を別紙のとおり認定する。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。町道名越谷線の改良工事に伴いまして、起点の位置が変

更されたことによるもの及び終点の県道囲砥用線の改良後に地番が地籍再調査に伴

い現地確認不能となったため終点の地番も変更になったことにより、再度認定が必

要になりました。それにより道路法第８条第２項の規定に基づき提案するものでご

ざいます。 

次のページの別紙をご覧ください。 

認定する路線は、町道大野原下田線、起点が美里町名越谷字原３８０５番地先、

終点が美里町三加字川向３２４－１番地先、延長が５０６.２メートル、幅員が２.

０メートルから１３.０メートルでございます。 

お配りしております資料をご覧いただきたいと思います。 

Ａ３の２枚ありますけども、まず１枚目の左の図が廃止する路線の見取り図でご

ざいます。右の図が今回認定する路線の見取り図でございます。変更している箇所

を赤の丸で囲っております。２枚目の資料をご覧いただきたいと思います。左が廃

止する改良前の起点側です。右が認定する改良後の起点側です。それぞれ左下に終

点側の図も付けております。終点につきましては、地番の変更のみですので、道路

区域につきましての変更はございません。 

以上で、議案第２１号並びに議案第２２号の説明を終わります。 
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○議長（吉田美好君） 以上で内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第９、議案第２１号、町道路線（大野原下田線）の廃止については、原案の

とおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第９、議案第２１号、町道路線（大野原下田線）の廃止に

ついては、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２２号について採決をいたします。 

日程第１０、議案第２２号、町道路線（大野原下田線）の認定については、原案

のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１０、議案第２２号、町道路線（大野原下田線）の認定

については、原案のとおり認定されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第２３号 町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結について 

○議長（吉田美好君） 日程第１１、議案第２３号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負

契約の締結についてを議題とします。 

内容説明を求めます。立道管理係長。 

○建設課管理係長（立道 誠君） それでは、議案第２３号について、ご説明申し上げ

ます。 

議案第２３号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結について。 

次のとおり町道柏川朝見線災害復旧工事の請負契約を締結したいので、地方自治

法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 
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平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

１、契約金額 ６,２９２万８００円 

２、契約の相手方 熊本県下益城郡美里町遠野２６８番地１ 

岩田建設株式会社 

代表取締役 岩田龍裕 

提案理由でございます。町道柏川朝見線災害復旧工事に係る請負契約の締結につ

きましては、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を経る必要がある

ため提案するものでございます。 

次に、添付資料をご覧いただきたいと思います。 

添付資料といたしまして、工事内容の主な工種、数量を記載しております。復旧

延長が１８.１メートル。復旧概要ですけども、軽量盛土工１８.１メートル、鉄筋

挿入工１０６本、路側防護柵工１９メートル、コンクリート舗装工８３平米、構造

物の取り壊しが１７立米でございます。 

次に、２ページ目の図面をご覧ください。 

右上の位置図が今回の施工箇所となっております。図面左がその施工箇所の平面

図です。図面右下が標準断面図となっております。 

以上で、議案第２３号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（吉田美好君） 以上で内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１１、議案第２３号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負契約の締結につい

ては、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１１、議案第２３号、町道柏川朝見線災害復旧工事請負

契約の締結については、原案のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第２４号 災害・工事発生土捨て場用地取得契約の締結について 

○議長（吉田美好君） 日程第１２、議案第２４号、災害・工事発注土捨て場用地取得

契約の締結についてを議題とします。 

内容説明を求めます。立道管理係長。 

○建設課管理係長（立道 誠君） それでは、議案第２４号について、ご説明申し上げ

ます。 

議案第２４号、災害・工事発生土捨て場用地取得について。 

次のとおり災害・工事発生土捨て場用地を取得したいので、地方自治法第９６条

第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により議会の議決を求める。 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

１、取得用地 美里町畝野６０６番地外３４筆 

２、契約の相手方 熊本県下益城郡美里町遠野２５６番地２ 

岩田武司外９名及び登記名義相続人９名 

３、取得面積 １万２,９５０.７６平米 

４、取得金額 ３,８８５万２,２８０円 

提案理由でございます。災害・工事発生土捨て場用地の取得について、地方自治

法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により議会の議決を経る必要があるため提案するものでご

ざいます。 

説明資料をご覧ください。 

１枚目が今回取得する筆数の合計になります、一覧になります。３５筆でござい

ます。 

２枚目をご覧いただきたいと思います。今回取得する用地の範囲につきましては、

オレンジ色の線で囲ってある部分でございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で内容説明を終わります。 

ただいまの議案第２４号の説明の中で、災害・工事発生という言葉がありますが、

文字がありますが、これは議案については発注と思いますので、事務方より訂正を

お願いしたいと思います。 

はい、上田町長。 

○町長（上田泰弘君） すみません。ただいま議案第２４号の説明をさせていただいた

ところでございます。その説明の中では、災害・工事発生土捨て場用地取得につい
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てという説明がございました。なお、きょうの日程、議事予定表、そしてこの議案

書の議事予定表の中には、工事発注土捨て場と書いてあります。正しくは工事発生、

今説明があった工事発生のほうが正しいということでございますので、訂正のほう

をよろしくお願いを申し上げます。 

申し訳ございませんでした。 

○議長（吉田美好君） ただいま執行部のほうから訂正をということでありますが、皆

さん方にお諮りします。発注を発生ということで決定をしたいと思いますが、異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） はい。 

それでは、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１２、議案第２４号、災害・工事発生土捨て場用地取得契約の締結につい

ては、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１２、議案第２４号、災害・工事発生土捨て場用地取得

契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

ここでしばらく休憩をしたいと思います。再開を午後１時とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 同意第１号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意

を求めることについて 



 － 154 －

○議長（吉田美好君） 日程第１３、同意第１号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を

命ずることにつき同意を求めることについてを議題とします。 

内容説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 同意第１号につきましてご説明申し上げます。 

同意第１号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意を求める

ことについて。 

美里町職員懲戒審査委員会の委員に下記の者を命じたいので、地方自治法施行規

程第１７条第５項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

住所 熊本県下益城郡美里町土喰３５１番地 

氏名 鷲山 啓 

生年月日 昭和２３年９月２８日生 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由でございます。懲戒審査委員会の委員を命ずるときは、地方自治法施行

規程第１７条第５項の規定により議会の同意を得る必要があるため提案するもので

ございます。 

鷲山啓氏の任期につきましては、平成３１年３月３１日までとなっておりますが、

引き続き委員に任命させていただきたくご提案申し上げております。よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（吉田美好君） 以上で内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１３、同意第１号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき

同意を求めることについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求め

ます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１３、同意第１号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を
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命ずることにつき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 同意第２号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意

を求めることについて 

○議長（吉田美好君） 日程第１４、同意第２号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を

命ずることにつき同意を求めることについてを議題とします。 

内容説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 同意第２号につきましてご説明申し上げます。 

同意第２号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意を求める

ことについて。 

美里町職員懲戒審査委員会の委員に下記の者を命じたいので、地方自治法施行規

程第１７条第５項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

住所 熊本県下益城郡美里町三加１６６８番地 

氏名 上田隆信 

生年月日 昭和２４年４月５日生 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。懲戒審査委員会の委員を命ずるときは、地方自

治法施行規程第１７条第５項の規定により議会の同意を得る必要があるため提案す

るものでございます。 

上田隆信氏の任期につきましては、平成３１年３月３１日までとなっております

が、引き続き委員に任命させていただきたくご提案申し上げております。よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（吉田美好君） 以上で内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１４、同意第２号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき
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同意を求めることについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求め

ます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１４、同意第２号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を

命ずることにつき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 同意第３号 美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意

を求めることについて 

○議長（吉田美好君） 日程第１５、同意第３号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を

命ずることにつき同意を求めることについてを議題とします。 

お諮りします。本案件の当事者である総務課長の吉住慎二君に退席を求めたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、吉住慎二君の退席を求めることに決定をいたしました。 

吉住慎二君に退席を求めます。 

（総務課長 退席） 

○議長（吉田美好君） 内容説明を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 同意第３号につきましてご説明申し上げます。 

同意第３号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき同意を求める

ことについて。 

美里町職員懲戒審査委員会の委員に下記の者を命じたいので、地方自治法施行規

程第１７条第５項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

住所 熊本県下益城郡美里町馬場３４０番地６ 

氏名 吉住慎二 

生年月日 昭和３５年１２月１２日生 

平成３１年３月５日提出 美里町長 上田泰弘 

提案理由をご説明申し上げます。懲戒審査委員会の委員を命ずるときは、地方自

治法施行規程第１７条第５項の規定により議会の同意を得る必要があるため提案す

るものでございます。 

現委員の任期が、平成３１年３月３１日までで満了するにあたり、新たに吉住慎

二氏を委員に任命させていただきたくご提案申し上げております。よろしくお願い
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申し上げます。 

○議長（吉田美好君） 以上で内容説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 

日程第１５、同意第３号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を命ずることにつき

同意を求めることについては、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求め

ます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１５、同意第３号、美里町職員懲戒審査委員会の委員を

命ずることにつき同意を求めることについては、原案のとおり同意することに決定

しました。 

ここで、吉住慎二君の入場を許可します。 

（総務課長 入場） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 発議第１号 美里町議員会議規則の一部を改正する規則の制定について 

○議長（吉田美好君） 日程第１６、発議第１号、美里町議員会議規則の一部を改正す

る規則の制定についてを議題とします。 

提出議員の趣旨説明を求めます。３番、今田政行君。 

○３番（今田政行君） それでは、ただいま上程中の発議第１号につきましてご説明を

いたします。 

発議第１号、美里町議員会議規則の一部を改正する規則の制定について。 

上記の議案を別紙のとおり美里町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定

により提出をします。 

平成３１年３月５日提出 

提出者 美里町議会議員 今田政行 

賛成者 美里町議会議員 吉田起登 
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美里町議会議長 吉田美好様 

提案理由でございます。美里町議会広報誌の編集発行に伴い、広報委員会の設置

に関して、地方自治法第１００条第１２項の規定に基づき、新たに規定するもので

あります。 

次のページをお開きください。 

美里町議会会議規則の一部を改正する規則。 

美里町議会会議規則（平成１６年美里町議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

別途配付しております発議第１号資料の新旧対象表をお開きください。 

この新旧対象表は、美里町議会会議規則の目次の部分でありますが、左側が改正

前、右側が改正後となっております。 

右側の表、改正後の下から３行目、下線部分の第１５章全員協議会（第１２１条）

の次に、新たに第１６章として、「広報委員会（第１２２条）」を加えるものであり

ます。これによりまして、左側の表、改正前の第１６章第１２２条以下に、章及び

条ずれが生じますので、改正前の「第１６章 議員の派遣（第１２２条）」を「第

１７章 議員の派遣（第１２３条）」に、「第１７章 補足（第１２３条）」を、次

ページ、右側、改正後の表をご覧ください。「第１８章 補足（第１２４条）」に改

正するものであります。 

以下には、附則としまして、今回美里町議会会議規則の本文中に新たに規定をし

ます「第１６章 広報委員会（第１２２条）」の条文及び第１７章以降の改正部分

についてお示しをしております。 

議案書の美里町議会会議規則の一部を改正する規則をお開きください。 

附則でございます。この規則は、公布の日から施行することとしております。 

以上で、発議第１号についての説明を終わります。 

○議長（吉田美好君） 以上で、趣旨説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、本案に反対の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 次に、本案に賛成の方の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。この採決は起立により行います。 
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日程第１６、発議第１号、美里町議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ

いては、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（吉田美好君） 全員起立です。 

したがいまして、日程第１６、発議第１号、美里町議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議員派遣の件について 

○議長（吉田美好君） 日程第１７、議員派遣の件についてを議題とします。 

皆さんにお諮りします。別紙のとおり、議員を派遣したいと思います。 

また、派遣決議後に派遣内容の変更等がありました場合、及び次の議会までに新

たに派遣が必要となった場合等の判断は、議長に一任していただきたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、別紙のとおり議員を派遣することに決定しました。 

また、派遣決議後に派遣内容の変更等がありました場合、及び次の議会までに新

たな派遣が必要となった場合等は、議長に一任していただくことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（吉田美好君） 日程第１８、各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件

について、及び日程第１９、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件に

ついてを一括して議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

よって、日程第１８及び日程第１９を一括して議題とすることに決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件について 

日程第１９ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査の件について 

日程第１８及び日程第１９を一括して議題といたします。 

皆さんにお諮りします。各常任委員長、議会運営委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 
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したがいまして、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

以上で、本定例会に上程されました案件は全部議了しました。 

したがいまして、会議規則第８条の規定により、閉会したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（吉田美好君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、本定例会は本日をもって閉会することに決定をいたしました。 

閉会に先立ち、上田町長に挨拶を求めます。上田町長。 

○町長（上田泰弘君） 閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

まずは、提案をさせていただきましたすべての議案、あるいは同意事項に関しま

して、すべてにご承認を賜りまして誠にありがとうございました。 

また、議会中はいろいろとご指摘、あるいはご意見、あるいはいろんなご提案を

いただきました。とてもためになるご指摘、ご提案、ご意見だったというふうに思

っております。 

平成最後の今定例会になったわけでありますが、ある意味、非常に感慨深いもの

があります。新年度もあと１カ月程度で新しい年度になりますけども、また議員の

皆さんと一緒になって、しっかりと行政サービスを提供し、美里町をつくっていき

たいと思っておりますので、どうぞ新しい年度もよろしくお願いを申し上げたいと

いうふうに思います。 

まだ寒い、朝晩はまだ冷えますので、どうぞお体にはご自愛いただきますようお

願いを申し上げまして御礼のご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（吉田美好君） 以上で、町長の挨拶を終わります。 

それでは、これをもちまして、本日の会議を閉じ、平成３１年第１回美里町議会

定例会を閉会いたします。 

皆様、お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時１７分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名いたします。 
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